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0議事日程第1号

昭和61年9月11日（木） 午前10時開会

第 1 会議録署名議員の指名について

第2 会期の決定について

第3 議案第70号なしヽし議案第94号 •••…………………………… 説 明

議案第70号 昭和60年度四日市市立四日市病院事業決算認定につ

いて

議案第71号 昭和60年度四日市市水道事業剰余金処分並びに決算

認定について

議案第72号 昭和60年度四日市市農業共済事業剰余金処分並びに

決算認定について

議案第73号 昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第2号）

議案第74号 昭和61年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算

（第 1号）

議案第75号 昭和61年度四日市市公共下水道特別会計補正予算

（第 1号）

議案第76号 昭和61年度四日市市土地区画整理事業特別会計補正

予算（第 1号）

議案第77号 昭和61年度四日市市老人保健医療特別会計補正予算

（第 1号）

議案第78号 四日市市吏員退隅料、退職給与金、遣族扶助料支給

条例等の一部改正について

議案第79号 議会の議決に付すべき契約及ぴ財産の取得又は処分

に関する条例の一部改正について

議案第80号 四日市市東橋北住環境整備基金条例の制定について

議案第81号 四日市市印鑑条例の一部改正について

議案第82号 四日市市国民健康保険条例の一部改正について
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議案第83号 四日市市霊園条例の一部改正について 川村幸善

議案第84号 四日市市自転車放置防止条例の制定について 喜多野 等

議案第85号 市道路線の廃止について 久保博正

議案第86号 市道路線の認定について 訓覇也男

議案第87号 委託契約の締結について 粉川 茂

議案第88号 三洒農業共済事務組合の設立に関する協議について 小林清隆

議案第89号 四日市市と菰野町との境界の一部変更について 小林博次

議案第90号 町の区域の変更について 後藤寛次

議案第91号 町及び字の区域の変更について 後藤長六

議案第92号 字の区域の変更について 坂，ロ 正次

議案第93号 字の区域の変更について 佐野光信

議案第94号 土地の取得について 高木 勲

田 中基介

0本日の会議に付した事件 谷 ロ 廣睦

議事日程のとおり 豊田忠正

中村信夫、

〇出席議員 (42名） 永 田正 巳

相松 尚 野崎 洋

青山峯男 野 呂平和

小井道夫 橋本増蔵

伊藤信 古市元

伊藤雅敏 堀 新兵衛

小）II 四郎 堀 内 弘士

大 島武雄 前川辰男

大谷茂生 水野和子

金森 正 水野幹郎

JII 口 洋二 毛利道哉
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森 真寿朗 消防次長 田中昌治

森 安吉 病院事務長 石田 進

山 ロ 孝 水道事業管理者 奥村仁人

山路 剛 水道局次長 尾中忠邦

渡辺 彦

〇欠席議員 (2名） 教 育 長 岡田久江

益田 力 教育次長 西村正雄

山本 勝

代表監査委員 吉田耕吉

〇出席議事説明者

市 長 加藤寛嗣 0出席事務局職員

助 役 坂倉哲男 事務局長 樋 ロ 照ー

助 役 片岡一三 議事課長 板崎大之丞

収 入 役 藪田 裕 議事課長補佐 石原 隆

調 整 皿臣 伊藤長爾 議事係長 岡崎雄治

市長公室長 毛利道男 主 幹 金森伸夫

総務部長 栗本春樹 主 事 井上紀久夫

財政部長 鈴木 美

市民部長 宮田 勉 午前10時2分開会

福祉部長 岩山義弘 〇議長（訓覇也男君） おはようございます。ただいまから、昭和61年 9

商工部長 川村得二 月四日市市議会定例会を開会いたします。

農林水産部長 竹村二郎 ただいまの出席議員数は、 41名であります。

環境部長 鵜飼 滋 今定例会の議事説明者は、市長はじめ24名であります。

都市計画部長 東 寛

建設部長 島内清治 〇議長（訓覇也男君） これより本日の会議を開きます。

下水道部長 前川鉦 本日の議事については、お手元に配付いたしました議事日程第 1号によ

消 防 長 山 ロ 博 り取り進めますので、よろしくお願いいたします。
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日程第l 会議録署名議員の指名について

〇議長（訓覇也男君） 日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。

今定例会の会議録署名議員には、議長において伊藤雅敏君及び森安吉君

を指名、いたします。

日程第 2 会期の決定について

〇議長（訓覇也男君） 日程第 2、会期の決定についてを議題といたしま

す。

おはかりいたします。今定例会の会期は、本日から 9月26日までの16日

間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（訓覇也男君） ご異議なしと認めます。よって、今定例会の会期

は、本日から 9月26日までの16日間と決定いたしました。

日程第3 議案第70号昭和60年度四日市市立四日市病院事業決算認定に

ついてないし議案第94号土地の取得について

〇議長（訓覇也男君） 日程第 3、議案第70号昭和60年度四日市市立四日

市病院事業決算認定について、ないし議案第94号土地の取得についての25

件を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） ただいま上程されました各議案について、ご説明

申し上げます。

議案第70号は、昭和60年度市立四日市病院事業決算であります。

まず、決算報告書の収益的収入の決算額は、 76億 2,268万 5,359円で、
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予算額に比べ 1億 488万 5,359円の増収となりました。これは主として医

療環境、診療内容の充実に努めたことにより、利用息者数が増加したこと

によるものであります。

収益的支出におきましては、決算額が75億 7,344万 7,265円となり、

1,366万 1,735円の不用額を生じましたが、これは材料費等において予定

額を下回ったことなどが挙げられます。

以上、収益的決算の結果、当年度におきましては、 4,923万 8,094円の

純利益を生じました。その結果、当期末累積欠損金は、 1億 2,264万4;546

円となりました。

次に、資本的収入及び支出につきましては、収入の決算額は、出資金、

企業債、寄附金、負担金、固定資産売却代金、長期貸付金返還金及び補助

金で、 4億 8,678万 2,447円となり、予算額に比べ 340万 1,553円の減収

となりました。これは、負担金等の減によるものであります。

一方、支出の決算額は、建設改良費、償還金及び投資で、 7億 6,822万

8,739円となり、 •710万 6,261円の不用額を生じました。これは、「看護学

院学生修学資金等が予定額を下回ったことによるものであります。

資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額、 2億 8,144万6,292

円につきましては、過年度分損益勘定留保資金で補てんいたしました。

損益計算書は、収益76億 2,237万 4,236円、費用75億 293万 5,726円、

差引経常利益 1億 1,943万 8,510円で、これに特別利益31万 1,123円、特

別損失 7,051万 1,539円を加減して、 4,923万 8,094円の当年度純利益を

生じました。

剰余金計算書におきましては、欠損金について、前年度未処理欠損金 1

億 7,188万 2,640円を当年度純利益で補てんいたしましたので、差し引き

当年度未処理欠損金は、 1億 2,264万 4,546円となりました。

資本剰余金は、本年度において、ワードプロセッサー等の寄附による受

贈財産評価額 397万 7,000円、医療器具購入指定寄附金等 845万円、看護
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学院学生等修学資金負担金 970万 2,000円及び医療施設等設備整備費補助

金1,000万円、・合計 3,212万9,000円の増となり、前年度繰越額4億8,720

万 8,167円と合わせて 5億 1,933万 7,167円を翌年度へ繰り越しました。

欠損金処理計算書は、当年度未処理欠損金 1億 2,264万 4,546円全額を

翌年度へ繰り越しました。

貸借対照表におきましては、資産総額90億 5,763万 909円、負債総額9

億 5,844万 2,550円、資本総額80億 9,918万 8,359円であります。

以上が病院事業決算の概要でありますが、今後の病院運営につきまして

は、昨年度診療報酬が改正されたものの、医療器械等の更新の必要に迫ら

れており、依然として厳しい状況にありますが、引き続き経営基盤の確立

に努めるとともに、地域住民の健康を守る中核病院として、さらに診療内

容の充実を図り、医療サービス向上に努力する所存であります。

議案第71号は、昭和60年度四日市市水道事業剰余金処分並びに決算認定

についてであります。

まず、決算報告書の収益的収入の決算額は、46億 '3,933万 7,500円で、

予算額に比べ 5,571万 3,500円の増収となりましたが、これは給水収益の

増収と移設工事等の増によるものであります。

収益的支出につきましては、決算額41億 3,516万 6,230円となり、 1,125

万2,770円の不用額を生じましたが、これは燃料費、委託料等が予定額を

下回ったことによるものであります。

次に、資本的収入及び支出につきましては、収入の決算額は、 5億6,726

万 4,852円で、予算額に比べ 175万 4,852円の増収となりましたが、これ

は主に工事負担金の増収によるものであります。

支出の決算額は、 15億 773万 3,204円で、 905万 2,796円の不用額を生

じましたが、これは時間外手当及び固定資産購入費等が予定額を下回った

ことによるものであります。

資本的収入が資本的支出に不足する額9億 4,046万 8,352円は、減債積

- 8 -

立金2億 3,000万円、建設改良積立金2億 6,400万円、過年度分損益勘定

留保資金3億 4,985万 3,579円及び当年度分損益勘定留保資金 9,661万

4,773円で補てんいたしました。

損益計算書につきましては、収益46億 3,933万 7,500円、費用41億 3,516

万 6,230円となり、差し引き 5億 417万 1,270円の当年度純利益を生じま

した。

剰余金計算書におきましては、利益剰余金は、繰越利益剰余金年度末残

高67万 1,192円に当年度純利益5億 417万 1,270円を加算して、 5億 484

万 2,462円が当年度未処分利益剰余金となりました。

また、資本剰余金は、前年度末残高35億 3,952万 7,229円、当年度発生

高 4,988万 2,254円、当年度処分額 •588万 1,081円、翌年度繰越資本剰余

金35億 8,352万 8,402円となりました。

剰余金処分計算書（案）につきましては、当年度未処分利益剰余金5億

484万 2,462円のうち、減債積立金2億 5,000万円、建設改良積立金2億

5,400万円を積み立て、当年度未処分利益剰余金を処分しようとするもの

であり、また、利益剰余金を処分した残額84万 2,462円を翌年度へ繰り越

しするものであります。

貸借対照表におきましては、資産総額 180億 5,761万 2,815円、負債総

額6億 7,624万 2,147円、資本総額 173億 8,137万 668円となっておりま

す。

以上が水道事業の決算の概要でありますが、給水収益が順調に推移した

ことなどにより、財政の安定確保ができました。

今後とも、経営の効率化を図り、できるだけ長く現行水道料金を保持す

るとともに、安定給水の確保のために、配水管網の整備及び老朽管改良の

推進、また、地震災害の備えを講じるなど、サービスの充実と円滑な事業

運営に向けて、一層の企業努力をいたす所存であります。

議案第72号は、農業共済事業剰余金処分並ぴに決算認定についてであり

- 9 -



ます。

まずゞ決算報告書の収益的収入の決算額は、農作物共済、蚕繭共済、家

畜共済、果樹共済、園芸施設共済及び業務の各勘定を総合いたしますと、

1億 7,635万 2,780円となり、予算額に比べ 9,146万 6,220円の減収とな

りましたが、これは共済事業の性格上、ある一定被害を見込んで予算を計

上しており、当年度はその基準より被害が少なく、保険金が収入減となっ

たためであります。

収益的支出の決算額は、各勘定の総合額 1億 3,649万 696円で、予算額

に比べ 1億 3,132万 8,304円の不用額を生じましたが、収入と同様に、当

年度は基準より被害が少なく、共済金の支出減となった結果であります。

損益計算書は、事業収益合計 1億 5,885万 9,656円、事業費用合計 1億

3,559万 7,688円、差し引き事業利益 2,326万 1,968円で、これに事業外

収益合計 1,749万 3,124円、事業外費用合計 89万 3,008円を加減して、

3,986万 2,084円の当年度純利益を生じました。

剰余金計算書は、繰越不足金年度末残高77万 7,127円と、当年度純利益

3,986万 2,084円で、当年度未処分剰余金は、 3,908万 4,957円でありま

す。

剰余金処分並びに不足金処理計算書は、まず、剰余金計算書では、農作

物共済、蚕繭共済、果樹共済及び園芸施設共済の当年度未処分剰余金の合

計 3,977万 2,196円を関係法令に基づき、各共済勘定ごとに法定積立金及

び特別積立金へ積み立てようとするものであります。

不足金処理計算書は、当年度未処理不足金68万 7,239円を家畜共済勘定

の繰越不足金として処理しようとするものであります。

貸借対照表におきましては、資産合計3億 7,491万 2,166円、負債合計

1億 9,606万 9,478円、資本合計 1億 7,884万 2,688円となりました。

以上が農業共済事業の決算の概要でありますが、今後とも、農業共済事

業の充実に努め、市農政と一体となった事業を推進してまいりたいと存じ
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ます。

議案第73号は、本市一般会計補正予算第2号案であります。

今回の補正の主なる内容は、国庫補助割当の決定もしくは見通しを得た

もの及び緊急に実施を要する単独事業費並びに災害復旧費等の追加補正とヽ

これらに関連する債務負担行為及ぴ地方債の補正でありまして、歳入歳出

予算の追加額は、 15億 9,184万 8,000円となり、補正後の歳入歳出予算額

は、 551億 8,165万円と相成るのであります。

以下、歳出各款における主な補正の内容をご説明申し上げます。

第 1款議会費は、議員報酬の改定による所要経費及び関連する経費の補

正であります。

第2款総務費は、伊勢線存続のために設立される第三セクター（仮称）

伊勢鉄道株式会社に対する出資金、生活環境の保全、公衆衛生の向上を図

るために設立される第三セクター（仮称）株式会社四日市市生活環境公社

に対する出資金、本町通り商店街共同施設建設費負担金、テレトピア四日

市実行計画策定経費等を計上し、国庫補助事業の決定に伴う赤堀松本線及

ぴ市単独交通安全対策事業費並びに特別職給料改定に伴う所要経費、選挙

執行経費等の追加計上を行いました。

第3款民生費は、小山田の地域交流ホーム建設費補助金及び債務負担行

為の計上と高齢者事業団運営費並ぴに特別職報酬改定にあわせて行われた

各種委員の報酬を追加計上いたしました。

第4款衛生費は、各種委員会委員等報酬の追加計上であります。

第5款労働費は、本年 7月末日をもって失業対策事業は、全面的に終息

したわけでありますが、就労者に対する特例給付金等の追加補正と事業費

の清算による減額補正を行うものであります。

第6款農林水産業費は、いずれも県支出金の決定等によるものであり、

農業費は、地域農業拠点整備事業費の計上と、農林業同和対策事業費、水

田利用再編対策事業費、新農業構造改善事業費等を追加計上いたしました。
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農地費では、県単及び市単土地改良事業費、同和対策農業基盤整備事業費

並びに三重用水受託事業費等を追加いたしました。

第7款商工費は、円高対策の一環として、フィラデルフィア及びロソグ

ビーチで来春開催予定の地場産品輸出展示会経費、本年10月下旬に霞ヶ

浦オーストラリア記念館を中心に開催予定の輸出入品展示バザール経費、

「なんでも四日の市」開催経費、商店街共同施設整備費等を計上いたしま

した。

第8款土木費のうち、土木総務費は、議案第84号でお願いいたしており

ます自転車放置防止条例の制定・施行に必要な経費を計上いたしました。

道路橋梁費は、国庫補助事業の決定による松本貝家線ほか 3事業と市単独

道路改良事業、道路路面復旧及び維持工事費を追加計上いたしました。河

川費は、米洗川ほか 3河川の改修事業費を国庫補助の決定にあわせて追加

いたしました。都市計画費では、国庫補助事業費の決定により、千歳町小

生線ほかの街路事業費と関連する債務負担行為及び猿法師公園等の公園整

備事業費と附帯する単独事業費並びに従来、失業対策事業で実施しており

ました中央緑地等管理業務の委託費を追加するとともに、土地区画整理事

業特別会計への繰出金を計上いたしました。公共下水道費は、特別会計ヘ

の繰出金を増額し、都市下水路費では、国庫補助事業費の決定に基づき、

羽津都市下水路等の新設改良費と附帯事業費を追加計上いたしました。

第 9款消防費は、河川情報センター機器使用料の計上と、消防団員報酬

の追加計上を行いました。

第10款教育費は、懸案となっております川越高校新設に伴う三重県北部

学区県立高等学校新設促進協議会への負担金として、取りあえず2億 7,000

万円と、丹羽文雄先生の句碑建設費を計上いたしました。さらに、国庫補

助割当の増額をみた教育方法開発備品費及び少年自然の家建設事業費を追

加計上いたしました。

第11款災害復旧費は、去る 6月末の梅雨前線による豪雨によるものであ
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りまして、農地農業用施設災害復旧費については、本年度割当見込額と哀

越工事費を含めた補助災害復旧費と単独災害復旧費を、土木施設災害復旧

費については、認定見込事業費の50％の補助災害復旧費と市単独災害復旧

費を計上いたしました。

以上、歳出並びに関連する債務負担行為の概要をご説明いたしましたが、

歳入につきましては、歳出各科目に対する特定財源を充当するとともに、

一般財源として市税を計上して、収支の均衡を図ったのであります。

次に、各特別会計の補正予算についてご説明申し上げます。

議案第74号国民健康保険特別会計の補正は、過年度分の療養給付に係る

退職者医療給付費交付金の額の確定に伴う返還金の計上と、先の通常国会

に上程されていた老人保健法改正案が廃案になったことに伴い、老人保健

医療費拠出金の追加計上を行い、歳入では、国庫支出金、繰越金のほか、

国民健康保険料について料金改定を予定し、その増収見込額を計上いたし

ました。

議案第75号公共下水道特別会計の補正は、国庫補助事業費の決定により、

幹線管渠布設費、ポソプ場築造費の補正と雨水 1号幹線築造工事に係る債

務負担行為の変更と北部雨水汚水4号幹線管渠布設工事に係る債務負担行

為の計上を行いました。また、市単独事業として各排水区の整備費、雨水

対策費、大井の川対策関連事業費を追加計上いたしました。歳入につきま

しては、国庫補助金、市債の特定財源のほか、一般会計繰入金及び繰越金

を追加いたしました。

議案第76号土地区画整理事業特別会計の補正は、別途議案第80号で東橋

北住環境整備基金条例をお願いいたしておりますが、同基金への積立金と

午起土地区画整理組合に対する補助金並びに浜田、赤堀土地区画整理調査

事業費を計上しております。歳入につきましては、東橋北住環境整備費に

係る関連企業からの負担金、県委託金と一般会計繰入金を計上いたしてお

ります。
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議案第77号老人保健医療特別会計の補正は、過年度分の支払基金医療費

交付金の額の確定に伴う返還金を計上し、歳入では、過年度分国県負担金

並びに繰越金を追加いたしております。

以上が、昭和60年度各公営企業決算及び昭和61年度一般会計並びに特別

会計の補正予算案の概要であります。

続きまして条例その他の議案のうち主なものについてご説明申し上げま

す。

議案第79号議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例の一部改正につきましては、地方自治法等の一部改正に伴い、公有地

の一層の有効活用を図るため、公有地に土地信託制度が導入されたことに

より、議会の議決に付すべき財産の取得又は処分について所要の改正を行

おうとするものであります。

議案第80号は、午起三丁目の移転事業に係る資金を積み立てるための東

橋北住環境整備基金の設置について、新たに条例を制定しようとするもの

であります。

議案第82号国民健康保険条例の一部改正につきましては、国民健康保険

法施行規則等の一部改正に伴い、外国人に対する国民健康保険の適用につ

いて、規定の整備を行うとともに、保険料の賦課限度額の改正、保険料の

減免についての基準額の引き上げ等、所要の改正を行おうとするものであ

ります。

議案第83号霊園条例の一部改正につきましては、塩浜霊園内に新たに墓

地を造成するに当たり、使用料を設定しようとするものであります。

議案第84号は、公共の場所における自転車の放置を防止することによっ

て、歩行者の安全及び通行機能の確保を図り、良好な生活環境を保持する

ため、新たに自転車放置防止条例を制定しようとするものであります。

議案第87号は、新富洲原合同ポソプ場建設工事を金額 1億 7,658万8,000

円でもって、四日市港管理組合に委託しようとするものであります。
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議案第88号は、農業共済事業に関する事務を共同処理するため、本市と

三重郡4町にて三洒農業共済事務組合を設立しようとするものであります。

議案第89号は、県営八風地区ほ場整備事業及び団体営保々北地区土地改

良総合整備事業の施行に伴い、本市と菰野町との境界を変更しようとする

ものであります。

議案第90号は、四日市都市計画事業浜田第二土地区画整理事業の施行に

伴い、自治会組織の円滑な運営等、市民生活の利便を図るため、町の区域

を変更しようとするものであります。

議案第91号から議案第93号までは、土地改良事業の施行に伴い、町及び

字の区域を変更しようとするものであります。

議案第94号は、市道桜ヶ丘山上線道路用地を金額 5,800万 800円でもっ

て、日本勤労者住宅協会から取得しようとするものであります。

以上が各議案の概要であります。

どうかよろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（訓覇也男君） 提案理由の説明は、お聞き及びのとおりでありま

す。

議事日程に従い、本件に関する審議は留保いたします。

〇議長（訓覇也男君） この際、報告いたします。

専決処分の報告及び監査結果の報告がまいっております。既にお手元に

送付いたしておりますので、ご了承願います。

〇議長（訓翔也男君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

次回は、 9月16日午前10時から会議を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

午前10時35分散会
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0出席事務局職員

事務局長 樋 口照一

議事課長 板崎大之丞

議事課長補佐 石原 隆

議事係長 岡崎雄治

主 幹 金森伸夫

主 事 井上紀久夫

午前10時 1分開議

〇議長（訓覇也男君） これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は、 42名であります。

本日の議事は、／一般質問であります。

日程第 1 一般質問

〇議長（訓覇也男君） これより一般質問を行います。

順次発言を許します。

水野和子君。

〔水野和子君登壇〕

〇水野和子君 おはようございます。

通告に従いまして一般質問をさせていただきます。

初めに、非核平和都市宣言を実効あるものにするためについてでござい

ます。

核戦争と核兵器をなくそうという多くの市民の皆さんたちの願いによっ

て、四日市市でも非核平和都市宣言をしてから、はや 1年半がたちました。

全国的にも、非核平和都市宣言をした自治体は総数 1,050になり、全自治

体の31％になりましたけれども、中曽根自民党政府は、この国民の願いに
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背を向けて、核巡航ミサイル「トマホーク」を搭載した米艦船「ニュージ

ャージー」をはじめ、原子力空母「カールビ‘ノソ‘ノ」の随伴艦の入港を認

めました。その上、核戦争を宇宙にまで広げる SDIへの協力加担は、た

だ1つの被爆国日本国民の、核戦争阻止、核兵器廃絶の願いに対して真っ

向から挑戦するものでございます。この SDIへの協力参加は、・国民を核

戦争の危険の中に引きずり込むものであります。国是である非核三原則、

宇宙開発は平和利用に限るとした国会決議などに反するものでございます。

そこで、次のことをお尋ねしたいと思います。

非核平和都市宣言をした市長として、市民の命と安全を守る立場から、

この SDI参加についてどのようにお考えになっておりますか。

また、平和教育の推進活動について、小中学校で平和教育を推進させる

ために、どんなことをなさろうとしておるのでございますか。

社会教育の面では、戦争を知らない若い人々に語り継ぐ戦争体験記録運

動など、また図書館に平和図書コーナーを設け、核問題や平和運動に関す

る国内文献展示や貸し出しなど、市民の世論を高め合い、行動を盛り上げ

ていかなければならないと思いますが、いかがでございますか。

また、戦後40年たった現在、今なお被爆の苦しみをしておられる方々に、

一日も早く被爆者援護法の制定を国に働きかけると同時に市独自の被爆者

援護条例などをつくり、援護事業の内容を前進させることが必要でないか

と考えます。例えば、稲沢市では被爆手当が出ております。春日井市でも

津島市でも被爆手当が出ておりますが、四日市市ではいかがでしょうか。

次に、老人・障害者施設入所負担金についてでございます。

臨調行革が、国民生活への攻撃の最大の柱としてきたのが社会保障でご

ざいますが、老人医療費の有料化、健保本人 1割の自己負担制の導入、年

金改悪など、大方の片がつき、今年は、 60年度を上回る地方自治体への有

無を言わさぬ犠牲転嫁に移ってきております。そして、最大の切り捨ての

対象とされているのが、保育所や老人ホーム、障害者施設などへの措置費
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でございます。 60年度、 10分の 8から10分の 7への引き下げに続き、 61年

度はさらに 2分の1へと大幅に切り下げられました。そのために、・老人ホ

ームをはじめ障害者施設などの入所賓が大幅に値上げされ、さらに徴収制

度が、本人と扶養義務者との負担強化と、それにあわせて扶養義務者の範

囲の拡大も進められてきております。そのために、お嫁に行った子供でも、

所得が多ければ、その子供が扶養義務者となるのでございます。自立自助、

相互扶助が押しつけられ、家族や親類などの扶養義務関係を強めることに

より、戦後確立された、すべての国民は個人として尊重されるという民主

主義を基礎に置いた社会保障制度そのものを基礎から覆していこうとする

ものでございます。

障害者施設については、新たに費用徴収制度が導入され、今まで無料だ

ったのが有料になったわけでございます。ただでさえ身体障害者を抱えた

家庭の深刻さははかり知れないものがございます。年々大きくなっていく

子供、年老いていく親たち、何とか子供たちの自立を考え、ともに苦しみ、

努力をしておられる方々にこれ以上負担をかけることのないよう、費用負

担の軽減措置を行うように強く要望いたします。

お隣の愛知県でも、家族からの徴収を、所得により50％から25％軽減す

る基準を設け、各市町村も足並みをそろえて実施され、家族負担の軽減を

されるそうでございますが、四日市でも軽減措置を講じられるつもりがな

いか、お尋ねいたします。

続きまして、嘱託職員の待遇改善についてでございます。

市政を末端で支えている 180名の嘱託職員の方、勤務時間も、労慟密度

においても、職員とほとんど変わらない。しかし、給与は低賃金で、定期

昇給もなく、展用も 6ヶ月展用で、労働条件も劣悪です。特に看護助手、

ホームヘルパーの方々は、 5年、 10年と働いておられます。全く正規の職

員と変わらないと思います。今後、高齢化社会を迎え、ホームヘルパーの

社会的要請も強まってくる中、この方々が安心して十分に慟けるようにす
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るためには、今、抜本的な待遇の改善を図らなければならないと思います。

また、これに関連いたしまして自治会等の連絡員の方々の問題でござい

ますが、報償金も少なく、生活も成り立たないような状況でございます。

自治会で給料の上積みをしているところもあると聞いておりますが、その

方々の待遇の改善も含め、 •と思います。
以上をもちまして、第 1回の質問を終わらせていただきます。

〇議長（訓覇也男君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） まず、非核平和都市宣言について、 SDIにお触

れになられました。 SDIというものは、私は実際は、どういうものであ

るかよく理解ができていませんが、 9日の政府の閣議におきまして、研究

参加が決定したということが報道されておりますので、その限りにおいて

は承知をいたしております

しかし、 SDIへの研究参加ということは、当日の官房長官談話を読ん

でみますと、究極的には核兵器の廃絶を目指すものであり、日本の立場と

合致すると、こういうふうに発表されておりますが、果たしてそうなのか

どうなのか、その辺はなおよく見守る必要があるだろうというふうに思っ

ております。

特にこの問題は、国政の場における極めて高度な政治判断の問題でござ

いますので、今、ここで私から意見を申し上げるのは差し控えさせていた

だきまして、今後の推移を見守ってまいりたいと思っております。

次に、非核平和都市宜言を実効あるものにするということで、ご承知の

ように本年度は、いろいろな事業を行ってまいりました。例えば、講演会

を県と共催で開催する、あるいは平和祈念式典への職員の参加、非核都市

宣言自治体連絡協議会第 3回総会への出席、あるいはその他原爆写真展の

開催でありますとか、懸垂幕の掲出、さらには図書館での非核平和関係資

料展を開催するというようなことをいたしたわけでございますし、なお民
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間サイドにもお願いをして、この運動に参加をしていただきました。一番

街商店街振興組合の方で横断幕を掲出してもらいました。

このようなことで、民間を交えて啓発に努めておるところでございます

し、小さな子供さんたちにもよく理解をしていただく、そのためには、や

はり小学生の方々の作文券集をしようということで、現在募集を実施いた

しております。これは、小学校 5年生以上を対象といたしておるわけでご

ざいますし、さらにその優秀作品の発表の場というものも予定をいたすこ

とにしております。

なお、今後ともこの宣言を実効あるものにするために、機会をとらえて

それなりの活動を進めてまいりたいというふうに思っておるところでござ

います。

次に、被爆者の方々に対する対策でございますが、四日市保健所管内で

は大体 170名の方がいらっしゃるというふうに聞いておりまして、この方

方は被爆者健康手帳を所持されているわけでございます。この手帳を所持

されていらっしゃる方は、法律によりまして医療費あるいは健康管理手当、

保健手当等が支給をされておるのでございますが、この実態を私どもの手

でつかむということは、実は人権問題にも関することでございまして、大

変困難なところがございますが、三重県原水爆被災者の会三友会の四日市

支部がございまして、その方々は68名いらっしゃいます。こういう方々と

連絡を取りながら実態把握を進めてまいりますとともに、国の各制度の充

実に向けては、今後市長会等を通じてさらに慟きかけをやってまいりたい

と思っておるところでございます。

なお、市独自でどういうことをやっておるかということなんですが、こ

れは愛知県下の各市では、かなりそれぞれの市が、健康管理あるいはそう

いったものに類する形での 1人当たりの助成金というものを決めているよ

うでございます。この辺はよく考えなければならぬと思うんですが、今の

段階で市は、原水爆禁止世界大会に対する派遣助成ということをやってお
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りますが、さらにこういった問題等を含めまして今後よく検討してまいり

たいというふうに思っておる次第でございます。

次に、老人・障害者施設の入所の負担金について、私からざっとお答え

をさせていただきます。

まず、障害者の方々の入所の負担金でございますが、これは元来、傷洟

軍人さんに対する施策としてスタートしているということから、当初は、

短期間の更生訓練の場ということであったわけでございますが、その後、

障害者の範囲を法律の整備と同時に拡大し、さらに長期的な自立生活の場

ということで考えるということになったわけですが、当初、今申しました

ようなスタートの時期には、食費だけをちょうだいするということにして

ございました。その後、今日までその状況が続いてまいっておるのでござ

いますが、本年4月、障害基礎年金が創設されました。そういった段階で、

老人あるいは精神薄弱者の方々の施設入所者との整合性を図る、あるいは

在宅障害者との均衡を図る、そういった意味合いから、本人あるいは扶養

義務者から負担能力に応じた費用を、全体の費用、生活の費用を徴収しよ

うというのが今回の国の考え方でございます。

ただ、ここでやはり、本人あるいは家族の方々の負担が大きくなるとい

うことでございますので、今回の制度改正に当たりましては、やはり入所

者及び家族の方々の急激な変化には配慮する必要があろうかというふうに

考えておるわけでございます。そういった意味合いにおきまして、軽減策

を含めて、 10月から実施する方向でただいま検討いたしておるところでご

ざいます。これは教育民生委員会にお諮りいたしまして、教育民生委員会

の皆さん方のご理解を得て実施に踏み切ってまいりたいと、かように考え

ておる段階でございます。

なお、老人ホームの費用負担につきましては、今回、国の方で改正をし

ようということで、その改正をしようとする趣旨は、負担の公平を図ると

いう意味合いであろうかというふうに思いますが、本人負担、あるいは扶
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養義務者負担がいずれもできないという場合に、別世帯の扶蓑義務者の方

方も含めて所得を把握して、そのうち最高所得者に負担をしていただくと

いうことになっておるわけでございます。この対応は、実は原則として国

の基準に甚づいていかなきゃならぬと思うんですが、この別世帯の家族と

いうことになりますと、その実態を十分把握してやりませんと、不合理が

起きるというようなことも心配をされますので、こういった点について十

分、不合理が起こらないような配慮をしてまいりたいと考えておる次第で

ございます。

その他の点については、各部長の方からお答えをさせていただきます。

〇議長（訓覇也男君） 総務部長。

〔総務部長（栗本春樹君）登壇〕

〇総務部長（栗本春樹君） 先ほど、嘱託職員の労働条件ということでご

質問をいただきました。お答えをさせていただきます。

嘱託職員につ含ましては、既にご承知のとおり、家庭奉仕員、それから

幼稚園の用務員とか、福祉施設の給食婦や洗濯婦あるいは病院の看護助手

など、多種多様な職場に配置いたしておるところでございます。これらの

嘱託職員の労働条件といいますか、報酬の額につきましては、その所属い

たします職種において基本的には一律に運用しておるところでございます

が、ご指摘のように、確かに職場、職種間で、業務の密度や困難性などの

点におきましてかなり差異があるのも事実でございます。そのために、比

較論におきまして、いろいろと職場によりましては不満が生じておるとこ

ろでございます。これを受けまして、職員団体の方からもいろいろとその

辺の見直し要求が来ておるのも事実でございます。このために、職員団体

に対しましては既に、公平・均衡の原則の観点から、ある程度の見疸しは

やむを得ないものとしてお答えをさせていただいておるところでございま

す。今後十分に調査・検討をしていかなければならないというふうに考え

ておるところでございます。
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なお、休暇とか、あるいは社会保険制度等のその他の勤務条件につきま

しては、おおむね正規職員に準じた扱いになっておるところでございます。

9 それから、これは市民部の関係でございますけれども、連絡員の手当と

いうことでのご質問をいただきました。既にご存じのように、これは一般

の嘱託職員とは計算方式が違っておりまして、一軒単価、たしか62円だっ

たと思いますけれども、それに受け持ち世帯数を掛けて報償金をお支払し

ていると、こういうことでございます。この 1軒当たりの62円が妥当であ

るかどうかというふうなこと等につきましても、今後市民部ともども検討

をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 水野和子君。

〔水野和子君登壇〕

〇水野和子君， SD  Iの問題につきましては、今後市長にヽもう少し勉強

していただくようにお願いいたしまして、そして非核平和都市宣言をせつ

かく出したんですから、そのところもよく踏まえてやっていっていただき

たいと思います。

それから、身体障害者の件につぎましては、 10月1日から何らかの措置

をしていただけるということで、喜んでおります。 ・ h -

また、先ほど嘱託職員の問題につきましても、 「今後、十分検討してい

きたい。公平と均衡を保つために見直しをしたい」というご返答でござい

ました。これもひとつ、十分に納得のいくような職員の給料にしていただ

きたいと思います。

それから、老人ホームの件でございますけれども、先ほども徴収負担の

ことで、見直しはないということだったんですけれども、老人ホームの本

人さんの自己負担なんですが、 58年度では 1万1,700円、そして60年度では

1万 4,600円、そして61年度になりますと 1万 7,600円、このように上が

るわけでございます。ぜひともこの方たち、 60万 1,000円の所得でこうな

るわけでございます。 60万円といいますと、月額5万円の年金をもらって
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いらっしゃる方、この方たちがこの費用を負担されるわけでございます。

この件につきましても、何らかの軽減措置などをしていただきたいと思っ

ております。これをもちまして終わらせていただきます。

〇議長（訓覇也男君） 佐野光信君。

〔佐野光信君登壇〕

〇佐野光信君 通告に基づいて質問をいたします。

第 1点目は、円高不況対策についてであります。

昨年 9月の 5カ国蔵相会議以後、アメリカの要求に基づいて急速な円高

が進み、ついに1ドル150円台に突入してしまいました。この円高の影響を受け、

大企業、大資本は、下請にそのしわ寄せを行うことで、依然として大幅な

利益を上げております。しかし、しわ寄せをされた中小企業は大変な影響

を受けておりますし、またそういった中で、円高不況という形で国民の暮

らしにも大きな影響を与えてきているわけであります。国においても、円

高の対策を講じておりますが、その根本的な対策をとろうとはせずに、後

追い、あるいはごまかしの対策だけに終わっているために、この円高不況

について解決できずにいるわけでございます。

市の施策も、融資面において一定の対策をとられ、今回、シェア拡大の

一定の予算を計上されておりますが、まだまだ不十分であります。深刻な

円高不況の対策を、市としてとれる最大の救済策、あるいは根本的解決の

ためにあらゆる努力をすべきだと思いますが、市長の考えをお尋ねしたい

と思います。

この円高不況を根本的に解決するためには、先日も私がある中小企業の

方と円高問題で話しておりましたら、その方からも、 「金融面でも対策は

もっともっと必要である。しかし、借りたお金は返さなければならないし、

仕事の量が増えるめどがないので大変である。根本的に解決するためには、

今日の円高をぜひ是正してほしい」こういう声が出されているわけでござ
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います。私どももこの円高問題では、先の議会でも、今回のつくられた円

高を是正することもただしてまいりましたが、今こそ円高不況を根本的に

解決するために、政府に対しても、アメリカの言うがままの円高政策では

なく、アメリカの責任も追及しながら、円高是正を行うようあらゆる可能

な方法をとって要求すべきだと思いますが、市長はこの切実な市民の円高

是正を求める声を反映させ、解決のために努力されるのかどうか、お尋ね

したいと思うわけでございます。

当面の対策として、 1つには、地場産業に対する問題でございます。先

日の新聞に、萬古業における大手企業の宮尾陶器が、工場の一部閉鎖と労

働者の半数を整理するという報道がなされておりました。しかし、これに

は下請の問題が報道されておりませんでしたけれども、下請企業の労働者

も大きな影響を受けていると思います。これらに対する対応について市と

してどうされようとするのか、お尋ねをしたいと思うわけでございます。

円高不況により、地場産業のみならず、中小企業に大きな影響を与えて

おります。金融面でも、もっと効果ある対策に取り組むべきであります。

1つには、現在の金利が 4.5％でありますが、それ以前の金利5％のと

きに融資を受けた人が、融資額全体の96％余りあります。この金利につき

ましても、業界からも要望のある 2.7％までに引き下げていくこと、これ

を国、県へ要求すると同時に、市独自でも対策をとるべきであります。

2つには、この低金利の融資に借り替えができるようにさせることであ

ります。そういった点で，借り替えができるなら、返済期間も返済額も少

額で済み、十分対応できると思うわけであります。

3つには、償還期間の延長を行うなどして、対策をとるべきであります

が、これらの点について市長のお考えをお尋ねしたいと思います。

当面の 2つ目の対策として、公共事業工事を増発して、地元中小企業や

土木や建設業などの仕事の確保と活性化を図る問題であります。

円高不況の中で、これらの業界の中でも大変な影響を受け、その救済策
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を求める声が上がっております。政府もこの臨時国会に、内需拡大という

ことで予算を計上しているようでございます。県においても、景気浮揚の

ための県単独事業の追加をこの 9月議会に提出されております。市の予算

にも若干計上されているようでございますが、内需拡大を図り、活性化を

同るためにも、県が行ったように財政調整基金を取り崩すなど、そういっ

たことも考えて、思い切った予算を計上すべきであります。予算的にも、

繰越金の財政調整基金への積み立てをやめるなどすれば、十分対応できる

わけでございます。その点での市長のお考えをお尋ねしたいと思います。

また、この予算措置を12月定例議会で行っていたのでは、不況対策には

なりません。できるならば、， 10月臨時議会にも思い切って提案するなどし

て対応すべきだと思いますが、市長はどう対応されようとするのか、お尋

ねをしたいと思います。

第2点目は、第三セクター問題についてであります。

先日も議員説明会の中でただしたわけでございますが、明快な答弁がな

されませんでした。そこで、再度お尋ねをいたしますが、し尿処理やごみ

処理を将来的にどうされるつもりか、お尋ねをしたいと思います。これら

を第三セクターで取り扱うのか、それとも民間に委託するのか、移行して

いくのか、この点を明らかにしていただきたいと思います。

昭和63年には北勢沿岸流域下水道が一部稼働を始めるわけでありますが、

そのことによってし尿収集も減少していくわけでもあります。•あるいは、

個人浄化槽でとられるという形で、し尿収集の区域、面積も減っていくわ

けでございますが、これをそのために第三セクターで受けるのではなく、

民間会社への委託ということも言われているわけでございますが、それで

は全く市が民間企業のしりぬぐいをしているのではありませんか。民間活

カの導入というからには、民間企業のそれぞれの努力を行わさせなければ

ならないわけでございますが、結局は甘い汁を吸える間は吸わせておいて、

最後になると、その後始末を市が行うということでは、全く第三セクタ一ヽ
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民間活力の意味がないのではないでしょうか。

それと同時に、この第三セクターの事業内容の中に公園整備が入ってお

りますが、今回公園整備などの公共事業をシルバー人材セソターヘ委託す

ると、その委託事業費の3分の 1が国費として補助がなされる制度ができ、

今回の補正予算の中にも計上されているわけでございますが、このような

やり方でやれば、補助金が少しでも入って、市の財政にも寄与するわけで

あります。そういう点で、事業内容の見直しも必要になっているのではな

いかと思うわけでございます。見直しを行うと同時に、今あわてて第三セ

クターを発足させる必要もないのではありませんか。その点についてお尋

ねをしたいと思います。

第3点は、工業高校跡地問題と駅東の活性化の問題についてでございま

す。

工業高校跡地問題について、前回小井議員の質問に答えて、 「研究会を

発足させていきたい」、こういうことでございました。今回ヽ補正予算の

中に、工業高校跡地利用計画推進調査研究費 130万円が計上されているわ

けでございますが、この研究会で、公募委員会、こういったところで取り

組む内容について、今後の対応、スケジュール、そういった点をどう進め

られようとしているのか、あるいはいつごろまでにこの工業高校の跡地の

開発のめどをつけられようとしているのか、お尋ねをしたいと思うわけで

ございます。

また、駅東の商業者との問題についても、この期間にどのように取り組

まれてきているのかお尋ねをしたいと思いますし、それと同時に、駅東の

活性化について総合的な対策をとらなければなりませんが、地元との話し

合いがどう進んでいるのか、あるいは市としてどう対処されようとしてい

るのか、お尋ねをしたいと思います。

〇議長（訓覇也男君） 市長。

、〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕
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〇市長（加藤寛嗣君） 第 1点について私からお答えいたします。

昨年9月22日のG5以来、為替相場が円高基調になってまいりまして、

今月の10日ぐらいですと、大体1ドル150円ぐらいで推移をしている。したがっ

て、昨年の 9月が大体 240円ぐらいでございましたから、 35%ぐらいの円

高になっておる。こういうことで、急激に円の対ドル平価が上がってしま

った。上がった期間というものが非常に短かかった。そういうことから、

産業界全般に対して非常に大きな影響が出てきておる。特に輸出産業につ

いて、その傾向が極めて顕著にあるわけでございます。

そこで本市の場合、特に地場産業で、萬古陶磁器関係、あるいは製網関

係等の輸出の比率の高い業界があるわけでございますが、こういった業界

と種々連絡を取りながら、どう対応をしていくかということについて折々

話し合いをさせていただいております。根本的に国の方の対策としては、

金融、あるいは事業転換、さらには下請保護等を含む対策が数度にわたっ

て講じられてまいりました。県の方では、この国の方針を受けまして、金

融、販路開拓、あるいは事業転換、下請企業保護、展用調整等の対策が講

じられておりますが、市の方でもこれらの状況に合わせながら、できる限

りの措置をとってまいったのでございます。

なお、国、県、市、関係団体から成ります三重県産地中小企業対策推進

協議会というものができておりまして、その下部組織に、萬古及び漁網部

会というものが設置されて、実態把握を一生懸命やっておる。そして、ど

ういう対策がいいかということについて、適切な対策の導入等を進めてお

る段階でございます。

こういったことをやりますとともに、融資枠の拡大、あるいは利子・保

証料補給、さらには経営相談、これは協業化の話が既に出てまいっており

ますので、こういった問題についても、市の方で今懸命に対応しておると

ころでございます。

そのほか、販路拡大ということで、特にこれは萬古陶磁器関係について
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は、海外向け販路拡大ということが重要でございますので、大規模な展示

会参加への助成をやろうという予定をしておる次第でございます。現状か

ら言いますと、国の制度、県の制度、あるいは市の制度等を合わせますと、

大体30億円から40億円ぐらいの融資申し込みが来ておるわけでございます。

その中で特に大きいものは、やはり陶磁器関係、それから製網関係、さら

には電気器具製造関係、輸出梱包業というようなものが特に大きいわけで

ございます。特にこの製網関係につきましては、中小企業臨時開発促進法

というのが近々できまして、新たな技術を導入しようという計画もござい

ます。これらの点について、十分業界と連絡を取りながら、遺漏のないよ

うにしてまいりたいと考えておる次第でございます。

今言ったような対策というものは、実は根本的に今円高を是正するとい

うことではなくて、円高によって受ける影響の緩和策というようなことに

なるわけでございます。円高是正ということになりますと、これは国対国

の問題でございまして、私どもは、この円高是正ということについては、

通産当局あるいは経済企画庁当局に対して、是正をしてもらうような働き

かけはやっておりますけれども、これはどうしても国対国の問題になりま，

すし、さらに最近は金融の自由化というようなことが行われておりますの

で、大変難しい問題ではなかろうかというふうに思っております。もう少

し国の施策を強めてもらうように、国の方にはそれなりのルートを通じて

働きかけてまいりたい。

なお、緩和措置だけではなかなか難しい面もあろうかというふうに思っ

ておりますが、そう簡単に事業転換を図るということも、これまた難しい

ことでございます。したがいまして、できるだけ業界の方々と連絡を取り

ながら、販路拡大ということと影響緩和という方向で、私どもは地場産業

の振興について努力をしてまいりたいというふうに思っておる次第でござ

います。

その他の件については、部長の方からご答弁申し上げます。
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〇議長（訓覇也男君） 総務部長。

〔総務部長（栗本春樹君）登壇〕

〇総務部長（栗本春樹君） 第三セクターの問題につきまして 2点ほどご

質問をいただきました

まず第 1点につきましては、し尿、それからごみの収集を今後どうする

かというふうなことに対するご指摘でございます。それから 2点目は、い

わゆる公菌清掃業務をシルバー人材セ‘ノターに委託したらどうか、労働省

の補助金制度との絡みで、財政的に有利ではないか、こういうふうな内容

のご指摘、ご質問であったかと思います。順次ご説明をさせていただきた

いと思います。

，し尿の収集業務につきましては、現在一部民間委託を除きまして、すべ

て直営で実施しておるところでございますが、現業部門におきましては、

現在退識者の不補充の方針ということでございます。したがいまして、現

状で推移するということになりますと、 63年度以降におきまして、現区域

の一部が直営では収集できなくなる、こういう見込みになるわけでござい

ます。また、民間に委託しておる区域も含めまして、し尿浄化槽あるいは

下水道の整備によりまして、収集効率の低下とともに収集量の方も減少し

ていきますことは、先ほどご指摘のとおり明らかでございます。特に、現

在民間に委託しております区域につきましては、北勢沿岸流域下水道の整＇，

備、これは63年度から一部供用開始されるというふうに聞いておりますけ

れども、これによりまして、民間業者の方に委託しておる分につきまして、

大幅に収集量の減少が予想されておるところでございます。

本市でもこうした状況にありますが、国におきましても、これらの民間

業者に対します対策といたしまして、先般も議員説明会の中でご説明させ

ていただきましたように、 「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業の合

理化に関する特別措置法」、これが昨年の12月に一部改正をされるなど、

全国的な課題となっておるところでございます。今回、第三セクターの出
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資範囲につきましても、これらの背景を踏まえながら検討したものでござ

いまして、今後の活路につきまして、第三セクターとの関連の中で十分に

模索をしていきたいというふうに考えておるところでございます。

したがいまして、し尿収集の体制につきましては、民問の現行収集体制

の維持を前提といたしまして、今後、官民の役割分担を見直しながら、総合

的に検討してまいりたいというふうに思っておるところでございます。

また、ごみ対策でございます。これは、今後、住民生活の多様化、あるい

は産業構造の変化によります昼的、質的変化が生じてくると思っておりま

す。これらに対する対策は今後は非常に重要になってくるわけでございま

すが、特に効率的な収集業務、減呈化、再資源化等が大きな課題となって

おりますので、こうしたことを踏まえ、今後具体的に検討してまいりたい

というふうに考えております。

それから、シルバー人材セソターヘの問題でございます。ご指摘の高年

齢者就労機会開発事業の国庫補助制度につきましては、まずご認識をいた

だきたいことは、現時点におきましては、補助対象経費が限定されておる

ということでございます。確かに補助率は3分の 1というふうになってお、

るわけでございますが、国の予算の関係もございまして、予算に定める額

の範囲内ということで、さらに減額されておるのが現状でございます。

61年度の本市の事業実態から、このことをもう少し具体的に、＇計数的に

申し上げますと、 61年度の市からシルバー人材セソターヘの委託料は

5,519万 6,000円、こういうふうになっておるわけですが、補助対象経

費につきましては、このうち 4,700万 7,000円というふうに算定をされて

おります。さらに、補助対象限度として 2,700万 5,000円となり、その 3

分の 1、すなわち 900万 1,000円と、こうなるわけですが、これが補助金

として算出されるわけでございます。 61年度の補助金につきましては、こ

のように予算の定める範囲ということで、さらにそれが 647万 5,000円、

こういうことになっておるわけでございます。つまり今のご指摘につきま
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しては、本市の場合につきましては、現行補助制度の面から見ました場合

には、既に限度を超えて業務委託を行っておる、財政上の有利性はないと

いうふうなことでございます。

今回、新公社に委託しようとしている公園の清掃業務につきましては、

現状におきましては、この 7月まで失業対策事業として対応いたしており

ました諏訪公園とか、あるいは鵜の森公園、中央通りの草取り等の業務、

これを新公社の方に当面お願いしていきたいというふうに考えておるわけ

でございますが、ご承知のとおり、シルバー人材セソターにつきましては、

高齢者の生きがい、就労の供与を目的とする会員組織でございますから、

同一人による長期的な対応とか、あるいは重労働等を望むということは、

大変難しい分野となっております。また、今後の方向といたしましては、

都市公園等の継続的な維持管理業務の拡大も考えておるところでございま

して、その業務の中には、即応的といいますか、機動性のある業務活動が

当然に必要となってくるわけでございます。さらには、公園の樹木、ある

いは街路樹の剪定とか、病害虫の消毒・駆除業務など、体力を要する業務

も一体的に含めてお願いをしたいというふうに考えておるところでござい

ます。

以上のことから、これらの公園等の維持管理業務を一括して委託するこ

とが望ましい、その委託先は新公社が適当である、こういうふうに判断を

させていただいておるものでございます。ただ、その業務の内容によりま

しては、新公社で部分的にシルバー人材セ‘ノターの皆さんの協力を得ると

いうふうなこともあろうかと考えておるところでございます。以上でござ

います。

〇議長（訓覇也男君） 財政部長。

〔財政部長（鈴木一美君）登壇〕

〇財政部長（鈴木一美君） 市長の答弁に補足して申し上げたいと思いま

すが、先ほどのご質問の中に、 10月臨時会にでも公共事業の補正を単独で
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やったらどうかということがございました。この 9月定例会に上程し、ご

審議をお願いいたしております公共事業分といたしましては、昨年度に比

較いたしまして、本年度、裏負担を除くいわゆる関連事業も含んではおり

ますが、昨年9月時期に 9,000万円程度の一般会計の公共事業補正に対し

まして、本年度既に3億 1,000万円を計上させていただいております。こ

れらにつきましては、当然国補事業との関連はあったわけでございますが、

やはり景気刺激ということを十分念頭に置いて、今回増額を図ってきたと

ころでございます。

なお、この後の補正につきましては、現在既に、ご承知のように、国に

おける 3兆円規模の補正といったことが言われております。これらの動向

を踏まえつつ、やはり時期的には12月にある程度の追加補正をお願いした

いというふうに考えておるところでございます。以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（東寛君）登壇〕

〇都市計画部長（東 寛君） 第 3点目の工業高校跡地問題と、駅東の活

性化についてご質問があったわけでございますが、お答えさせていただき

ます。

四日市工業高校跡地は、ご存じのように昨年10月に県から土地開発公社

が取得して以来、地場産業振興セ‘ノターの建設をはじめといたしまして、

公共ゾーソ、特に公園等の事業化の具体化に関しまして、計画どおり進め

てきておるところでございます。

また一方、商業業務施設ゾーソ、駐車場ゾーン等の開発につきましては、

商業施設等の立地の方向に関しまして、四日市工業高校跡地（商業業務施設

立地）推進協議会より 6月に意見書をいただきましたし、議会の方でも、特

別委員会から報告書が出されております。市といたしましても、これらの

趣旨を十分反映した開発を行うべく、この 9月 1日に学識経験者と市職員

で開発公募委員会を結成いたしまして、開発指針の作成や公募要綱の作成
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等について、今後十分審議しながら進めてまいります。

なお、駅東地域のことでございますが、以前に比べ商業の吸引力が低下

してぎております。 21世紀に向かって、県下第 1の商店街として繁栄を維

持していくには、強烈な個性化を図っていかなければなりません。そのた

めに、工業高校跡地の商業業務施設立地とタイミソグを合わせて、既存商

店街も、リニューアルやソフトな面での工夫等により魅力を創出していか

なければならないと思っております。幸いなことに、諏訪栄町地区まちづ

くり協議会と市とで研究会ができまして、定期的に今後まちづくりに関す

る手法等の勉強を進めながら、実現化に向けて進めてまいりたいというこ

とでございますので、ご理解賜りたいと存じます。以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 商工部長。

〔商工部長（川村得二君）登壇〕

〇商工部長（川村得二君） 市長の答弁に補足をさせていただきます。

先ほどの金融面での低い金利の借り替え、あるいは債還期限の延長の件

でございますが、まず借り替えの件につきましては、本来ですと、やはり

ーたん返して、再度お申し込みをいただくということでございますが、こ

の件につきましては、県ともども金融機関の方に現在いろいろとお話を申

し上げており、そのような方向になっていくというふうに考えております。

また、宮尾陶器の企業整理に伴いますいろいろな件でございます。ご承

知のように宮尾陶器は、一貫的に、土から製品までということで生産を行

っております。下請の中で現在考えられますのは、特に成形部分におきま

して若干下請の部分のお仕事がなくなるんじゃないかというふうな見通し

でございます。組合ともども、その方策についていろいろ協議を行ってお

るという現状でございます。以上でございます。

〔「関連」と呼ぶ者あり〕

〇議長（訓覇也男君） 小井道夫君。

〔小井道夫君登壇〕
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〇小井道夫君 円高不況に関連いたしまして、関連質問をしたいと思いま

す。

円・ドルのレートを適正なものにする、これはやはり極めて重要な問題

でございます。国と国、あるいは金融自由化と、大変難しいというお話で

ございますけれども、報道されるところによりますと、 1ドル 100円、 120

円ということが今後に予想されるということでございます。アメリカの言

いなりになる、こういう円高の進行という問題について、四日市の経済を

真剣に考えれば考えるほど、根本的な面についての対応をもっと積極的に

市長がしていただかなければならないと思うのでございます。この点、強

く今後の対応を求めたいと思います。

それから、萬古について申し上げますと、宮尾陶器さんがああいう形に

なってきたということで、みんな大変深刻なショックを受けているわけで

す。それで、この大手の宮尾陶器さんがこういう状況になる、その周りも、

実際には大変深刻な状態にあると我々は聞いております。

そこで、せめて市の対応という点で、金融措置の面、先iまど来、現在の

融資を借り替える、当初より若干利率が下がっているので、それへの借り

替えということでございますが、それは何とかうまくいきそうだというお

話のようでございます。それはそれで進めていただきたいんですが、同時

に、いま少し市の利子補給を大幅にしていただく。 2.7％とか3％とか、

そういうところに利子補給をしていただく、こういうことに取り組んでい

ただけないのかどうか。そういうことをしていただくことによって、借り

替えの実も一層上がりますし、当面の萬古等の中小業者の皆さんたちの金

繰り、やくりも相当助かるわけでございます。この点について改めて、積

極的な対応はできないかどうか、お尋ねをしたいと思います。

それから、宮尾陶器さんの場合の関係ですけれども、そこに働く人たち、

約半数近くの方が整理をされているわけです、もう現にされている。それ

から、下請をやっておられる家内工業的な、零細な家族だけでやっておみ
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えになる皆さん、こういう方々、仕事が減っても、ほとんど何の対策もと

られない。まして、市なんかの金融措置をとりましたって、そういうとこ

ろの皆さんは何ほどの恩恵も受けられないんです。こういう働く人たち、

そして家内零細業的に下請をしておみえになる皆さん、こういうところへ

の対策についてもっと積極的な対応をしていただきたい。このあたりはい

かがかとお尋ねをしたいと思うわけでございます。

最後に、不況対策ということで、四日市のまちを活性化する、国では大

型の補正予算を組めということが出ていますけれども、四日市でもその辺

の対応、先ほど12月に国の 3兆円対策等を見ながら一定対応したいという

ことのようでございますけれども、先ほど佐野議員も申し上げましたよう

に、早期に、 10月ないしは11月の臨時会という場を設定する中で、積極的

に補正予算を組んでいただきたい。 9月補正予算を見ましても、ほとんど

それらしきものは見られません。今、来年の選挙に向けまして、市民の皆

さんの要望も大変多くなっているわけでございます。そういう市民の皆さ

んの要望も踏まえ、そして四日市のまちを活性化していくという意味で、

道路とか、あるいは治水とか、そうした面での補正予算を大幅に組んでい

ただく考えはないかどうか、お尋ねしたいと思います。

〇議長（訓覇也男君） 商工部長。

〔商工部長（川村得二君）登壇〕

〇商工部長（川村得二君） 今回の円高につきまして、非常に私どもの地

場産業、深刻な影響を受けております。先ほど市長がお答えいたしました

中の、 280件、 41億 2,700万円という融資の申し込みが一応私どもを経由

いたしております。そのうちの約82%、この件数が萬古の関係でございま

す。いかに深刻な影響を陶磁器業界に与えておるかということは、この数

字を見てもよく理解をいたしております。現在、これに対する緊急融資は、

年利 4.5％が 4.2%になったということで、いま少し大幅な利子補給、現

在利子補給は 0.3%、保証料補給を他にやっておりますが、大幅なという
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ことでございますが、私どもといたしましては、今後の国あるいは県の施

策を十分見守りながら対応を行ってまいりたいというふうに考えておりま

す。以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 暫時、休憩いたします。

午前11時10分休憩

午前11時23分再開

〇議長（訓覇也男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

円高不況についての大きな政策について、市長から答弁を求めます。

市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 円高不況というこの影響は、かなり深刻なものが

あるということでございまして、財界等が今懸命に国の方に働きかけをや

っております。

私どももそれなりのルートを通じまして、先ほど申し上げましたように、

通産省あるいは経済企画庁の方に働きかけをやっておるわけでございます

が、何といっても、国がどう対応をしてくるかということが、一番大きな

ポイソトになっておる。

そこで、この臨時国会で19日に「総合経済対策」というものが発表され

る予定でございますが、どうも新聞等を拝見いたしておりますと、この対

策そのものが、建設国債を発行して内需を振興するのか、あるいはそうで

なくて、その他の臨時的な財政投融資でいくのかというようなことが、ま

だ不明確のようでございます。

したがいまして、私どもはで含るだけ市内の各業界の状況について調査

をしながら、具体的に今後政府の発表を見た上で、対策を固めてまいりた

いというふうに思っておる段階でございます。

それらが発表になり、財源がどういう形になるのかということも、まだ

-41 -



明らかでございませんが、それらが明らかになりました段階において、各

業界との調整を図りながら、独自の振興策を考えてまいりたいというふう

に思っておる段階でございます。

したがいまして、やはり若干時間は要するであろう。今、 10月、 11月と

いうご提言がございましたが、私はやはり12月の補正でかなりな対応策を

講じなければならなくなるだろうと、こういうふうに思っておる段階でご

ざいます。

国の公共事業の哀負担の問題と同時に、地方単独 8,000億円というもの

を加えますと、かなりの額になるだろう。それを財源対策がどうなのかと

いう見通しのないままに独自で考えてやっても、私は必ずしも成功をしな

いだろうというふうに思っておるところでございますので、そのようにご

理解を賜りたいと思います。以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 豊田忠正君。

〔豊田忠正君登壇〕

〇豊田忠正君 私は、簡潔に質問しますので、理事者におかれては親切、

明瞭にお答えしていただくようお願いして、質問を始めます。

• まず 1、四日市花火大会の実施と地域に与える影響。

今年17年ぶりに四日市花火大会が復活され、 10万余人の観客が集まり、

大盛況だったと聞いております。

私もこのことについては大黄成で、四日市の名物行事として今後もぜひ

続けていっていただきたいと、強く願っております。

そこで、二、三気のついたことがありますので、今後の参考にしていた

だきたいと思います。

その 1つは、交通の問題であります。

このことについては、十分検討された上で会場を設定されたことと思い

ますが、当日会場へ行かれた方から次のような話を聞きました。
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「花火大会に行こうと 6時ごろ家を出たところ、マイカーで道路が渋滞

していて、これではとても会場まで行けないと判断し、 Uターソをして湯

の山で花火を見ていた」ということ。

また、早い目に出発して会場に行けたのはいいが、いざ帰ろうとしたら、

渋滞のため身動きできず、 5kmばかりの道のりを 2時間以上もかけて帰ら

れたという話も聞きました。

会場付近はコソピナートが立ち並んでおりますので、渋滞でいらいらし

た運転手が、窓からたばこの吸い殻を投げ捨て、大変危険だったというこ

とも聞いております。

また、花火はもみ殻を多く使うので、花火が打ち上げられた後、風に飛

ばされたもみ殻が前出用の自動車にかぶり、大変被害が出たということも

聞きました。

会場付近のある会社では、 3交代で仕事をしておられるので、夜中に出

勤しなければならない方が、渋滞を予想して、いつもより 1時問も早く家

を出たにもかかわらず、逆に 1時間以上遅刻して上司にしかられたという

話も聞きましたc

2つ目は、日程の問題です。

私は、笹川に住んでおりますが、 8月15日前後は自治会主催の盆踊りを

恒例の行事としています。多分他地区でも、この頃は盆踊りを計画されて

いるところが多いと思います。

初日の15ヨは、大努の人でにぎわいましたが、 2日目の16日は花火大会

の影菩で踊りの参加者が半減し、大変寂しい思いをしました。

また、この日は、長島邑泉と鈴鹿サーキットの花火大会とも重なってい

たと聞いております：：：

冒頭に申し上げましたように、せっかく復活し盛況だった花火大会です

ので、四ヨ市の名物として今後も育てていきたいと願っております。

以上のことを反省材科としていただき、日程については大四日市まつり
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の一環として組み入れられ、まつりの初日か打ち上げ日に行うよう、よく

検討して決められるよう、希望いたします。

2、広報「よっかいち」・回覧文書の取り扱いについて。

広報「よっかいち」は、過去に何度かコ、ノテストに入賞した立派な広報

であり、私も親しんで読んでおります。

私は、自治会長を引き受けて10年になりますが、当初は余り苦になりま

せんでしたが、ここ五、六年前からとみに組回覧物が増え、どうしてこん

なに多いのかなと疑問を持つようになりました。

3年ほど前、当時の鵜飼市民部長にこのような現状を説明して、内容を

精選し、もっと計画性を持って配布するようお願いしましたが、一向に改

善される様子はなく、それどころか以前にもまして増えているという状態

で、多くの自治会長は困ってみえるのではないかと思います。

そこで市民部長にお尋ねしますが、・自治会が月にどれくらいの回覧物を

取り扱っておるのか、ご存じですか。それに、それらが本当に回覧しなけ

ればならない内容なのか、検討されたことがありますか。

私の自治会は、平均十二、三戸の組が15組あります。回覧には10日ぐら

いの日数がかかります。私は地区市民セ‘ノターから届けられた回覧物を一

通り目を通して、急がないものは止めておいて、 4種類ほどたまってから

各組に配ることにしております。それでも、少ない月でも三、四回は配ら

なければなりません。このような現状をご存じなのでしょうか。

私は決して回覧物を否定するものではありません。しかし、もっと内容

を吟味し、整理すれば、回覧物も減り、効果も上がるのではないでしょう

か。

例えば「納税のお知らせ」や隔月に発行されている「国民年金みえ」等

は、本当に回覧しなければならないものでしょうか。このほか「狂犬病予

防注射のお知らせ」と、特定の人にだけ必要な回覧物など、例を挙げれば

切りがありません。
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先にも申しましたように、本市には広報「よっかいち」という立派な広

報があるのですから、広報「よっかいち」と重複するようなものは一切回

覧しない方針を立てれば、読まなければ損をするという必然性が生まれ、

市民の皆様もますます広報「よっかいち」に親しまれるのではないでしょ

うか。回覧物を増やすことよりも、広報「よっかいち」をより魅力的なも

のにすることに力を入れられてはどうでしょうか。

3、産業廃棄物並びに一般ごみ処理について。

人口が増えればし尿が増え、産業が発展すれば、当然産業廃棄物が発生

することは、自然の条理です。

かつて本市は、大気汚染によって悩まされましたが、公害裁判によって

克服したのです。いわば本市は公害克服の先進都市で、二度と公害は起こ

さないと誓ったはずです。しかし、のど元過ぎれば何とやらで、最近は形

の変わった公害が、私たちの身辺にじわじわと迫っておるのが気になりま

す。

先の議会で質問されました桜地内の有限会社長島興業の産業廃棄物埋立

処分場の設置計画、 2年ほど前に地元民が不安になって保健所へ苦情を持

ち込んだ内山町地内の星野製錬工業によるアルミ灰の置場、それに八王子

町地内の土取場への吉田工業及び太田建設工業による産業廃棄物の持ち込

み、今地元民と折衝中の三重県環境保全事業団の内山町地内の処分場設置

等、私の知っておるだけでもこれだけありますが、四日市市内にはこのよ

うな処分場がどれだけあるのかなと思いますと、心配でたまりません。

行政当局は、その辺どの程度把握しておられるのかご説明してください。

大気汚染、騒音公害の場合は、直接人体に感じますので、比較的早期に

発見されますが、産業廃棄物による公害は、長い時間をかけて河川及び地

下水を汚染し、環境を破壊するので、住民はその危険性になかなか気がつ

きにくいものです。このことは大変危険なことで、それだけに行政の適正

な指導が重要だと思います。
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そこで一つの提案があります。

この種の危険な廃棄物の処理は、専門知識に乏しい住民のコ、ノセ‘ノサス

を得ればよいとの考え方を捨て、行政指導で公設の処分場を設け、安全に

廃棄する方策を講ずべき時が来たと思います。

処分場設置の費用は、 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第10条

に「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」と明記さ

れておりますとおり、当然事業者において処理すべきだが、行政も産業育

成の見地から事業者に任さず、第三セクターを設置して積極的に取り組む

べきだと思います。市長のお考えはいかがですか、お尋ねいたします。

次は、一般ごみの処理、特に生ごみの減最対策について。

他の地区からごみを捨てに来たとか、収集日以外の日に出したとかとい

って、ごみのことで隣近所が仲悪くなったという話をよく聞きます。

住民の要求、とりわけご婦人の要望は、ごみの収集日を増やしてほしい

ということですが、それよりも生ごみを少なくする方法を考えることが良

策ではないでしょうか。

今年の 3月議会で私どもの会派の山路議員が質問されたので、コソポエ

ースによる効用はご承知のことと思います。

実を申しますと、山路議員のお話だけでは私自身納得いたしませんでし

たので、早速コソポエースを買い求め、家庭で実験しましたら、評判どお

り大変効果のあることを知りました。行政も市民の方々に普及するのには

実際に体験しなければ、勧めにくいと思います。

この際、給食を行っている学校及び施設に配備し、実験の結果を見て、

推進するか否かを決められたらいかがでしょう。お伺いします。

もう一点、お尋ねします。

先に申しました桜地内の長島興業による産業廃棄物埋立処分場の計画に

ついて、桜地区の皆さんと業者との話し合いはどのようになっておるのか、

また市当局はどのようにイニシアチプをとっておられるのか、お尋ねいた
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します。

4、工業高校跡地利用の進捗について。

この点は、先ほど佐野議員がご質問されましたので、私は、工業高校跡

地の進捗が大変遅れておるように思い、一日も早く市民の希望する方向で

決箸願いますことを強く要望しておきます。以上です。

〇議長（訓親也男君） 商工部長。

〔商工部長（川村得二君）登壇〕

〇商工部長（川村得二君） 1点目の花火大会の実施と地域に対する影響

ということについて、お答えをさせていただきます。

8月16日に開催いたしました花火大会も好天に恵まれ、予想を上回る観

客の動員を見、さしたる事故もなく、終わることができました。これもひ

とえに関係各位のご支援、ご協力の賜物と、厚く感謝を申し上げるところ

でございます。

今後、花火大会が、夏の風物詩といたしまして定着いたしますよう、い

ろいろご指摘を賜りました反省点を踏まえて、より一層市民の期待にこた

えられる内容にすべく、実行委員会組織でやっております、その実行委員

会の中で創意工夫に努めてまいりたいというふうに考えております。

また、開催場所につきましては、本年度は「市民に親しまれる港づくり」

を推進いたし、また本市のイメージアップと産業の発展のためには、霞ヶ

浦埠頭が最も適しているという意見が非常に多うございましたので、関係

機関あるいは企業のご協力、ご理解を得て、霞ヶ浦埠頭でやらしていただ

きました。

来年度につきましても、花火の打ち上げ効果、あるいは場所の広さ等々

も考慮いたしますと、やはり港周辺で行いますのが最適と思いますが、周

辺の環境も十分に検討の上、選定をいたしてまいりたいというふうに考え

ております。

また、開催時期につきましても、ご指摘の大四日市まつりの日程、これ
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との関連性を見ながら、さらに検討を加えてまいりたいというふうに考え

ております。

なお、特に今回いろいろと課題にもなり、多くの皆さんにご迷惑をおか

けしたわけでございますが、交通問題につきましては、やはり17年ぶりと

いうことで、予測を非常に上回るうれしい誤算ということもございました

が、大変な交通渋滞、やはりこれを避けるためにマイカーを自粛していた

だいて、今回近鉄四日市駅あるいは近鉄富田駅からバスを出させていただ

いたわけでございますが、このような公共交通機関を積極的にひとつ利用

していただくよう強く働きかけて、来年はあのような交通渋滞を起こさな

いようにやってまいりたいというふうに考えますので、ご理解を賜りたい

と思います。以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 市民部長。

〔市民部長（宮田 勉君）登壇〕

〇市民部長（宮田 勉君） 初めての答弁で緊張いたしておりますので、

お聞き苦しい点があろうかと存じますが、ご容赦いただきたいと思います。

2番目の広報・回覧文書の取り扱いについてのご質問にお答えさせてい

ただきます。

昭和61年度当初、自治会に配布委託をお願いいたしました文田は、全市

的なものが37件、それから一部地域のものが23件ということで、これが毎

月のものなり、あるいは隔月に発行とか、あるいは 3カ月に 1回、あるい

は半年、 1年に 1回というような内容でございまして、これが多い月：こは、

全部合致してまいりますと、相当な件数になる。ちょっと定かな件数を、

私も大変申しわけございませんが、記憶いたしておりませんが、恐らく数

件から10件前後になるんじゃなかろうか。

それからまた、さらに緊急を要するといいますか、至急を要するような

文書が入ってまいりますと、随時またお願いをするというようなことで、

さらに件数が増えてくる。ご指摘のとおり自治会長さんはじめ関係の皆さ
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んには、大変なお世話をおかけしていることに相成っていると存じます。

いずれにいたしましても、その文書につきましては、自治会長さんのお

家の方へ到着いたす日を一定に定めておるわけでございまして、これは毎

月 1のつく日に発送させていただくということで、お願いをしておるわけ

でございますが、ややもいたしますと、その緊急性とか、いろいろの理由

で、 1の日以外の日に自治会長さんのお手元の方へ届いてしまう。したが

って、先ほどご指摘もいただきましたように、配った後、また来たやない

かというような事実もあろうかと思います。

今後、この点につきましては、十分なチェックが行えるような体制づく

りに努めるとともに、回翌した直後に再び回覧しなければならないという

ようなお手数をかけないように、努力をしてまいりたいというふうに考え

ております。

また、その内容によっては、広報紙を充実して、広報紙のお知らせ版で、

お知らせ事項で徴底した方が、文書の数も減り、より広報を市民の皆さん

に親しんでいただくためにも有効ではないかというご指摘は、ごもっとも

と存じますので、今後お知らせ事項は、できるかぎり広報「よっかいち」

の方の利用を図ってまいりたい。

そして回眈文占の減拭を行うように、庁内各部課に徹底いたしまして、

広報「よっかいち」の充実を図ってまいりたいというふうに考えておりま

すので、よろしくご理解を賜りたいと思います。以上でございます。

〇議長（訓莉也男君） 市長。

〔市長（加藤究嗣君）登壇〕

〇市長（加藤究嗣君） 産菜廃楽物について、四日市市内に私の承知いた

しておる哀りでは、処分場が24カ所ございます。そのうち15カ所は知事に

弓け出の必要のない処分場ということになっておりまして、段々に産業廃

条約の処理について、取り扱いが難しくなっておることは事実でございま

す。
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実際はこの産業廃棄物というのは法律がございまして、 「産業廃棄物の

処理及び清掃に関する法律」という法律に基づいて行われておる。この法

律は、産業廃棄物に関する限りは、知事の認可ということになっておるわ

けでございまして、届け出をすればできると、こういう形になっておるわ

けです。したがって、法の規制面では、実効がなかなか上げにいというの

が、今日の法律の状況でございます。

したがいまして、基本的には、やはりこういうような状況になってまい

りますと、この法律の改正ということが望ましいということでございます。

この点では、大変議長さんにもご心配をいただきまして、議長会を通じて

お働きかけをいただけるということでございますが、私も市長会を通じま

して、厚生省の方に訴えてまいりたいというふうに思っておりまして、今

その準備をしている段階でございます。

それはそれといたしまして、第三セクターで行ったらどうかというご提

言がございましたが、三重県には、三重県環境保全事業団というのがござ

いまして、ここが産廃問題をできるだけ処理をしようということでやって

おるわけでございますから、格別四日市だけで第三セクターをつくるとい

うこともどうだろうかというふうに思っております。

この辺のことにつきましては、県当局とよく接触を保ちながら、今後の

対応策を考えてまいりたいというふうに思っておる次第でございますので、

さようご承知おきを賜りたいと思います。

なお、桜地内の問題につきましては、議会での決議もあることでありま

すし、その点については、理事者として県の方に、こういうことになって

おるぞと、したがって、その取り扱いに当たっては十分慎重にやってくだ

さいという申し入れはしてございます。

しかし、先ほどのように法律的な整備がなされていないということもご

ざいまして、なかなかこれをストップをするということが難しい。

それで、業者側に対して、まあ今までのような姿努ではだめだぞという
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ようなことで、私なりに忠告はいたしました。同時に地元側とやっぱりう

まいこと穏便に話し合いの場を持てるようにしなさいという指示もいたし

てございます。

したがいまして、これは私が直接やることではないというふうに思って

おりますが、県の方でその点を踏まえて、今後善処してくれるものという

ふうに、今期待をいたしておるところでございます。

大体そのようなことで努力をいたしておりますので、さようご承知おき

を賜りたいと思います。以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 環境部長。

〔環境部長（鵜飼滋君）登壇〕

〇環境部長（鵜飼 滋君） 第3点目の問題について市長から答弁がされ

たわけでございますが、それ以外のご質問に対しまして、お答えを申し上

げたいと思います。

コソポエースと申しますか、コソポスト、これは家庭用の堆肥器でござ

いまして、本年の 3月に山路議員の方からもこの問題についてご提言をい

ただいたわけでございます。

その後、市といたしましては、北部清掃事業所と一部の自治会にお願い

をいたしまして、試験的にこれを実施いたしているわけでございまして、

その効用につきましては、農村部でありますとか、あるいはまた家庭菜園

のある世帯であれば、資源化に有効だというふうに考えられるわけでござ

いますので、今後そういったことについて積極的に啓発をしてまいりたい

と、そんなふうに考えているところでございます。

なお、この堆肥器について、各学校あるいはまた施設で利用したらどう

かという、そういったご提言があったわけでございますけれども、今後関

係部局とよく協議をしてまいりたい、そのように思っておるわけでござい

ますので、ご理解賜りたいと存じます。以上でございます。

〇議長（訓翔也男君） 暫時、休憩いたします。
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午前11時56分休憩

午後 1時 1分再開

〇副議長（山路 剛君） 訓覇議長に代わりまして議長の職務を行います

ので、よろしくお願いいたします。

休憩前に引き続き、会議を開きます。

田中基介君。

〔田中基介君登壇〕

〇田中基介君 ご通告の順序に従って質問させていただきます。

初めに、現在日本は、 21世紀へ向かう新しい社会変動期に差しかかって

おり、 21世紀の幕あけまであと15年足らずに迫ってきたのであります。私

は、 21世紀の社会は、戦後営々と続けられてきました国民一人ひとりの努

力が、真の豊かさの表現に向けて花開く社会でなくてはならないと思うの

であります。しかし、現実には国内外にわたる諸問題の糸口がつかめない

ままに累積し、国民の間には、将来の希望どころか、新たな生活不安が高

まりつつあるのが現状で、可能性と現実とのギャップが大きく広がりつつ

あり、今ほど長期的視野に立ったビジョ‘ノが求められているときはないと

思うのであります。

現在、私は、今世紀 3度目の改革期であると思うのであります。第 1は

明治初期であり、第 2は高度成長期であり、近代日本第 3の社会変動期に

差しかかっていると思うのであります。高齢化、国際化、ハイテク化、さ

らに国民の価値観の多様化などの要因が重なって、これから21世紀初頭ま

での間に、私たちの生活の基本的条件が大きく変化し、日本の社会と生活

構造が、これまでとは異なった方向に変わっていくことが確実に予想され

るのであります。したがって我が国は、今目指すぺき21世紀社会に向かっ

てのスタート地点という、極めて重要な時期に直面していると思うのであ

ります。従来の経済社会のシステムが時代の変化と適合しなくなってくる

-52-

時代となり、今までにない解決の困難な問題が次々と発生しておりますが、

同時にまた、変化の中に新しい可能性を生み出していきます。つまり私は、

変化の時代とは、新たな問題と可能性とが背中合わせに共存する時代では

なかろうかと思うのであります。例えば、これからの国民生活に最も大き

な影響を及ぽす高齢化の問題を取り上げてみても、従来の考え方の延長で

は、生き生きとした将来の可能性を描・くことはできないと思うのでありま

す。高齢化を従来の発想の延長で日本社会への重圧として受け身の姿勢で

考えるのでなく高齢化に伴う社会変動を、日本社会が新しい次元の豊かな

社会へ変貌する貴重なチャ‘ノスとして積極的に考えなければならないと思

うのであります。

さらに、国際化、情報化、ハイテク化などにおいても、発想の転換が要

求せられ、私たち政治に携わる者の問題意識が問われるときではなかろう

かと思うのであります。これまでの日本社会では、西洋に追いつけ、追い

越せ型の中で、軽視され、国民も高度成長期の激しい変動の渦中で受け身

の対応を余俵なくされていたのであります。現在の社会変動期が、第1、

第2のそれと基本的に異なるのは、手本とするモデルが今や存在し得ない

ほど成長したところにあります。私は、目標到達型の社会から目標創造型

の社会への転換が強く強く求められてきていると思うのであります。これ

からの我が国にとっては、初めての経験であり、そして困難ではあっても、

やりがいのある課題であると思います。

聞くところによりますと、スイスはじめ西欧型の福祉国家のシステムが

転換期を迎えているとのことであります。新たな可能性を模索する日本の

経済社会システム改革は、世界のモデルとなるべき役割を担っ・ていると思

うのであります。したがって私は、目慄創造型の社会とは、 「官主民従」、

お上の言うとおりではなく、 「民主官従」となる、国家が国民に分け与え

る社会から、 OO々 の内発的目標が積み上がって、トータルな国民的目標が

創造されていく社会でなくてはならないと思うのでありますが、加藤市長
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のご所見をお尋ねいたしたいと思いますが、いかがですか。

次に、円高による経済大国と生活小国について、ますます拡大するアソ

バラ‘ノスについてであります。

昨年の2月には1ドル260円、今年の2月には200円、さらに現在におきまし

ては 150円前後の円高となりますと、今や世界一の金持ち、稼ぎ国となる

のですが、わかりやすく私たちの月給30万円として、ドルに換算いたしま

すと、昨年の2月では約 1,154ドル、今年の 2月では 1,500ドル、さらに

現在の 150円前後になりますと、 2,000ドルという、世界第 1の月給取り

になるのですが、人件費だけでなく、土地代も住宅代も食料代もすべてに

世界一高いということなるのです。したがって、貿易収支の黒字も、輸出

入のア‘ノバラ‘ノスによりますます貿易による経済摩擦が起こり、解決のめ

ども立っていないのが現状であります。歴史的転換を前にして、現実の国

民生活は、将来に対する不確実性の増大から、目先の対応に追われて、将

来への明確な展望を描けない状況ではないでしょうか。日本経済は、新た

な安定成長の段階へ踏み出さなければなりませんが、円高による状況が示

すように、その実態は極めて不安定であり、世界一流の生活水準を獲得し

ながら、快適さからはほど遠い生活環境、長過ぎる労慟時間、慟き者と言

われていますが、未確立な老後生活保障というように、生活の質的な水準

はなかなか改善が進んでいないのであります。経済大国と生活小国とのア

ソバラ‘ノスはますます拡大する方向にあると思うのですが、いかがですか、

お尋ねいたします。

，経済発展の目的は、私が言うまでもなく、豊かで安定した国民生活の実

現であります。経済成長により大きくなってはいるが、生活の豊かさは向

上していない。このような状態では、正常ではないと思うのであります。

次に、求められる政策の転換でありますが、私は、経済と生活とのアソ

バラソスの拡大の背後には、新しい状況にそぐわなくなった我が国の経済

と社会構造の問題が横たわっていると思うのであります。これもひとえに、
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経済政策、社会政策両面にわたる政府の後追い型政策が、その拡大に一層

の拍車をかけ、対外的には経済摩擦の構造化となり、対内的には豊かさの

空洞化という 2つのアソパラソスを相互が作用を及ぼしながら、ますます

広げているのが現状であります。このままの状態が放置されるならば、表

面的な経済的成功とは裏腹に、国際社会の中での日本の位置の不安定化が

進行するだけでなく、日本の将来を支える青少年、壮年、実年、高齢者、

女性、あるいは勤労者、中小零細企業者、農林漁業者という国民各界各層

の生活目標が失われ、国民的コソセ‘ノサスの基盤が弱体化するだけでなく、

日本経済社会の活力が喪失するという、望ましからざる兆しをもたらして

いるのであります。

そこで、今求められるべきは、経済摩擦の構造化、豊かさの空洞化とい

う2つのアソパラソスの望ましくない相互作用を断ち切り、活力と安定が

より高次元に結合した経済社会の構造に日本社会を変えていく改革の断行

をしていただきたいと願うものであります。高齢化、国民の価値観の多様

化、国際化、ハイテク化、情報化に代表される歴史的転換の方向の的確な

確認の上に立って、経済と生活のアソパラソスを解消させるために、先取

りした経済政策と社会政策の望ましい相互作用を実現できるよう努力する

ことだと思います。

さらに、国民生活優先、国際協調型の経済政策を土台に、国民生活の基

礎的な社会システムの改革を進める国民的行動を起こしてまいりたいと思

う者の一人であります。今や地方自治と言われるこのときに、四日市市の

首長の職にある加藤市長のご所見と抱負についてお聞かせいただきたいと

思います。

次に、中部地区市民セソターと婦人会館についてお尋ねいたします。

市長より打ち出された出張所に公民館を併設された地区市民セソターが

建設され、建て替えられて、早くも大矢知地区が最後になりましたことは、

新しい時代にふさわしい地域の拠点としての成果を上げていることに敬意
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を表すものでありますが、 23地区の中でただ 1つ、旧市内のマソモス地区

である中部地区市民センターが、場所的な地の利を得ていないと思うので

あります。地域の人々が親しみ、コミュニティとして、あらゆる友好活動

の拠点としては、西に偏り過ぎて不便であり、十分なる活用がなされてい

ないのが現状であります。また、国道 1号、名四国道にて、中央地区、港

＇地区、浜田地区、同和地区の方々が大変困っており、有名無実の様相を呈

しておりますことについて、市民部長は初代の館長であり、いかがお思い

ですか、お尋ねいたします。

地区の方々が、いろいろ市民相談で、道路の補修、水路の補修、商店街

の開発、イペソトの開催に対する数々の苦情等もろもろの問題提起につい

て、直接本庁の各課に陳情に行くことがほとんどであります。行政として

縦割りですので、なかなか横の連絡がつかず、トラプルが絶えないのが現

状でございます。今までにも数え切れないほどありましたが、ついに陳情

書提出という騒ぎに発展してまいったのであります。さきに新道通りのカ

ラー舗装、アーケード、街路灯の整備が、地域商店並びに住民の協力をい

ただいて完成し、先日は本町通りが完成し、近く大売り出しをやられると

の新聞報道がありましたが、これまでにはいろいろとトラプル、苦情、総

論黄成各論反対で、担当者の方々のご苦労を察するものであります。

ところが、真ん中に挟まれました沖の島通りが遅れているのでございま

す。私も、坂口力衆議院議員の事務所の管理者として、沖の島自治会の会

員として、役員の方や発展会の方や、新たにできたアーケード推進協誤会

の方からの相談を受けておりましたが、市の窓口である市民部関係、都市

計画課、商工課等の関係する担当者の、市民一人ひとりに対する諫情の本

音を、発想の転換で把握していただくことの欠如が積もり積もって、行政

不信につながっていると思うのであります。担当者一人ひとりの曲きは認

めますが、長を中心としての横の調整がいま少し不足しているように思い

ますが、市民部長いかがですか、ご所見を賜りたいと思います。
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そこで私は、かねがね思っておりますが、沖の島通りにある地域振興課

の分室を建て替えて、中部地区市民セソターとしていただきたいと提案す

るものであります。本庁周辺の有志識員とも話し合った経緯もあるのです。

去る昭和50年12月、ただ 1人の婦人議員であられた坪井妙子議員が、当時

の岩野市長に、 「全市的婦人の皆さんが、文化の学習活動の場として、婦

人会館の建設をお願いしたい」 と本会議場で申されて、岩野市長から、

「ちょうど社会会館も老朽となり、狭いので、建て替えて、地域の婦人が

各種の問題について常に学習し、会議するための施設づくり主体にやって

いただけるよう、何らかの形において実現することに努力していく」との

答弁がありました。国際婦人年を迎える年であったように記憶しておりま

す。それから、昭和54年4月に 2億 6,000万円ほどで建て替えられまし

て、婦人会館が問借りの形となってしまっているのですが、今や新しい時

代を迎えるに当たり、市民のニーズも多種多様となり、婦人の慟く場も広

がり、男女展用機会均等法も制定され、今またニュー社会党が、日本初の

土井たか子女性委員長を誕生させたのであります。

そこで私は、先取り行政として、婦人会館として独立させていただきた

いと思いますが、加藤市長のお考えをお尋ねいたします。

次に、去る 7 月 9 日の新聞報道によりますと、四日市市末永•本郷地区

の住民の方々が、このほど両地区の土地区画整理事業を一日も早く推進し

てほしいという要望因を約 400人の方々の貸成した署名簿とともに加藤市

長に提出されたとありますが、その後の進展についてお尋ねいたします。

昭和58年 9 月の一投質問において、末永•本郷土地区画整理事業と、同

区画整理事業を考える会との対話についてお尋ねいたしました際、加藤市

長より、 「結論だけ先に申し上げる。これらの事業は、住民の方々のご理

解、ご衷同がなければできない仕事である。私は、十分に時間をかけなが

ら、今まで出されたご意見を今集約して、分析した上で、国、県の指避を

得ながら、もう一度検討し直します。今後、時間をかけて、住民の方々の

-57-



ご理解、ご袈同が得られるように努力する」と答弁をいただいてから、ちょ

うど3年になりました。その間、担当職員のご足労に敬意を表するもので

あります。住民のニーズもこの3年間で変化されてきたと思いますが、官主

民従ではなく、民主官従の発想の転換で、住民一人ひとりに新しいまちづ

くりを考えていただけるようお願い申し上げるとともに、勉強会について

の様子をお聞かせいただければありがたいと思います。

最後に、商店街の近代化は、店舗改造は当然として、カラー舗装、アー

ケード、街路灯、駐車場の設置等を行うことによって達成されてきたので

ありますが、 1980年に入ってから、近代化事業として商店街の環境整備に

はなりましたが、地域住民の方々がまちづくりにいかにかかわるかといっ

た視点が欠落していたとの反省によって生まれてきたのが、地域重視の中

小企業対策として小売商業版とした結果誕生いたしましたのが、コミュニ

ティマート構想であり、地域共同体として、中心的商店街であらねばなり

ません。

1つ、その内容として、商店街の近代化を長期的なまちづくりの観点と

踏まえながら、計画的に推進すること。 2つ、商店街を、単に買い物をす

る場所から、地域住民が生活上のさまざまなニーズを満たすために集う暮

らしの広場へと変えていこうとするものであると定義づけられておるので

あります。

そこで、 3月の代表質問において、住みよい都市の建設で幾つかの提言

をいたしました。市長より、「まず、国鉄四日市駅周辺の再開発については、

現在 2つの動きがある。 1つは、本町を中心として新しく整備をしようと

いうことで、商店街振興組合、 2つ目は、駅の東の方で、国鉄用地を活用
しての活性化を主眼とした協議会の準備会を地域の人たちがつくろうとし

ている」との答弁でしたが、その後の様子をお聞かせいただきたいと思いま

す。

あわせて、周辺に10階建てピル構想については、民活か住宅都市整備公
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団か振興組合の方々から何かまとまった件がございましたら、お聞かせい

ただきたいと思います。

次に、モノレール構想に対して、 「投資額あるいは採算性などがあるの

で、よく考えていくが、それよりも 1つの課題として、緊急的にバスの運

行密度を高くするとか、道路改良を図っていく」という答弁をいただいて

おりますが、その後の進展状況をお聞かせいただきたいと思います。

名四国道、国道 1号の通過交通に対する対策も、あわせてお願い申し上

げます。

さらに、諏訪開発ピルと、近鉄四日市駅東のファッショソビルのその後

の経過についてもお聞かせ願いたいと思います。

次に、新道通りにつきましては、買い物・遊歩道ゾーソモール化が完成

し、本町通りも完成いたしましたが、 3月の代表質問のとき、沖の島通り

においては、いま少し中部地区市民セソターが設置されていることでもあ

り、市長の一番気を使っているコミュニケーショ｀ノについて厚みが足りな

いと思うから、商店、住民、自治会、市民部及び担当課の横の連絡を取り、

話し合いを緊密にしていただきたいと要望いたしましたが、先ほども申し

上げましたように、陳情書が8月18日に中部地区市民セソターに出され、

市民部長を経て都市計画部に渡り、それから今日に至るまでナシのつぶて

であるとの陳情者の弁でありますが、いかがですか、お尋ねいたします。

仄聞するところによりますと、館長さんよりコピーされて、自治会長さ

んに渡り、自治会長さんが、市からの返答がないままに組長会を開いて、

陳情者の11人の名を公表した云々で、一層感情的になって対立しているの

でありますが、私はやはり、どんなささいなことでも連絡を取り合い、陳

情者、市民相談者一人ひとり対しても、発想の転換、その人の立場になり、

親切なる回答をいっときも早くしてあげていただきたいと思います。市長

特命の調整監もできておりますが、 1人だけで、金銭の歳出面のみと伺っ

ておりますが、いま少し陣容を整えて、人間関係の問題も取り組んでいた
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だける部門にしていただきたいと思います。

また、人間性のある経験豊かな人に各課で担当していただきたいと思い

ますが、いかがですか。よくよく両者の代表の方々からお話を承りますと、

まず 1つは、終戦後の戦災復興による区画整理による利害関係、精算事務

から始まり、 2つ目に、古くから仲よし会としての隣組が自治会組織とな

り、新しく住まわれた方々との人間関係、 3つ目には、お役所の仕事は官

主民従、お上の言うとおり、わからないところですべて決められ、伝わっ

たときは既に何事も決まっておるのでだめと言って聞き入れてくれない、

たらい回しにされるとのこと。したがいまして、今回の陳情者の方々も、

関係担当者が一堂に集まって、今までのもろもろのことを聞いていただき

たいとのことが双方の言い分であると私は思いますので、個々でそれぞれ

のニュア、ノスの探りだけの形ではなく、一日も早く話し合いのできる場を

つくっていただきたいとお願いいたしまして、第 1回の質問を終わります。

〇副議長（山路剛君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 第1点について、私の所見的なことになると思い

ますが、ご質問の内容が、大変次元の高い、現代社会の分析に基づいた、

将来を見通してのご意見でございますので、果たして私のお答えがご質問

の田中議員のお気持ちにぴったりするかどうか、大変心配をするものであ

ります。

ご指摘がありましたように、現代社会というものが異常な変動期に当た

っている。しかも、これを乗り越えて新しい時代へ向かって日本の国民が

生々発展を続けていくという前には、極めて解決の難しい、困難な問題点

が多く横たわっているということも事実であろうかというふうに思ってお

るわけでございます。特に今日の日本の社会構造の特徴として、私どもが

十分念頭に入れていかなければならないことは、社会全体が高齢化してい

く、これは、高齢者の人数が増えていくということと同時に、若年者、あ
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るいは幼年者といいますか、その増加が大変伸び悩んでいる、いわゆる人

口政策に関する大きな問題ではないだろうかというふうに思います。同時

に、高学歴化社会になっていく。この社会構造の変化、社会構造といいま

すか、人口構造というものの変化と高学歴化社会になっているというこ

とが、同時に日本の労働形態の変更につながっていっている。もちろん、

労働形態の変更ということの背景には、高度技術化社会、いわゆるハイテ

ク化社会、さらには情報化社会という技術革新が大きな影響を及ぼしてお

ることも事実であろうかというふうに思っております。

一応そういったような特色を持った社会でありながら、かつ現状安定志

向型である。ここに問題点が幾つか出てくるのではないだろかなと。しか

ももう一つの特徴は、日本国民というのは非常に勤倹貯蓄型である。これ

は、他の自由主義国家群あるいは欧米諸国に比べて、その社会体制のいか

んを問わず、私は日本の社会というものの特色として勤倹貯蓄型であると

いう特色があろうかというふうに思っておるわけでございます。

いずれにいたしましても、そういったような特色を掲げながら、戦後、

いわゆる復興期から高度経済成長期、そして低成長経済期に入った。この

問、懸命に努力をしてきたおかげで、国民総生産並びに国民総所得は非常

に増えていった。安定型志向であるということは、私どもが一見見てみま

すと、そう豊かになったような惑じは、一般のサラリーマソ社会には多く

ないわけでございますし、あるいは先ほどご指摘のあったような中小企業

の方、農業関係の方、第 1次産業従事者の方々にもそういう感じはお持ち

だと思うんですが、今土地、建物は別といたしまして、それぞれ一般家庭

に持っておりますいろんな品物というものは、終戦直後の実態と比べてみ

ると大変な違いがある。これはやっぱり、こういった努力が実って今日で

きてきたんではないだろうかな、そういうふうに思います。

ここでやはり問題になりますのは、私はやっぱり、価値観の多様化とい

うことではないだろうかというふうに思っております。こういったように、
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価値観が非常に多様化している。そこで、生きがいを惑ずる社会をつくっ

ていかなければならないという使命が私どもには当然あるわけでございま

す。それぞれの価値観に基づいて人生を構築していただくということなん

ですが、そういった精神面というものに対する見直しというものが、私は

今日社会で一番不足をしているところではないだろうかな、こういうふう

に思っておるところでございます。

先ほど申しましたように、経済的には、国民総生産、国民総所得という

ものは確かに大きくなっております。しかも、それが国際的に見た場合に、

よその国にはないほど大きくなっておる。だけども、中身を見てみますと、

社会資本のストックが諸外国と比べて小さい。•あるいは、精神面の豊かさ

ということについて、伝統的な文化の遺産というものがあるにもかかわら

ず、そういったものが現代社会でなかなか見返しされない風潮さえあると

いう点を心配するわけでございます。

そういった意味合いにおきまして、やはりこの辺を少し変えていくため

には、総生産、総所得、さらに配分の問題が絡んでいる、この配分をもう

少し考えませんと、私は、労慟形態というものの変更をもたらすこともな

かなか難しいというふうに思いますし、福祉あるいは教育・文化面の振興

ということも難しいんじゃないだろうかなと。一番大きな国としての配分

作用ということになりますと、やはり税体系の改正ということがここに当

然問題になってこざるを得ないだろう。しかし、そういうようなことを今

後経済的に取り組んでいくといたしましても、自由主義、民主主義という

社会を守っていくということが大切でありますし、差し当たっては、日本

の製品を外へ向けて売っていくということと同時に、やはり内需の投興と

いうことは当然行わなければならないし、経済構造の変更ということが言

われておるんですが、私は、製造工業が空洞化していくことはできるだけ

避けた方がいいというふうにも思ったりしております。

そういった意味で、今後の政策の方向というのは、やはり内君拐興をね
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らった、しかも社会資本のストックをねらった、あるいは欲が深いわけで

すが、福祉、教育、文化というものの振興をねらった方向に向けて再配分

が行われるべきではないだろうか、こんなようなことを私自身は考えてお

るということなんですが、実はこれは、マクロとして考えていることでご

ざいまして、具体的には、それじゃ首長としてどうするかということにな

れば、こういった方向に市政を誘導していくために基盤整備を図っていく

ということではないだろうかというふうに考えておる次第でございます。

そういった意味合いにおきまして、今後の各種の政策というものについて

格段の勉強をしながら、努力をしてまいりたいというふうに思っておる次

第でございますので、この上とも皆さん方のご指導あるいはご批判を賜り

たいというふうにお願いしておきたいと思います。

なお、官主民従、民主官従というお言葉がございました。日本の社会の

発展の足跡を眺めてみますと、明治の富国強兵以来、どうしても官が指導

するというくせがついておる。民間の方は、どうしてもそういった意味合

いで、ボイソトボイソトになってくると、官がどう動くかということを眺

めるというくせがあるわけでございます。これではやはりだめだろうと。

だから、民間ができるだけ発想しやすいように官の方が仕向けていくとい

う、これは基盤整備の一つなんですが、そういう方向に向かって努力をし

ていく以外にないんじゃなかろうかなと、こんなことを答弁とさせていた

だきたいと思います。

なお、中部地区市民セソターと娼人会館の問題でございますが、実は中

部地区市民セソターは、公民館としての文部省の補助金をたくさんもらっ

ているわけでございまして、今直ちにそういう方向に切りかえていくとい

うことは、私は困難だろうというふうに思います。それよりも、これは今

直ちにというのは取りかかりにくいことでございますが、地域振興課の分

室のあり方をもう少し考えて、機能的なものに切りかえていくという必要

があろうかというふうに思っております。
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なお、この中央地区でございますが、従来から、本庁を頼るという傾向

がございましたので、おっしゃるような事態が発生をしているというふう

に思いますが、今後そういった点を踏まえて、そうならないように、中央

地区の方々にご不便を感じさせないような努力を、今一段としてまいりた

いと、かように考えておる次第でございますので、ご理解をいただきたい

と思います。

そのほかの点については、各部長の方からご答弁をさせていただきます。

〇副議長（山路 剛君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（東 寛君）登壇〕

〇都市計画部長（東 寛君） 第 3 点の末永•本郷地区新しいまちづくり

推進協議会について、いろんなご質問があったわけでございますが、それ

に対しましてお答えさせていただきます。

末永•本郷の地域につきましては、面的整備によるまちづくりを推進す

べき、重要な地区の一つであるという認識を我々はしております。一昨年

から、本地区の区画整理の推進につきましては、地域の方々の反対意見多

数という中で中断されたわけでございますが、その後、関係地区の住民の

方の間でもまちづくりの必要性は切実に惑じられておりまして、それを受

けて、自治会長さん等もいろいろ考えられてきたわけでございますが、住

民主体による自治会単位での勉強会の開催につきまして、私どもとも意見

交換、話し合い等を続けてまいったところでございます。

現在は、末永•本郷で新しいまちづくり推進協議会というのも発足され

ましたけれども、各自治会での住民主体による勉強会というのが一番基本

でございまして、ただいまこの 2地区でこれが実施されております。市と

いたしましては、地区住民こぞって、こういう面的な整備、区画整理への

合意がやはり確認できる段階におきまして、こういう区画整理、面的整備

の事業化というものにつきましては、その時点で積極的に推進していくと、

こういう考え方でおります。
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それから、 4番目については、商工部長の方からお答えさせていただ＜

わけでございますが、それに関連して、特に新道通り、沖の島モール化事

業につきましてお答えさせていただきます。

新道通りを含めました地域の活性化につきましては、 56年ごろから諏訪

町、沖の島町及び本町の 3町の代表の方々と市で、活性化を図るためにい

ろいろ勉強会、研究を重ねてまいりまして、再開発事業等の面的整備につ

きましては、将来的なことということでございますが、当面活性化のでき

るところからやろうということで、新道通りのモール化ということで方針

を固めて、 59年度、 60年度には、諏訪町におきまして、二種改良事業とし

て、主に歩道の整備を行いました。 61年度は本町を施工いたしました。引

き続き62年度には、沖の島町におきまして実施すべく、本年度当初から、

地域の皆様方と計画内容や実施の方法等について種々話し合いを進めてま

いってきたところでございます。幸いにしまして 6月には、この沖の島地

区の中で、新道通り活性化振興会という組織もできました。これを母体に、

中部地区市民セソター等を通じまして鋭意協議を重ねておりますが、まだ

一部の方々の中に、モール化事業等々に関する十分な理解が得られていな

いということもあって、これらの人々との話し合いの場ということも、こ

れまでにも増して持ちながら、計画説明、工事説明を実施するよう要望さ

れておりますので、従来の説明に引き続き、モール化事業に関連した埋設

管の企業者ともども、セソターを通じまして計画説明、工事説明会を早い

うちに開きたいというふうに予定しております。よろしくご理解賜りたい

と思います。以上でございます。

〇副議長（山路剛君） 商工部長。

〔商工部長（川村得二君）登壇〕

〇商工部長（川村得二君） 4点目のコミュニティマート構想と商店街再

開発についての商工部の関係部分についてご答弁させていただきます。

ご質問の国鉄四日市駅周辺の 2つの動きということでございますが、ま
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ず、本町を中心といたしました商店街振興会、それと国鉄四日市駅の東地

区の活用を図る協議会をつくろうという準備会というものについてご説明

申し上げます。

まず、本町通りの商店街振興組合でございますが、これは、国鉄四日市

駅周辺の再開発、あるいは商業近代化計画の策定の動きを受けまして、本

町を中心として、その積極的な具体化を図るんだということで、 60年に設

立されたものでございまして、その後、ご指摘のような街路灯の改修に合

わせまして、アーケードの整備を完成させております。

また、将来のコミュニティマート構想を見据えました商店街まちづくり

計画策定事業、こういうものを県、市の助成を受けて、 60年度、本年度61

年度の継続事業として現在実施いたしておるところでございます。

また一方、国鉄四日市駅東の活用を図る協議会の準備会でございますが、

私ども市の方と、地元で、事前的協議を数度行ったわけでございますが、

まだまだ地元の積極的な姿勢というものを伺うことができなかったため、

現在まだ準備会の設立まで至っておらないというのが現状でございます。

しかし、国鉄四日市駅周辺の再開発ということにつきましては、当然駅東

の地域も含めたものをということでなければなりませんので、市といたし

ましても、地元商店街関係団体とそれぞれ協議を重ねました結果、駅東を

含めた国鉄四日市駅周辺の再開発を目指した勉強会を、今後月 1回の割合

で開催いたしていこうということになりまして、その第 1回の会合を明日

9月17日に行うと、こういうふうにいたしております。

それから次に、お尋ねの諏訪開発ビル、あるいは近鉄ファッショソビル

のその後の経過でございますが、まず諏訪開発ビルにつきましては、去る

2月27日より商業活動調整協議会で審議がなされ、既に建設を了とする結

審が出てまいりまして、来春には、地上9階建て、延べ 3,861而の寝装品

の店舗と住居併設のピルが建設されるということになっております。また、

近鉄ファッショソビルにつきましては、 6,807而の店舗面積を含む廷ぺ床
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面積が 1万 1,768而の地上4階建てのテナソトビル建設という計画でござ

いますが、昨年末、商業活動調整協議会の事前協議等が終わりまして、現

在本審識中ということになっておるという現状でございます。以上でござ

います。

〇副議長（山路 剛君） 都市計画部長。

（都市計画部長（東 寛君）登壇〕

〇都市計画部長（東 寛君） 交通機関の関係を少し落としまして、申し

わけございません。

交通関係でございますけれども、都市計画街路関係といたしまして、交

通のOD調査とか物流調査が県等で行われまして、それを受けまして、交

通の解析というか、これを一昨年から行ってまいりました。もちろん、こ

ういう車だけのものではなくて、新交通機関、また大星輸送機関等の問題

も含めまして、全庁的にもプロジェクト的なもので、もう少し突っ込んで

まいりたいと現在話し合っておるところでございます。

なお、名四国道等の問題でございますが、この名四国道の問題につきま

しては、例の国道パイパス等の建設の問題がございますし、また特に騒音

等の問題につきましては、現在新しい法律ができた中で、また騒音の環境

の指定も得られた中で、現在いろいろ建設省とも話しながら、それの対策

に努めておりますので、ご理解賜りたいと思います。以上でございます。

〇副議長（山路 剛君） 田中基介君。

〔田中基介君登壇〕

〇田中基介君 答弁、ありがとうございました。

1番目の市長の所見でございますが、基盤整備と、こういうことを市民

の側に立って図っていく、これは同感でございます。その意気で、ひとつ

元気いっぱい首長として頑張っていただきたいと思います。

2つ目、市民部長に所惑をお尋ねしたんですが、お答えがありませんが、

どうでしょうか。
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それと、かねてから私、国鉄四日市駅周辺については毎回、今回で28回

目になりますが、そのうち約十七、八回は、国鉄の10階建てということで

叫んでまいりまして、坂倉助役が就任されて、構想を練って、その後、新

道、また三和商店街、駅東等含めて、大きく考えると言ったまま立ち消え

ておりますが、前回の 3月の代表質問で市長から、先ほど申し上げたとお

り、振興組合へ流してあると言うけれども、今回も、先ほどの商工部長の

話では、まだ言われてからこの17日に第 1回会合というような状況ですが、

もっと真剣に、ひとつ市民の代表としての質問でございますので、先ほど

から申し上げたように、ただ立場上うまくかわすだけじゃなくして、前向

きなご返答をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

〇副議長（山路 剛君） 市民部長。

〔市民部長（宮田 勉君）登壇〕

〇市民部長（宮田 勉君） 基本的には市長の方から先ほどお答えさせて

いただきましたので、省略させていただきまして、初代館長としての市民

部長の所見はということでございますが、在任中、何分にも力不足でござ

いまして、今に至るまで皆さんにいろいろとご迷惑をおかけしておると、

まずもっておわびを申し上げたいと思います。

若干場所的な件でというご質問をいただいております。中部地区市民セ

ソターの立地場所につきましては、ご指摘のように、中部地区の所管区域

から見ますと西の方に偏っているということは、これは事実でございまし

て、セソターの方におきましてもその点を考慮いたしまして、幾つかの事

業を地域振興課の分室、あるいは学校を借りて実施いたして、セ｀ノターか

ら遠い皆さんの利便性を図ってまいっておるところでございまして、今後

もこの方針は続けていきたいというように、現在も継承されております。

また、住民の皆さんとセソターの結びつきにつきましては、先ほど市長

からもお答えいたしましたように、中部地区市民セ｀ノターにつきましては、

他のセソターと異なりまして、他のセソターが役場時代から住民の皆さん
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に親しんできたと、中部地区市民セソターの住民の皆さんは、本庁を直接

の行政窓口としてまいったということで、どうしても本課の方へというこ

ともあろうかと考えるわけでございます。

いずれにいたしましても、中部地区市民セソターは、発足以来既に今年

で6年目に入っておりまして、地域の核となるべくその役目を果たすため

に、職員も昼夜を分かたず地域の会合や、あるいは諸行事に参加いたしま

して、住民の皆さんの中へ少しでも入っていきたいという努力をいたして

おるところでございます。この努力が必ず成果として得られるものと私は

確信をいたしておりますので、よろしくご理解のほどをお願いいたしますc

〇副議長（山路 剛君） 暫時、休憩いたします。

午後 1時56分休憩

午後2時13分再開

〇副議長（山路 刷君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

坂倉助役。

〔助役（坂倉哲男君）登壇〕

〇助役（坂倉哲男君） ただいま田中議員から、国鉄四日市駅周辺の開発

についての問題が出ましたが、先ほど商工部長からお話を申し上げました

ように、国鉄四日市駅周辺の再開発につきまして、地元の商工関係の団体

と市でもって勉強会を進めていくという中で、当然国鉄四日市駅周辺でご

ざいますので、東の問題も生まれると思います。

再開発でございますけれども、先ほど商工部長からも、諏訪新道で9階

建てのピルが建つというお話がございました。これは、地上3階程度まで

を商店とし、上を高層住宅とすることで、民間の方がやられるわけでござ

います。

そういった意味合いで、今後国鉄四日市駅周辺の問題につきましても、

十分地元を啓発し、市の指適、あるいはご援助申し上げるところは目いっ
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ぱいご援助申し上げるとして、やはり民間の方が前向きにまちをつくって

いこうという気持ちになっていただくまで、お話し合いを続けてまいりた

いというふうに思っております。以上でございます。

〇副議長（山路 剛君） 田中基介君。

〔田中基介君登壇〕

〇田中基介君 しつこい質問でございますけれども、 10階建てと構想を出

された以上、それはまあ 9階建てのどうの、みんなに聞いてからと言われ

ますけれども、助役として10階という構想を、その当時、大分変化してま

すので、もっとのびておると思いますが、いずれにしましても、やはり先

ほどのお話ではないですけれども、皆さん方が計画した以上は、それをど

うだと、そして皆さんの協力を得るという一つの基本だけは、やっぱり出

していただきたい。

既にもう議事録にも載っておる問題でございますので、ひとつ真剣にも

う一度スタッフを整えて、構想を練り直し、それを打ち出していく。そし

て新たな問題を取り入れていくと、こういう形で再度ご答弁いただきたい

と思います。

〇副議長（山路剛君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 当時、助役の構想としてあったわけでございます

が、これは住民の方々と直接お話し合いをした上で構想を立てたわけでご

ざいません。

したがいまして、そういったような一つ目玉になるようなものが欲しい

なということは、今日私どもも思っておりますが、よく住民の方々のご意

見も拝聴しながら、新しい計画をつくり直していきたい、こういうふう；こ

思っておりますので、ご理解賜りたいと思います。

〇副議長（山路 剛君） 谷口廣睦君

-70 -

〔谷口廣睦君登壇〕

〇谷口際睦君 それでは、通告に従いまして加藤市政についての若干のコ

メソトを申し上げる中から、具体的に4点ほど質問をさせていただきたい

というふうに思います。

私は、この演壇に立たさせていただいてから、はや 3年6カ月を経過し

たわけでございますけれども、この間 6回の質問登壇に立ち、いわゆる当

局、理事者側の市政運営に対する考え方を伺ってきたわけでありますけれ

ども、私に与えられた任期もあと 6カ月となり、あと残された議会におい

ても私たち新風クラプの他の議員が質問に立ちますので、よほどのことの

ない限り今任期中における登壇は、これが最後になるというふうに考えま

すので、加藤市政の若干のコメソトを申し上げる中でご質問申し上げたい

と、このように思います。

加藤市政の、いわゆる10年の年齢を振り返りつつ、大局的な立場の中か

ら若干の見解を披湮し、質問をいたしたいと思います。

加藤市政は、ーロに言いあらわすならば、いわゆる沈着冷静、着実にそ

の行政手腕を発揮されたことについては、多く市民の評価の内容でもあり

ます。そのご努力に対して敬意を表するものでありますが、しかし、あと

申し上げたい総論的な内容については、先ほどの田中議員からの質問の内

容の中で答えられておりますので、これからは若千原稿を外す姿の中で質

問をいたしたいと思いますので、少しお聞き苦しい点があると思いますが、

お許しを願いたいと思います。

今後ますます激勁の変化をもたらす中で、また市民要求の日増しに課せ

られる諸問題、切に厳しいものがあるわけですが、その厳しい情勢と言わ

ざるを得ないわけでありますけれども、そういった内容についてどのよう

な方向で対処されるのか。

いわゆる頃風渋帆、時には荒波にも出るということも必要ではないかと

いう市民の期待なり希望も、多くあるわけでありますが、三重県下最大の
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都市の市長として、近隣市町との広域行政についても、積極果敢にそのリ

ーダーシップを発揮される中で、いろいろの問題を対処されたいというふ

うに思うわけでありますけれども、どのようにお考えになるのか。

その 1つとして、北勢バイパスの行き詰まりの問題であります。

先日の議員説明会あるいは昨年の議員説明会において示された内容でま

いりますと、かなり遅れ、かなり行き詰まっておることは事実であります。

この北勢バイパスの内容、あるいは東海環状道路の路線決定、高架問題

については、川越町は、議会あるいは当局においても、体を張ってでもこ

の路線決定あるいは着工については反対をするというような内容を示され

ている以上、そう簡単に解決、着工できないというふうに思うわけであり

ますけれども、この北勢バイパス等を見ました中で、今後のいわゆる道路

計画というものを改めて考えてまいりますと、伊努湾岸道路あるいは東海

環状道路、北勢バイパス、国道 365号、県道平津菰野線、県道四日市土山

線等々、この計画を考えてみた場合に、四日市の発展、いわゆるゆる四日

市港とのつながり、四日市港の発展なくして四日市の発展はないというふ

うに言われておりますけれども、この北勢バイパスのイソター、南福崎等

でイソターをもし計画的に進められようとするなら、それから国道23号を

這って港へつなげていく、こういう方法も一つあろうかと思うんですが、

しかし、説明を受けた内容でいきますと、ほとんどこれは四日市港の発展

にはつながらないのではないか。名古屋港の発展はあっても、四日市港の

発展はないのではないか。恐らく名古屋港への直行にすぎないというふう

に考えるわけでありますけれども、そこでいわゆる伊勢湾岸道路の延長の

姿の中から、富田山城線あるいは国道 365号、これへつなげていくの

も一つの方法ではないかというふうに考えるわけでありますが、その国道

365号あるいは富田山城線をそのまま延長しながら湾岸道路につなぎ、

四日市港へつないでいく、こういうのも一つの方法ではないかというふう

に私は考えるわけでありますけれども、こういった道路計画に対して、四
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日市市としてどのように本当に研究をされてきて、どのような形で県なり

国に要請をされてきたのか。その研究経過というものをいま少し聞いてみ

たい、お聞きしたい、このように考えております。

2つ目については、川越高校の地元負担金の問題でありますが、当初地

元負担金については、ご承知のとおり 8億円の負担金の中で、 2市2町の

中でそれぞれの案を出されたことは事実であると思うんですが、この案を

出された内容でいきますと、かなり私は無理があったように思います。

四日市市が案として出したのは、四日市市が2億 5,000万円、朝日町、

川越町で 1億 3,100万円、桑名市が4億 1,800万円。桑名市が出した案は

四日市市の負担金として4億 1,700万円、桑名市が 1億 9,900万円、川越

町が 9,300万円、朝日町が 8,900万円。川越町が一応事務局案として、何

とかこれでまとめ入れたいというかなりの努力をされたというふうに聞い

ておりますけれども、川越町が出した四日市市の 3億 6,400万円、朝日町

が 7,600万円、川越町が 8,300万円、桑名市が2億 7,500万円、こういっ

た当初のこの金額というものに対して、いろいろの考え方の中からまとま

りがなかった。そうしておるうちに、今日においては 1億数千万円の利子

がかさんできておる。現在では 9億二、三千万円までふくれ上がってきて

おるc

こういった内容について、さてあわてふためき、この 9月議会において

それぞれの行政が、四日市市は今議会にも補正予算が出されておりますよ

うに 2億 7,000万円、朝日町が 4,000万円、川越町が 1億円、桑名市が 2

億円、この桑名市の 2億円については、市長はまだ判を押していない。ま

だ確定的な内容ではありませんが、一応2億円というような内容でまいり

ますと、合わせても 6億 1,000万円。あと 3億数千万円の内容はどうする

のか。このような形で、一たん解決ではありませんけれども、こういうよ

うな内容で片づけようとするならば、恐らく遠い先へ問題解決を延ばすだ

けではないか。
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また、その 3億数千万円が4億円なり 5億円になってきて、初めてまた

再分配どうしよう、こうしよう、こういったことになるのではないか。全

く無意味な市税の内容であります。行政には何ら関係のない中で、かなり

のむだな金が使われてきておるのではないか、このように考えるわけであ

りますけれども、こういった内容について、市長がどれほど努力をされて

きたのか。私には余り目に見えない。

聞くところによると、三重県北部学区県立高等学校新設促進協議会の中

では、市長、議長が常任委員になっておられるようですが、議長は桑名市

に二、三度通われた。何とかいい方法はないか、解決をしたいということ

で、二、三度通われた、というふうに聞いておりますけれども、四日市の

市長が桑名の市長に会われようとした経過はない。助役にどのような内容

を命ぜられておるかわかりませんけれども、そういった経過はない。本当

にこういうむだな市税を使わないという信念があるならば、やはり三重県

最大の都市の長として、桑名市にも積極果敢に出向かれて、まあ今桑名市

長はどうも寝ておられて、余り芳しくないようでありますけれども、たま

には見舞いに行って、 「どうですか」と言えば、桑名の市長もほろっとこ

られて、 「じゃ助役の方で何とかうまくまとめてくださいよ」ということ

になるかもしれません。そういった相手の心情をつかむことは少し、加藤

市長、いま一歩お考えいただきたいなと、このように思うわけであります

けれども、そういったご努力をいま一歩お願いをしながら、考え方があれ

ぱお聞きをしたい、このように思います。

また 3つ目については、市営住宅政策の問題でありますが、本市の現在

の市営住宅保有数は、 3,219戸と伺っておりますけれども、まだまだ入居

希望者、いわゆる入居抽選倍率からいきますと、十分とは言えないとは思

いますが、しかし、同格都市の保有数から見れば、まあまあ一つの水準は

あるというふうに伺っておりますし、また四日市市の住宅政策はと閲けぱ、

「他の市よりそれ相当の水準以上にあります」という答えは返ってきてお
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るわけでありますが、しかし、内容を見てみると、かなり大きな問題を含

んでおる。住民が良好な居住環境のもとで安定した生活を営むにはほど遠

い内容があるわけでありますけれども、基本的に解決しなければならない

問題が幾つかあるというふうに思います。

例えば、市営住宅総数の 3,219戸のうち木造住宅は 390戸、全体の12%

を占めておるわけでありますけれども、この木造住宅の建設省の示されて

おる耐用年数、これは20年であります。この20年の耐用年数から見た場合

に、四日市市の市営住宅で一番古いのは61年住んでおる。建てられたのが

大正14年であります。また一番新しいものでも26年を経過しておる。こう

いうことをみた場合に、四日市市の市営住宅は、耐用年数20年から見れば、

全部大幅に耐用年数が済んでおるわけでありますが、こういった問題につ

いて、どのようにこれからの市営住宅政策というものを考えられていくの

か。

今、建築指導課では、四日市市の建築物に対して、かなり厳しい指導を

行っております。たとえ軒先が30cm出ておっても、建ぺい率問題等からい

って厳しい指導の中から改善をさせておる。にもかかわらずして四日市市

のこの市営住宅の内容を見てみると、当初建てたそのものに対して、家族

構成の変動から、ひっつけひっつけひっつけしながら倍近く膨らんでおる

ような内容もある。あるいはお勝手等を見ても、かなりこれは大きく改善

をしなければならない問題があるのではないかというふうに思うわけであ

ります。また一面においては、全くのスラム化したような内容もある。こ

ういった内容に対して、また他市の視察がお見えになったときに、 「これ

が四日市市の市営住宅ですよ」というようなことが言えない一つの景観上

の問題があるのではないか、こういうように思いますが、ひとつこの市営

住宅政策の問題についてお考えを伺いたい、このように思います。

また4点目には、身体障害者の施設費用の徴収の問題については、午前

中、水野和子議員からご質問をされ、それなりの回答がされておるわけで
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ありますけれども、 「10月 1日付からそれ相当前向きな考え方の中から、

それなりの対処で踏み切っていきたい。それには教育民生委員会での協議

会等で十分論議をする中で決定をしていきたい」と、こういうことであり

ますから、これ以上の内容は伺いませんが、いずれにいたしましても、本

市として前進あるのみの一つの内容で期していただきたいと、このように

考えております。 以上、簡単ではありましたけれども、 1回目の質問を

終わらせていただきます。

〇副議長（山路剛君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） お答えをいたします。

大変厳しいご指摘で、私も非常に恐縮をいたしておりますが、まず近隣

市町村との広域行政に関するコミュニケーショ｀ノの取り方の問題だという

ふうに思っております。

北勢バイパスあるいはその他東海環状道路、伊努湾岸道路、これは第二

名四国道のことで、特に名古屋の港の中大橋と東大橋、これを伊努湾岸道

路と、こう言っておるわけでございますけれども、第二名四国道、さらに

県道四日市土山線等々、この地域の発展にとりまして欠くことのできない

道路網の整備に関連をいたしまして、ご指摘をいただきました。

北勢バイパスそのものについては、ネックというものはないわけでござ

いまして、川越町長以下川越町の皆さんもご了解をいただいておるという

ふうに聞いております。

問題は、第二名四国道がここへかぶってくる、北勢バイバスの上にかぶ

ってくるということで、二重構造になって川越町を二つに割るような形に

なるというところから、計画決定について町として妥成しがたいという線

が打ち出されたわけでございます。

この問題については、私もかねて心配をいたしておりまして、川越町長

の意向もこの第二名四国道建設促進期成同盟会の会長として十分お聞きを
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しながら、国の方と折衝を重ねてまいったわけでございますけれども、国

の方はどうしてもこの計画で事を進めたいということでございます。

したがいまして、国が、 「どうしてもこれでいかなきゃ。おれの方はこ

の路線を変更するわけにはいかんよ」と、こういうふうに言われると、こ

れは取りつく島がないということになるわけでございまして、その後県あ

るいは川越町長等々、再三再四折衝を重ねてまいりました。そして今年の

選挙が終わってからも、この問題の早期解決を目指してということで、県

の副知事さんを交えながら実現方に向かって努力を重ねてきておるところ

でございまして、多分近く新たな考え方に立って問題解決を図ろうという

ことになるんではなかろうかなというふうに期待をいたしておるところで

ございます。

これは、今の段階で正式に町の同意をいただいたということでもござい

ませんので、県の方でも国と相談をしながら検討をしている問題でござい

ますので、ここで最終的な姿を申し上げるわけにはいかないような点がご

ざいますので、その点はご了承をいただきたいというふうに思いますが、

町の方でもご努力をいただいているものだと、こういうふうに私は思って

おります。

東海環状道路というのがどういうところに入ってくるかといいますと、

これはやはり員弁を通って入ってくるということで、若千四日市港へ直結

というような形にはならないような動きに、今国の方でなっております。

そこで、それでは四日市港を素通りして名古屋港の方へすべっていってし

まうじゃないか、こういうことにならないように建設省の方に既に働きか

けをやっておりまして、この環状道路を本当はもっと南の方に振ってもら

いたいというのが、第一番の私どもの考え方でございます。

それがもしどうしても不可能であるということであるならば、環状道路

から宮田山城線の方へつながるべく、いわゆる高速、準高速のような取り

扱いのできる取りつけをしてもらうように、今国の方と折衝中でございま

-77-



すので、その結論が出るまでしばらくお待ちをいただきたい。

同時に県道四日市土山線につきましても、あるいは国道 365号につきま

しても、この辺の全体の道路網の整備ということについて、建設省の道路

局の方と、過日局長さんにも私お目にかかりまして、問題点を詰めていた

だくようにお願いをしておりますので、もうしばらくお待ちをいただきた

いというふうに思います。

次に、川越高校の今度お願いをいたしました補正予算2億 7,000万円に

つきまして、随分厳しいご指摘をちょうだいしたわけでございますが、こ

れは促進協議会でこの問題を議論するということになっておるわけでござ

いまして、促進協議会の議論の詰まりを待っておったというのが実情でご

ざいますけれども、しかし、いつまでたってもどうもなかなか関係自治体

の意見の整合性が図れない。これでは予算がいたずらに膨んでいくだけだ

という心配をいたしました。

そこで、私は県の、お名前を挙げてもいいんですが、県議会の議長さん、

副議長さんにこの 7月お目にかかりまして、何とかしなきゃならんので、

私どもが全く協力しないということを言ってるわけじゃありませんと、し

かし、従来の経過もございますし、大きく四日市市がすべてを抱かえてい

くというわけにもまいらない。それぞれの自治体としては、それぞれの自

治体の主体性というものも尊重をしなければならないということから、問

題解決ヘ一歩踏み出すと、そのための政治的な配慮というものがあってし

かるべきだろうと、こんなようなことを考えて、議長から政治的な動きと

いうことについてのご忠告もいただきましたし、そのつもりで私も今日ま

で事に当たってきておるつもりでございます。

ただここで、残念ながら桑名の市長さんがご病気になられた。当然私も

お見舞いにまいりました。残念ながらお目にかかれなかった。その後ご様

子をお伺いをいたしておりますと、まだまだ時間がかかるようでもありま

すし、そうご病人のところへというわけにもまいりません。そんな関係で、
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桑名の市長さんとの折衝は私は現在しておりませんが、ただ何がなしに私

自身が歩き回るというわけにもいかないというふうにも思っておりまして、

県の方とも十分連絡をとりながら、早期の解決を目指して努力をいたそう

と、こういうつもりでございます。

なお、川越町長さんとは何回かお目にかかっておりますし、議長さんに

大変なご心配をいただいておるということは、申しわけないというふうに

思っておりますが、どうも理事者だけの話では、問題解決が難しいような

空気があるということは、この際申し上げることができると思っておる段

階でございます。

私は、それなりに自分としては動いておりますが、ここでいちいち私が、

こう動いた、こうなったというご報告は差し控えさせていただきたいと思

いますが、そのつもりで今後も対応してまいりたいというふうに考えてお

る次第でございます。

市税を使うことでございますから、むだにならないような努力も今後十

分留意をして、対策を講じてまいりたいというふうに考えておるところで

ございます。

市営住宅については、別途部長の方からお答えさせていただきます。

〇副議長（山路剛君） 建設部長。

〔建設部長（島内清治君）登壇〕

〇建設部長（島内清治君） 3点目の市営住宅政策についてということで

ございます。

ご質問の市営住宅については、いろいろ他の都市と比較しても、大体あ

る一定の水準にはきておると。しかし、その内容的に問題がある。既にご

指摘もございましたように、木造住宅については20年というような耐用年

数でございますが、これはすぺて木造住宅については経過しておるではな

いか、スラム化もしておる、管理上に問題があるのではないか、それらを

今後どういうぐあいに考えていくのかと、こういうようなご質問と承って
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おります。

ご質問の中にもございましたように、市営住宅につきましては、今年の

3月現在、 27団地で 3,219戸ということでございます。これは本市の世帯

数に対しまして、約4％の割合ということでございます。ご指摘のとおり

耐用年数を経過いたしました木造住宅につきましては、管理戸数のうち約

12%、約 390戸あるわけでございます。正直なところ、その維持管理につ

きましては、苦慮しているのも事実でございます。これらのことから、今

後の住宅対策といたしましては、住戸改善により居住水準の向上を図ると

ともに、既設老朽住宅の計画的な建て替えによります住環境の整備とあわ

せまして、潤いのある新しいまちづくりを推進してまいりたいと考えてお

ります。

一方住戸改善事業といたしましては、既存住宅を有効に活用するという

振点から、第四次総合計画におきまして、これらの狭小住宅、いわゆる 2

戸を 1戸にする事業でございますが、あるいは 1室を増やす等、宜の改苦

を図ってまいりたいと考えております。

老朽住宅にあっては、住環境向上の観点から、立地条件あるいは建物配

置等、その特性を検討いたしまして、入居者や関係周辺住民の理解と呂カ

を得ながら、既設団地の整備に努めてまいりたいと考えております。

市営住宅の維持管理につきましては、随時見回りにより、無届け増築の

防止、また用途廃止した空き家における火災防止等、地元自治会の協力を

得ながら、適正な管理に努めてまいりたいと考えておりますので、よるし

くご理解賜りますようお願いします。

〇副議長（山路 剛君） 谷口廣睦君。

〔谷口廣睦君登壇〕

〇谷口廣睦君 どうもご答弁ありがとうございました。

今市長の方から、非常に妓しい質問であるというふうに言われておるわ

けですけれども、私も何とか解決を早くしてほしいという熱意の余りの中
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から、少し声も大きくなり、また単刀直入に申し上げましたものですから、

少しきつく聞こえたかもわかりませんが、何とかこれは、川越高校の問題、

あるいは北努バイパスの問題等々の当面の山積しておる問題について、ご

努力をお頭いしたい。

私たちは他の市町村の議員と顔を合わす機会が多いわけでありますけれ

ども、そのたびに「四日市の加藤市長と桑名の市長とは仲が悪いので、ど

うもうまいこといっとらんらしい」と、こういうことがついつい聞こえる。

「いやそうじゃないですよ」と、 「非常に加藤市長等についてもいろいろ

ご努力を願っておるし、どこからそういうことが出るのかわからんけれど

も、そういうふうな言われ方をすると、四日市の一議員として少し物が言

いたい内容がありますよ」というようなことで、他の市町村の議員にはい

ろいろ話をしておる経過もあるわけなんでございますが、いずれにいたし

ましても、いち早くこういった問題についてのご努力を今一歩お願いを申

し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。

〇副議長（山路 剛君） 暫時、休憩いたします。

午後 2時50分休憩

午後3時8分再開

〇副議長（山路 剛君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

中村位夫君c

〔中村信夫君登壇〕

〇中村信夫君 本ヨの汲後の質問となりました。お疲れのところでござい

ますけれども、いましばらくご名力いただきたいというふうに思います。

今ヨ昼からも、国会の方ではいろいろ論戦が交わされており、その中に

出てくるテーマといいますか、問題も、円高をはじめとして、税制問題、

財政問題が取りざたされております。午前中から各議員の質問を聞かせて

いただいている中においても、当面私と同じような感覚でもってご質問を
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いただいているというふうに考えまして、多分に重複するところが出てま

いりましたので、私としては、これから21世紀に向かってのまちづくりの

課題ということで 6項目ほど挙げさせていただいておりますけれども、ダ

ブった点につきましては要望にとどめさせていただき、惑ずるところにつ

きましては、意見として申し上げさせていただきますので、要を得たご答

弁を理事者にはお願いをしておきたいというふうに思います。

まず最初に、経済企画庁が、この上半期といいますか、 4月一 6月期の

実質成長率はまだ比較的よかったのであるけれども、これから外需を中心

にさらに悪化する懸念が大きく、率直に言って4％の成長率達成は極めて

難しいと述べた翌日に、中曽根総理は、 4％を達成するんだというふうな

ことを言われて、国会の中でもいろんな論議をされておるというふうに思

います。市長も、私どもの会派の 3月の代表質問において、 「私は財政的

にはそう悲観をしていない」と述べておられました。 61年度中の補正財源

として12億円を見込んでいると述べておられましたが、現状においてどの

ように分析されているか、見通しについて前段でお聞かせいただきたいと

いうふうに思います。

次に、市民の広場について、提言並びに考え方について質問してまいり

たいというふうに思います。

世はまさに激動の時代、多様化、情報化、国際化、高齢化、ファッショ

ソ化、ニューメディア化等々、挙げれば切りがなく、目まぐるしい限りで

ございます。高度成長、オイルショック、技術の革新、低成長、円高煩向、

大きな世相の流れに、市長も行政運営に大変であることを痛惑いたします。

まず、我が四日市市の自慢は、何が挙げられるか。市民にとっても、よ

そ者にとっても魅力的で、内外に向かって自慢できる都市を全国から選び

出してみましても、その共通する項目は、人を集め、彼らの心に多彩な思

い出を刻む魅力的な盛り場ということにあるのではないかというふうに思

います。都市を人間らしく、人間のたまり場、人生の港として、喜びも悲
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しみも吸収して構築するには、盛り場の問題は避けて通ることのできない

まちづくりのもとであるのではないでしょうか。都市の中でも都市らしい

場所、社会の縮図といえばなおわかる、東京の銀座だとか新宿、六本木、

大阪の心斎橋、神戸の三宮、おのずから盛り場のイメージがわいてまいり

ます。現代のあらゆる生活文化に対応し、満足惑にこたえられる祭典の場

という条件が必要です。人生の豊かさを楽しみ、余暇を積極的に堪能し、

またある場合は、傷心の気持ちを治すため、大衆の雑踏現象は人生にとっ

て必需の環境です。すべての市民が集まりやすい都市の中心核は、市民に

共通する関心の的で、お祭り広場だと言えるのではないかと思います。多

くの文化や流行も、人が集まり、人間のるつぼ、雑踏を通して、お祭り行

為の中から誕生し、盛り場で確かめられ、組み立てられて、プロセスされ

て、情報に乗ります。人と金と情報と物がぶつかり合って、独自な文化や

カラーが生まれて、活気が噴出してまいります。名所というところは一日

にしてできるものではございません。長い年月かかって大衆が関心を持ち

続けることで名所は誕生してまいります。

先ほどもご質問の中にありましたが、十数年ぶりに復活された花火大会、、

これもひとつ短期問に終わることなく、名物としていただきたいと思いま

すし、大四日市まつりも、昨今は非常に盛大になってまいりました。最近

ではまた、新しく「なんでも四日の市」というものを定着させようと、意

気込みは十分見受けられるわけでございますけれども、何とかしてやはり

四日市の中にも、こういう盛り場、たまり場というものが私は必要じゃな

いかというふうに思います。それには財源も必要でございますし、土地の

問題もあろうかと思いますが、この考え方について市長の所信をまず聞い

ておきたいというふうに思います。

次iこ、これに関連して、緑豊かなまちづくりについてお尋ねをいたしま

す。

禄と太陽のある豊かなまちづくりとして諸事業を進めていただいており
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ますけれども、 70メートル道路、中央通りも、あの並木を見たときは、非

常に立派になってまいりまして、本当に私たちとしては喜んでおります。

並木は、人間による環境破壊の賠償でございます。この賠償がなかったら、

都市環境というものは、人々が住むにたえなくなってまいります。最近の

報道で、医療、教育、文化など、市民生活に結びつけた新しい森林づくり

を目指そうとして、来年度から森林アメニティ、快適さということで、高

度化事業をスタートさせる方針を知りました。林野庁が、アメニティ機能

の高い森林整備を打ち出されたのは、木が発散する物質と人間の生理や心

理などとの関連が見直され、森林浴プームになっているほか、体験林業や

野鳥観察が盛んになるなど、健康づくりや情操教育の場として活用しよう

といたしております。

四日市市は幸いに、鈴鹿山系を身近に見て、緑は多いように見えますが、

またさらに今年度は、少年自然の家建設に着手されたのもその施策の一つ

であろうかと思いますが、だがひとつ、町の中心部に目を向けてみたとき

に、緑というもの、並木というものがまだまだ少ないように惑じられます。

21世紀に向かって、この住みよいまちづくりから、本当に住んでみたいま

ちにするために、我々会派としては再三理事者にご提言を申し上げており

ます。いま一度この件につきまして明確なご所見を伺っておきたいという

ふうに思います。

3点目に、区画整理事業としてご質問する予定でございましたが、前段

で田中議員の方からご質問があり、内容はほぽ理解をできたわけでござい

ます。確かに今年度になって、住民とのコソセソサスを得るためにいろい

ろ努力されていることがわかります。その一例として、まちづくりニュー

スが配布されて、努力をされているというふうに思いますが、いろいろ住

民の多様化する諸要求にこたえていくために、末永•本郷地区については、

本当に一生懸命今後とも努力をしていただき、我々議会の方にもご報告を

賜りたいということで、これは要望にとどめておきます。
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ただ、常磐地区とか富田地区、逐次事業が進められている段階でござい

ます。その地域におきましても歴史がございます。古くから住んでいる方

方は、その地域に愛着があり、祭りのときだとか、踊りがどうだろうとか、

遮だとか広場、小川、いろんな由来を尊重しながら進められてきたわけで

ございますので、現状の状況と将来の構想についてご説明をいただきたい

というふうに思います。

第4点目として、行政改革についてお尋ねをいたします。

当市の行政は立派に行われている、前段で谷口議員が言われたように、

市長として立派にやっておられるということは、我々も十分理解をいたし

ております。敬意を表しておきたいというふうに思います。私も、議員に

させていただいて11年余の長い年月が経過いたしました。感ずるところを

一つ申し上げてみたいと思いますが、役所というものは、古い伝統がある、

仕事は増やすな、新しいことをやっては損をするという気風があるのでは

ないかというふうに私は思います。どこの自治体でも同じでございますが、

限られた財源で、複雑多様化する市民ニーズにこたえる行政を執行してい

くためには、思考力の高い、セ‘ノスのある、市内事情に精通した行政マソ

の育成というものが必要であろうというふうに思います。

また 1点、次の世代に向けて、行政という観点からひとつ私見を述べて

みたいと思いますが、まず高度成長時代の惰性で行政を実行していくため、

組蔽とか人、経費、これらが肥満体になっているんじゃないだろうか。 2

番目として、行政の血液は、国、地方を問わず財政でございます。その財

政がピソチで、体全体に血が回らず、硬直して、動脈硬化に陥っているの

ではないだろうか。 3点目として、これは主として国民の側にあるわけで

すが、以前からの甘えで、一種の糖尿病にかかっている。何でも市役所に

持っていけば、持ち込んでいけばいい、自立自助の精神が欠如しているん

じゃないかというふうに思います。臨調で述べられている原則は、国より

地方へ、官より民へでございます。簡素化、公平化、合理化を述べられて
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おるところでございます。

そこで、 1点目として、今回提案されております第三セクター四日市市

生活環境公社について、議員説明会の席上でも申し上げましたように、私

たちの会派の研修の際にいろんな論議をしたわけでございますが、行革の

方向から一歩も二歩も後退したような意見が出されました。退職者の再就

職の場になったり、人事異動の処理の場になったりということのないよう

に、公的指導を抑えて、自主性を持って運営に当たられるよう、これは強

く要望しておきたいというふうに思います。

また、昨日敬老の日を迎えて、この第三セクターに関連して強く意識い

たしますことは、高齢化の進む中で、シルパー人材活用というものを本当

にこのセクターの中ではどのように考えておられるのか、将来構想に向か

ってお考えがございましたら、お答えをいただきたいと思います。

それから 2点目として、この財政逼迫を目の前にして、各種料金の徴収

業務、これをいろいろ聞いてまいりますと、先ほど谷口議員が質問いたし

ましたように、住宅関係の中でも、住宅料金の徴収というものが、 80％が

いわゆる集金人によって集金されている現状であろうかというふうにお聞

きいたしております。税をはじめとしていろんな徴収制度というものがあ

りますが、まだまだ収入未済というものがありますが、今後この行政改革

の中で、徴収未納軽減対策というものはどのようにお考えをされているか、

お尋ねをしたいと思います。

3点目に、これも既に代表質問でもお尋ねをしたところでございますが、9,

高度の行政マソを育成するために、民間企業への派遣研修について、検討

内容をお尋ねしたいというふうに思います。昨日ちょうど中日新聞の追跡

レポートの中で、県職員の民間企業派遣ということで記載がされておりま

した。その中にもいろいろ書かれておるように、実際に百五銀行とジャス

コの方に県職員が派遣をされておるようでございますが、民問企業に行っ

ていろんな経験をした、行政に戻って、立派な収益が得られるというふう
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な追跡レポートが載っておりました。 62年4月から実施したいというふう

にはお聞きいたしておりますが、現況についてお尋ねをいたしたいという

ふうに思います。

行革の4点目として、これも前段でご質問がございましたごみ処理の問

題でございます。まちに散乱するごみを見ては、私はうんざりするわけで

ございます。これは、いろんな施策が行われておりますが、先ほどお話が

出ました各家庭に簡易焼却炉だとか生ごみの堆肥のコソポエースというも

のを設置することによって、直接費用が多少なりとも少なくなるんじゃな

いか。ただし、各家庭に簡易焼却炉を設けた場合は、都市部においては、火

災の問題だとか、堆肥の問題についてはにおいの問題等、いろいろ難点が

あることは承知をいたしております。人口が少しでも増えてくれば、ごみ

の豆というものは多くなるのはやむを得ない現象でございます。家庭にお

ける処理によって効果も出てまいると思います。これは市民の協力が必要

でございますし、まちを美しくする一助としてお考え願えないかと思いま

すが、答弁の中で、一部自治会の中で実施をしているということでござい

ましたので、了とはいたしますが、今後の検討課題としておきたいという

ふうに思います。

ただここで、実例を2点ばかり申し上げますが、近鉄四日市駅前、せっ

かく多額の投資をしてカラー舗装をしていただいた。我々、表玄関として

は、本当に四日市のまちへおりたときに、きれいなまちだというふうに思

っておりました。昨今あの周りを見てまいりますと、ごみの山であり、カ

ラー舗装が油で真っ黒くなってしまっております。なぜああいうところが

ごみの集積場になってしまったのか。いろいろの問題があろうかと思いま

すが、当然、ごみだとか、そういうものが発生する事業者というのは処理

をいたしておると思いますが、あの地域でなぜやらなければならないのか。

私が質問をする前に少し申し上げましたら、一昨日でしたか、何か道路を

磨いておられるようでございました。磨けばきれいになります。油で真っ
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黒になっておるということは、一部の方が、四日市の表玄関へおりたとき

に、あの状態を見たら、本当にはっきり市の行政というものはわかると思

います。そういうことにおいて、ごみ処理の問題について検討課題として

いただくとともに、今後の処置についてご発言いただけるんでしたら、ご

答弁いただければと思います。

もう一例としては、国道 1号の弥生館からあの70メートル通り、あの通

りのアーケード街を見たときに、諏訪新道は確かにあのように努力をいた

だいて、きれいになってまいりました。国道 1号というのは、四日市市民

ばかりじゃなくして、他市町村の者も通ります。あの疲れたアーケードを

見たときに、国道 1号のまちとしては、四日市のイメージを本当に悪くす

るものであるというふうに思いますので、これはごみとは少々関係がない

と思いますが、このまちづくりの一助として今後の検討課題にしていただ

きたいというふうに思います。

次に、西南部開発についてお尋ねをいたします。

企業誘致による工場の新規立地は、都市経済の活性化にとって極めて大

きなメリットがあることは間違いございません。しかし、都市自治体が熱

心に希望するからといって、企業側はそれにこたえて、どこでも工場を進

出させるものではございません。企業側には、例えば用地価格の低廉とか

輸送の利便性などといった立地条件の選択がございます。こうした立地条

件に恵まれないところへは、いかに自治体が誘致に力を入れてみたところ

で、工場進出は容易に実現しないと思います。殊にハイテク企業となると、

高速道路、ジェット化空港といった高速交通網や情報ネットワークなどの

基盤整備が重要な立地条件として要請されております。

しかしその反面、各自治体、地域が競合して、激化し、かえって一層厳

しい事態を招くことにもなりかねないと予測いたしております。ともすれ

ば、このような事態に対応するために、一市町村という狭い行政区域内の

エリアを対象とした企業誘致を考えるのではなく、道路整備などによる交
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通事情改善のもとで、通勤時間の短縮ということも勘案して、周辺の市町

村も包含した広域的な視野で取り組むことが必要ではないかと私は考えま

す。

そこで、西南部の開発、いろいろ耳には挟んでおりますが、今現状どの

ようになっているのか、お答えをいただきたいというふうに思います。

最後に、中小企業対策でございます。これも本日の冒頭から、円高の傾

向にあるということで、輸出型の中小企業が本当にもがき苦しんでいる実

情を耳にすると、皆さん方がテーマにとられるのは当然だというふうに私

は思います。企業の経営者の長年の努力と実績が一瞬にして消え去って、

当面は従業員を解雇し、縮小するという苦悩のどん底にあろうかと思いま

す。そのやり場のない感情が、経済を運営している自民党に対して怒りの

声に変わりつつございます。日本経済を発展させてきた原動力は中小企業、

その中小企業は、昨年秋のG5以降に始まりました円高で、円高の流れが

必然的な傾向であるとするならば、産業界がこれに合った構造に変えてい

くことも当然であろうかと思います。前段の市長のご答弁の中にもありま

した。 「市内の企業の調査をしながら対策を傾けたい」、明らかになった

時点で、独自の振興策を考えられるとのことでございます。病院というも

のは、限られたときに、ここというときに栄養物を与えたり、治療するこ

とが大事であろうかと思います。そこで、 9月の時点でほうっておいて、

12月になって補正予算を組んでというので、市長が誤りがなければ結構で

ございますが、将来四日市市に対して、この中小企業の苦しんでいる実情

が禍根を残さないように、適切な時期、内容、方法等を十分にご検討いた

だければ結構だと思います。この中小企業については、ご要望にとどめて

おきたいというふうに思います。

以上をもって質問を終わらせていただきますが、多分に重複いたしてお

りますので、再質問はしないつもりでおりますが、ひとつ要を得たご答弁

をお願いしたいと思います。以上で終わります。
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〇副議長（山路剛君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 第1点目でございますが、 61年度の市税収入見込

みについては、当初予算に対しまして、主なもので、個人市民税の自然増

収約 2億 5,000万円、法人市民税は、景気の動向で左右されますが、大体

当初見込みに対して4億 5,000万円ぐらい。それから固定資産税が、償却

資産分の増を含めまして6億 2,000万円。なお、たばこ消費税、これは税

率の引き上げ等で2億円ぐらいの増がございます。一方で電気税は、原油

価格の低落に伴う差益還元というようなことで2億 5,000万円ぐらいの減

になる。そこで、今議会の補正額を含めまして、当初予算と比較をいたし

まして大体12億 7,000万円増ぐらいでいけるんではないだろうかと、こう

いうふうに今の段階で見込んでおります。

私が、 3月議会でしたか、そう悲観的に見ていないというお答えをいた

しましたのは、当市の法人市民税の納入の状況と、それからそのかなりの

部分を占める企業群の今日までの努力というもの等を大体予測しておりま

して、そういうふうに申し上げたところでございます。したがいまして、

本年度予定をされます歳出補正というものが、今議会のほかに、義務的な

もの、いわゆる退職給与金でありますとか、県の事業負担金でありますと

か、これから打ち出されるであろう公共事業の裏負担の問題でありますと

か、さらに単独費等を含めますと、実際はまだ少し足りないかなという感

じがいたしております。これらは、一応ちょっと市税収入だけでは不足を

するんじゃないだろうかと、その場合にどうするかというようなことは、

もう少し先へ行って決断をしたいなというふうに思っておるわけでござい

ますが、これは大変なことになったと、いわゆる見込みのように税収が入

ってこないということでもないと思っておりますので、当初予算の際にお

答えをした線で大体いけるんではないだろうかなというふうに思っておる

次第でございます。
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それからその次に、まちの形態として、魅力的な盛り場というものは、こ

れはかつて伊藤信一誤員がやはり同じようなご意見をおっしゃられたと思

うんですが、まちの状況で少し雑踏している方がいいんだ、そういうとこ

ろがあってしかるべきだというお説があったと記憶いたしておりますが、ま

さにそのとおりでございます。

そこで、今度近鉄四日市駅の西の方に一つの新しい商業の拠点をつくり

ますが、同時にけさほど来ご答弁を申し上げているとおりでございまして、

東の一番街を中心といたしました商店街、これは実は、私どもが見ており

ますと、何となくさぴれたようだなという感じがするわけですが、過日東

海市長会を四日市でやったときに、静岡の市長さんであったかと思うんで

すが、夜散歩をされまして、その感想として私に、 「いいまちがあるじゃ

ないか。加藤さん、あれをきちっとしていったら、いいまちになるはずだ

な」という感想を淵らされたことがございます。私も確かにそうだと思い

ますので、東の方については、私はやはり、根本的に街区整理を含めまし

て、商店街の再形成をいたしたいというふうに思っておりまして、そのた

めにまちづくり協議会の方々とお話し合いを進めてまいる所存でございま

すので、そのようにご理解を賜りたいと思います。

以下の点につきましては、各部長の方からお答えを申し上げたいと思い

ます。

〇副議長（山路 剛君） 都市計画部長。

〔都市計画部長（東 寛君）登壇〕

〇都市計画部長（東 寛君） 第2点の緑豊かな町を目指してということ

で、特に並木づくり、街路樹につきましていろいろご意見をいただいたと

ころでございます。街路樹につきましては、一昨年四日市市内の街路樹 1

本1本を路線ごとに実態調査をやりまして、どういう木がどんなふうに植

わって、どういう問題があるかということの実態をいろいろ調べたところ

でございます。それに基づきまして、まちづくりの問題だとか、ある程度
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補植していかなければならない街路樹だとか、またそぐわなくなった樹木

につきましては、一遍樹種転換とか、こういう計画を立ててまいったとこ

ろでございます。それに従って昨年から、ほんの一部でございますけれど

も、樹種転換等、街路樹につきましては進めてきておるところでございま

す。もちろん量の問題もありますけれども、質の問題も十分考えていかな

ければならないと、こういうふうに思っております。

直接街路樹の関係でございましたけれども、緑を増やす問題といたしま

しては、いろいろ建設委員会等でもご指摘いただきました中で、公共施設

全体の緑化も図るということから、施設等の10％緑化の目摂を目指して、

これも進めてきておりますし、また学校だとかいろんなところへの苗配布

ということも非常に必要であるということから、苗圃へのシイとかカシと

かクスなどのポット苗の育成もしておりまして、 62年度ぐらいからこれも

配布できるというふうに考えております。

もちろん、民間のご協力も大事でございまして、建築確認申請時には判

を押し、 1人ずつ呼ぴかけて、将来の緑のために努力してまいりますので、

ご理解賜りたいと思います。

それから、区画整理事業に関してでございますけれども、特に富田、常

磐、浜田・赤堀等、どういうふうなところまできておるかということでご

ざいます。自治会を主体にいたしまして、農家の方、商店の方、工場の方、

また婦人層の方と、その地域の中の各界各層のそういう地権者の方にでき

るだけたくさん寄っていただいた中で、もちろん代表者でございますが、

それぞれ区画整理協議会だとか区画整理勉強会だとか、こういう形の協議

会をつくってきております。富田につきましては昨年 1月に発足いたしま

したし、常磐につきましては昨年 6月に発足いたしましたし、また浜田・

赤堀につきましては今年から発足しておりますし、その他、東橋北、西橋

北につきましても、それぞれの形で進められてきております。

まず一つには、この協議会、勉強会の中で、やはり地区住民の方が中心
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になって、やっぱりこの地域にどういうまちづくりとしての課題があり、

またどういう問題があるだろうかという心胆をいろいろ話し合ってもらい

ながら、それではどういうふうなまちにすればいいのかというところにポ

イソトを置き、そして宮田等におきましては、道路、公園、例えば手法、区

画整理に持っていく場合のいろんな細かい分野についての委員会組織まで

つくっていただきながら、現在来ております。その間、スライド、パソフ

レット等で、見てわかりやすいようにし、また地区住民全員がわかるよう

に、ニュース等の発行もしながら来ておりますし、富田等につきましては、

組別懇談会ということで、 2度目のところまで来ております。ということ

で、こういう勉強会を中心にしながら、事業開始までもう少し年数はかか

ると思いますが、早期事業着工に向けて勉強会を十分した中で進めてまい

りたいと思いますので、ご理解賜りたいと思います。以上でございます。

〇副議長（山路 剛君） 総務部長。

〔総務部長（栗本春樹君）登壇〕

〇総務部長（栗本春樹君） 第4点目の行政改革に関してということで、

いろいろな角度からご質問をいただきました。私の方からは、まず第 1点

目といたしましては、第三セクターの問題に関連してということ、それか

ら2点目が、いわゆる料金の徴収体制という問題、それから 3点目が、民

問企業への派遣職員の問題、この 3点につきましてお答えをさせていただ

きたいと思います。

自治体運営も、都市経営という観点から、民間や地域の活力を導入する

ことが求められておりますことは、今や当然のこととなっておるわけでご

ざいます。第三セクターや、あるいは公社制等の拡大あるいは設立につき

ましては、行政の責任範囲を踏まえながら、民問の経営力あるいは資金力

というものを公的分野に導入しながら、行政の施策・サービス機能を弾力

的、効率的に行っていくために、手段としてぜひ必要だというふうに考え

ておるところでございます。

-93-



それで、今回設立を予定しております生活環境公社につきましては、こ

れは、生活環境の保全・整備、あるいは公衆街生の面におきまして、一屈

の効率的推進を図ろうということでお願いをしておるものでございますけ

れども、その他の行政分野につきましても、本市の民間活力の導入につき

ましては、開発公社など既存の公社なども見直して、今後ともそれぞれの

役割・機能の充実が図れますよう検討いたしたいというふうに思っておる

ところでございます。さらには、高度情報化等に即応するテレトピア関連

の組織整備など、こういう新たな事業についても検討していきたいという

ふうに考えておるところでございます。非常に生ぬるいということで、ご

叱咤をいただいておるわけでございますけれども、今後とも積極的に取り

組みをしていきたいというふうに思っております。

それから、生活環境公社における高齢者の活用についてということでご

質問をいただきました。当面、この公社で行います業務は、都市公国等の

維持管理業務、あるいは公衆便所等の清掃業務や下水道の施設の維持管理

業務を考えておるわけでございますけれども、業務の内容によりましては、

電気主任技師あるいは危険物取扱主任者など、いろんな有資格者の配置、

それとあわせまして業務に精通した者を必要とする場合も出てくるわけで

ございます。

また、先ほどご指摘のございました、いわゆる高齢化社会への対応とい

うふうなことで、そういう意味もございますので、新公社におきましては、

これらの人の有効活用の場となろうというふうに考えておるものでござい

ます。したがいまして、新公社では、市の職員あるいは民間等の退瞭者も

含め、さらにはシルパー人材セソターの会員さん、これらも含めながら、

いわゆる企業経営の観点から有効に活用を考えていくことになるものとい

うふうに考えております。

いずれにいたしましても、この公社は、商法法人として効果的な機能が

求められておるわけでございますから、これら退職者だけでは、新公社の
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菜務が円滑に推進できない場合もあろうかと思います。したがいまして、

この業務の実態に合わせながら、若い社員の雇用も考える必要があるので

はないかというふうに思っておるところでございます。この問題につきま

しては、今後新公社の方で検討することになろうかというふうに考えてお

ります。

次に、各種料金の徴収体制につきまして問題提起をいただきました。こ

の徴収体制につきましても、私ども十分認識をいたしておるところでござ

いまして、第二次行財政改善整備計画の項目の 1つに掲げておる問題でも

ございます。

そこで、現状を申し上げますと、各種料金、それから使用料等の徴収方

法につきましては、 1つは徴収員による臨宅徴収、 2つ目が銀行などによ

る口座振替、それから 3点目が納付組織による納付、 4点目が自主納付、

5点目がいわゆる委託集金人による徴収などがあるわけでございますが、

一般的には口座振替による方法が比較的徴収率もよく、また徴収経費も低

く、他の徴収方法に比べて効率的な方法であるというふうに考えておると

ころでございまして、本市におきましても、この口座振替制を促進してお

るところでございます。

徴収体制の見直しにつきましては、ご指摘のように、それぞれの部局に

おいてそれぞれ対応しておるというふうなことでございますが、これは、

各部局の事務作業の流れが違うということなどもございます。大変困難な

作業となろうかと思いますけれども、一元化することによって効率化が図

れるというような認識を私どもも持っておりますので、いずれにいたしま

しても、この第二次行財政改善整備計画の中で具体的に検討していきたい

というふうに考えておりますし、同時に、現在開発しております住民情報

漠字オソライソシステムの活用等も踏まえながら、一番望ましい方法とし

ては、口座振替制の促進、これをまず図っていきたいということでござい

ますが、同時に徴収員制度のあり方などを検討する中で、今後十分に取り
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組みをしていきたいというふうに考えております。

次に、企業への職員派遣ということでのご提言をいただきました。この

問題につきましては、 3月議会におきましても、同会派の伊藤雅敏議員か

らご指摘をいただいておるところでございます。 61年度中に基本的な考え

方を取りまとめていきたいということでご答弁をさせていただいておると

ころでございます。先進都市の状況につきまして、参考にさせていただい

ておるというふうな段階でございますが、甚本的には、何とか適当な企業

があれば、試行的にでも実施をしていきたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。企業におきますいわゆる実務体験を通じまして、企業の

持つ厳しさ、あるいはコスト意識、経営的な物の見方、あるいは顧客を大

切にするという接客態度等を直接経験し、学習するということにつきまし

ては、自治体内部では十分に研修できない問題でもございますので、貴重

な体験となるんではないかというふうに考えております。これからの自治

体運営は、先ほども申し上げましたように、都市経営の観点に立つべきで

あるというふうなことで、その辺の企業的セ‘ノスを注入するということは、

その感覚がもし生かされるとするならば、大変結構なことではなかろうか

というふうなことでございまして、価値ある投資になるんではないかとい

うふうに考えております。

企業派遣のねらいは、あくまでも経営的惑覚、あるいはサービス精神、

こういうものを取得させるというふうに考えておるわけでございますが、

今までに他都市の実態等も聞いておるところでございますが、いろいろと

問題があるようでございます。 1つは、公共の福祉を追求すべき自治体と

いう立場、それから企業の方は、当然のことながら利潤を追求するという

ことでございますので、その辺が根本的な認識の面におきましてずれがあ

るわけでございます。受け入れ側の企業におきましても、実態といたしま

しては、企業秘密保持の観点から、なかなか派遣職員を企業の中枢部門へ

参画させるということにつきましては、問題があるようにも伺っておりま
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すし、本来的な企業感覚の涵姜にまでは至らなかったというふうな反省を

する人もあるわけでございます。

いずれにいたしましても、もしこの企業派遣をやるということであれば、

この派遣が無にならないように協力願える派遣先企業と十分に協議が必要

であるというふうに考えておるところでございます。いずれにいたしまし

ても、お願いできる適当な企業がありましたら、具体的にこれから働きか

けをしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。以上で

ございます。

〇副議長（山路剛君） 環境部長。

〔環境部長（鵜飼滋君）登壇〕

〇環境部長（鵜飼 滋君） 第4点目の行政改革の中で、ごみ問題につき

ましていろいろとご提言なりご指摘を賜ったわけでございます。特に、近

鉄四日市駅周辺のごみ問題につきましていろいろとご指摘を賜ってわけで

ございますが、ご承知のとおりこの地域は商店街でございまして、排出を

されるほとんどのごみが事業系のごみになっておるわけでございます。し

たがいまして、事業系のごみでございますので、甚本的には排出者の責任

において処理をいただくということが原則でございますけれども、若干一

般家庭のごみも含まれておりますし、同時にまた市の玄関口でもございま

すので、日曜日を除きまして毎日収集をいたしておるわけでございます。

市といたしましては、これまで商店街に対しまして、再三にわたりその協

力について要請をしてまいったわけでございますけれども、今後とも積極

的に啓発指導してまいりたい、そんなふうに思っているわけでございます。

特に、近鉄四日市駅前の周辺の環境美化の問題でございますけれども、

なかなか大変難しい問題でございますが、現在関係部局と連携をいたしな

がら、具体的に検討いたしておるわけでございますので、その結果に基づ

きまして対処してまいりたい、そんなふうに考えておりますので、ご理解

賜りたいと存じます。以上でございます。
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〇副議長（山路 剛君） 市長公室長。

〔市長公室長（毛利道男君）登壇〕

〇市長公室長（毛利道男君） 先ほどの中村誤員のご質問の中で、西南部

開発の点についてお答えを申し上げたいと思います。

昨年度からこの西南部開発につきましては、 38.lhaということで、土地

開発公社の事業として今日まで、小山田、それから内部の両地区に推進招

議会を設けていただいて、いろいろと努力を重ねてきておるところでござ

いますけれども、去る 6月議会のときに、山口誤員からのご質問のときに

お答えを申し上げましたときの進捗状況としては、約80％の進捗状況だと

いうことでお答えを申し上げたと思いますけれども、その後、いろいろ地

主の方との交渉を重ねまして、今の時点で約92％ほどの進捗状況を見てお

るところでございます。あとまだ若干替え地を希望の方なり、それから同

意をまだいただいていない方があるわけでございますけれども、今後とも

推進協議会のご協力を得ながら、積極的に作業を進めてまいりたいという

ふうに考えております。

特に企業誘致の関係につきましては、こういう状態でございますので、

まだ本格的な誘致活動に入り込んでおりませんけれども、今のところ、二、

三の企業からの引き合いがあるという点でございますが、先ほどのご指摘

の中にございましたように、今後の企業誘致につきましては、価額の面、

あるいは情報ネットワーク等の点についても、十分こういった考え方を蔽

り込みながら、どんどんと企業誘致に努めてまいりたいと、こういうふう

に考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。以上で

ございます。

〇副議長（山路 剛君） 本日は、この程度にとどめることにいたします。

次回は、明日午前10時から会議を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。
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0出席事務局聴員

事務局長

誤事課長

議事課長補佐

議事係長

主 幹

主 事

〇議長（訓覇也男君） おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は、 39名であります。

本日の議事は、一般質問であります。

日程第 1 一般質問

槌 口照ー

板範大之丞

石原 隆

岡崎雄治

金森伸夫

井上紀久夫

午前10時2分開誤

〇議長（訓覇也男君） これより、一般質問を昨日に引き続き行います。

順次発言を許します。

古市元一君。

〔古市元一君登壇〕

〇古市元一君 おはようございます。

通告によりましてお尋ねをいたします。

最初に、北部埋立処分場跡地の利用計画と清掃工場への進入道路の整備

についてであります。

ご承知のように、かつて四日市市民の生活より発生いたしますごみの処

理を一手に引き受けておったのが、北部埋立処分場と北部清掃工場であり

ます。清掃工場につきましては、現在も使命達成に働き続けておりますが、
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埋立処分場については、その使命も終わりまして、市民より今忘れられつ

つあるというのが現状でございますc

ここでちょっと過去を振り返ってみたいと思いますが、北部埋立処分

場の所在地は、市の垂坂町であります。埋め立てに要しました面積は10万

3,499m'でありますc この面稼は、市が当時 1而当たり756円、総額7,824万

5,244円で取得したものであります。昭和45年12月に埋立処分場として開設

をされておりまして、昭和54年8月に閉鎖されるまで約9年問、埋立処分

楊として使用したのであります。この用地とは別に、南側に隣接の 4万

3,101而の土地は、南部埋立処分場が本格的に開始するまでの間、暫定埋立

処分場として地元の地主より、昭和58年4月1日に5カ年契約で借用した

ものであり、現在も清掃工場の炉の修繕の際生じるいろいろな残材を捨て

る用地として使用しております。

以上合わせまして、北部埋立処分場の跡地面積は14万 6,600m2でありま

す。埋め立て終了からちょうど 7カ年を経過いたしました。埋立跡地だけ

に地盤軟弱という特殊事情もありまして、早急な建築物等の施設づくりは

できないことはよく理解はしておりまするが、隣接北側につくりました北

部墓地公園の利用者も多くなっております。墓地公園をつくるに当たりま

して加藤市長は、 「市民の皆さんが休日等に、ご先祖なり、あるいはご家

族の墓参をされ、一家団らんの憩いの場である公園等をつくりたい」とお

っしゃっておみえになったことを私はよく記憶いたしております。いつに

なったら憩いの場ができるのであろうか。北部墓地公園という名称は、言

葉のごろ合わせのためにつけたのかというような感じを抱く昨今でござい

ます。

清掃工場職員の余暇を割ぎましてのご努力と、地元スポーツ委員の協力、

そしてスポーツ課のご指郡によって、 4面ほどの広場が仮整備をされ、付

近住民は広く利用いたしております。が、その周辺は雑草の茂みとなって

おります。もうぽつぽつと跡地利用の基本計画を策定されてもよい時期が
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来ていると思います。そして、許される範囲から実施をすべきであると考

えますが、市長のお考えをお尋ねいたします。

次に、清掃工場への進入道路、県道四日市鈴鹿環状線の未整備部分の整

備についてでありまするが、この問題は、過去の議会で幾たびか繰り返し

質問なり、あるいは要請をしておりますので、その整備についての必要性

等は全く省略いたしまして、率直にお尋ねをいたします。

一番最後の質問といたしまして、一昨年の、すなわち59年12月の定例議

会で私がこの件について質問と強い実施要請をいたしました。そのときに

大変前向きの結構なるご答弁をいただきました。関係住民は大きな期待を

して、工事着工を待っておったのであります。それからまさに 2カ年にな

ろうとしております。現地は依然としてそのままであり、県当局なり地主

との折衝経過説明も全くありません。反面、自動車の交通葦は増加の一途

をたどっております。本当に関係理事者は整備をする気持ちがあるのかど

うか、疑わざるを得ない状態でございます。

さきに申しました59年12月議会のご答弁に基づき、どのように県当局な

り地主に交渉をしてきたのか、あるいは折衝をしてきたのか、具体的に経

過の説明とあわせて現状と今後の整備の見通しについて、その場逃れの答

弁ではなく、誠意ある答弁を求めます。

2番目にお尋ねするのは、国鉄の分割・民営化による余剰人員の受け入

れについてであります。

ご承知のように、 100有余年の伝統を持ち、国民に親しまれてまいりま

した国有鉄道も、巨額の赤字財政により経営の破綻を来したのであります。

その原因は、種々、立場立場によって取りざたされておりますが、私は

率匝に、政府及ぴ国鉄当局の言い分を申し上げたいと思います。国鉄経営

の破綻の原因は、現行の公社制度、巨大組織による全国一元的運営の経営

形態に内在する構造的問題にあり、現行制度の枠内での手直しでは、国鉄

事業の再建は不可能であるという基本認識に立って、効率的な経営形態の
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確立のために、全国鉄を、本州 3社、北海道、九州、四国各 1社、いわゆ

る6分割とし、ほかに貨物会社全国 1社をつくり、民営化とし、その実施

時期を来年、昭和62年4月1日より実施といたしております。

政府は移行のための国鉄関係法案を国会に上程、過日11日より開かれた

国会審議の重要課題の一つであることは、既にご承知のとおりであります。

恐らくや、多少の紆余曲折はあろうとも、現在の国会の勢力分野から見て、

政府原案は可決されるものと思われます。

また、法案の整備と同時に、対応を迫られている問題も多くありまする

が、中でも財政的には、 37兆 4,000億円に達する長期負債の処理、人的に

は約9万 3,000人の余剰人員の雇用の確保であります。昨今の新聞では、

余剰人員 6万 1,000人と報じておりまするが、この 9万 3,000人のうち余

剰人員のまま新しい会社に引き継いでいこうというのが3万 2,000人おり

ますので、合計は9万 3,000人でございます。財政問題はさておきまして、

この 9万 3,000人の余剰人員対策といたしまして、政府なり国鉄当局は、

2万人を来年の 2月までに希望退職をしてもらおう、 3万 2,000人は余剰

人員として新会社に引き継ぐ、残りの4万 1,000人を、公共事業に3万人、

内訳といたしまして、国家公務員へ2万人、地方自治体へ約 1万人、残り

の約 1万人を民問会社に消化させるべく、既に関係機関を通じまして通達

なり依頼がなされている現状であります。

このうち一番関係の深い名古屋鉄道管理局の余剰人員は 4,000人とされ

ております。そしてその対策は、 1,000人は、新しい会社である東海会社

に余剰人員として引き継ぐ、残りの 3,000人は、公共事業に 1,500人、関

連民間会社に 1,500人となっております。既に愛知県 350人、岐阜県45人、

滋賀県12人、三重県2人、名古屋市 160人、近くの津市では 5人と言われ

ておりますが、ここでは若干名と申し上げておきます。菰野町では1人

の受け入れがほぼ決定をいたしております。したがって、当四日市市にも

必ずや受け入れの要請が関係筋から来るものと予想されます。現在どこの
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自治体でも、自治体自身が行政改革を必要とする時期であります。もちろ

ん当四日市市も例外ではございません。過日の議員説明会でも、来年度の

新規採用は、土木関係と保母職を除き採用見送りの総務部長見解が発表さ

れておる次第でございます。

そこで、現在、四日市市には、国鉄余剰人員の受け入れ要請がなされて

いるのかどうか、また今後受け入れ要請があった場合、あるいは特に要請

がなくとも、ちょっと余談になりますが、過日の衆参同日選挙で特に市

長さんが力を入れられたと聞く政府なり与党、力を入れられるのは、市長

の立場として私は大変結構なことであり、高く評価をしておきますけれど

も、こういう政府なり与党の考えを先取りいたしまして、受け入れの体制

と申しますか、土壌づくりと申しますか、いずれにしても、受け入れるお

考えがあるのかどうか、この辺の市長のご所見をお尋ねいたす次第でござ

います。

3番目に、大矢知地区市民セソターについてであります。

23地区市民セ‘ノターの一番最後となりましたが、大矢知地区市民セ｀ノタ

ーも改築に踏み切っていただき、用地取得も終わり、現在造成工事が始ま

っております。近く庁舎建設の段取りとなり、来年10月ごろには立派に完

成する予定とお聞きいたしております。いずれにいたしましても、市長は

じめ関係職員の方々のご配慮に深く御礼を申し上げる次第でございます。

本当にどうもありがとうございました。

さて、お尋ねする要旨は、まだ 1年余り先のことになりますが、新しい

セソターができた場合、旧セ｀ノターの建物しま取り壊すというのが通常であ

ることはよく理解をいたしておりますが、ご承知のごとく、大矢知地区市

民セソターは、昭和の初期に当時大矢知村役場として建設された由緒ある

建物だけに、永久に保存をしてもらいたいとの地区住民の声もあります。

現在、地区連合自治会といたしましては、現時点では最終結論は出してお

りませんが、保存のため諸費用、維持管理の方法なり、経費の問題等が大
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きく話題となっております。

そこで、お尋ねする 1点目は、市側として専門的に見て、現在の地区市

民セソターの建物の文化遣産としての価値をどのように評価しておみえに

なりますか。

2点目は、保存する場合、老朽化しているので、新しい地区市民セ‘ノタ

ーに建て替えるという建前から、修繕の必要があると私は考えますが、こ

の修繕に要する費用は大体どれぐらいかかるのか、またその後の維持管理

に要する費用はどれくらい必要なのか。

3点目は、必要費用の地元負担額はゼロにしてもらいたいと思いまする

が、過去、四郷地区市民セ｀ノター保存の場合の例もあるので、その点どの

ようにお考えか、お尋ねをいたします。

4点目は、保存をされた旧四郷地区市民セソターの地区住民の活用状況

はどのような状態であるか、ご説明を願いたいと思います。

以上で私の 1回目の質問を終わります。

〇議長（訓覇也男君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） まず、第 1点目の北部埋立処分場についてでござ

いますが、ご指摘の地域一帯全体で、先ほどお話のありましたように29ha

ござし、ますが、そのうち2lhaについては墓地公園ということになっており

まして、逐次整備を進めてまいる。 3haは北部清掃工場、事業所用の敷

地でございまして、残り 5haにつきましては、調整池と借地部分であるわ

けでございます。この2lhaについては、多目的広場を有する墓地公園とし

て57年に都市計画決定をいたしており、現在、地盤安定を図るということ

で、先ほどのお話にありましたように蓑生期間中でございますが、一部は

スボーツ広場として地域の方々にご利用いただいているところでございま

す。

この地域全体の整備について、かつていろんなことを考えて、申し上げ
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たことを記憶いたしておりますが、 59年に老人福祉関係あるいは図書館、

体育館等の機能を有するあさけプラザが現在地に開館をいたしました。し

たがって、今後この地域の活用につきましては、韮地公園の整備とともに、

借地部分の4haにつきましては、運動広場的な機能を有する公固として整

備を進めてまいりたいと考えておるところでございまして、ご理解を賜り

たいというふうに思っておるところでございます。

今日まで遅れていることにつきましては、多少国の予算の都合というよ

うな関係で遅れておりますことについては、申しわけないと思っておりま

すが、今申し上げたような方向で努力を進めてまいりたいと思いますので、

ご理解を賜ってお含たいと思います。

第2点については、建設部長の方からお答えをさせていただきます。

国鉄余剰人員の受け入れについては、既に新聞紙上等でも取り上げられ

ておるわけでございまして、先ほどご指摘のありましたように、 9月10日

には政府の基本方針が決定をされまして、 9月12日には中曽根首相を本部

長とする国鉄職員雇用対策本部というものまで設置をされて、先ほどお話

のありましたような人員の割り振りをしようということでございます。

この問題については、かねて国鉄の大阪営業局並びに名古屋営業局、双

方から市長会に出向きまして、三重県で60人ぐらいぜひひとつ国鉄瞭員の

余剰人員を採用してほしいという説明がございました。これは、今年の 3

月か4月時分だったと記憶いたしておりますが、当時は各市において、一

応聞きおく程度ということで終わっておるわけでございますが、その後、

名古屋営業局の方からも当市に対してアプローチがあったことも事実でご

ざいます。さらに過日、 3週間ぐらい前だったと記憶いたしておりますが、

自治労の三重県本部の方から申し入れもございまして、この申し入れにつ

いては、今月の終わり時分に開催予定をいたしております市長会にお諮り

をすることにいたしておりますが、その対応については、やはり各市の実

情に応じてなされるものというふうに私どもは考えておるところでござい
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ます。

そこで、先ほどお話がありましたように、私どもも行革を一生懸命やっ

ておる段階でございますが、こういったような全体の動きということであ

れば、受け入れをせざるを得ないというふうに私は考えております。でき

るだけこちらの希望する瞭種を検討して採用をしていきたいというふうに

思っておる段階でございますので、ご理解をいただきたいというふうに思

います。

なお、一般職の採用を抑えておるということもありますので、大体今年、

62年、 63年を見通した形でこの国鉄職員の受け入れについて踏み切ってま

いりたいというふうに考えておる次第でございますので、ご理解をちょう

だいいたしたいと思います。

その他の件については、部長の方からお答えをさせていただきます。

〇議長（訓罰也男君） 建設部長。

〔建設部長（島内清治君）登壇〕

〇建設部長（島内清治君） 清掃工場への進入路の整備についてのご質問

にお答えさせていただきます。

ご指摘の四日市鈴鹿環状線は、本市を縦貫いたします環状線として、ま

た北部清掃工場や北部墓地公園への連絡路として重要な路線であります。

したがいまして、この道路の整備につきましては、急務であると考えてお

ります。

また、この道路の整備につきましては、去る59年12月の議会でもご質問

をちょうだいいたしておるのでございます。その後の経過といたしまして

は、この未改良区間、延長にいたしまして 350mあるわけでございますが、

この整備につきまして、議会終了後、また毎年、年度当初に、県土木事務

所と協議会を実施いたしておりますその席上で、これは正確に言いますと、

60年5月28日、それから61年6月2日と、これが土木事務所との協議会の

日にちでございますが、その席上、さらには県の予算編成時に合わせまし
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て、県土木事務所の方に強く要望してまいりました。その結果、本年度よ

り未改良区間の整備に着手していただけることになったわけでございます。

既に現況測量も終わりました。引き続きまして実施計画を作成中でござい

ます。また、市といたしましても、一部の地区の代表者に協力方の要請も

行っております。今後でございますが、実施計画ができ上がり次第、地権

者と具体的な協議を進めてまいる所存でございます。市といたしましても、

県当局に対しましてこの事業が円滑に進められるよう協力もしながら、一

層の努力を払ってまいりたいと考えております。

なお、この事業につきましての経過報告につきまして至らなかったこと

をおわび申し上げるとともに、今後の施行につきまして、関係地区住民と

密接な連携をとりながら意思の疎通を図ってまいりたいと考えております

ので、よろしくご理解を賜りたいとお願いを申し上げます。以上でござい

ます。

〇議長（訓覇也男君） 片岡助役。

〔助役（片岡一三君）登壇〕

〇助役（片岡一三君） 大矢知地区市民セソターに関して4点ほどご質問

をちょうだいいたしましたので、順次お答えを申し上げたいと存じます。

まず、第1点目の大矢知地区市民セ｀ノターの文化遺産としての価値につ

いてどうかということでございますが、我が国におきまして、明治、大正

時代に西洋の建物を模倣してつくられました、いわゆる擬洋風といいます

か、こういった近代的な建築物が、老朽化や効率が悪いという理由などに

よりまして、現在全国的に取り壊されているというふうに聞いております。

この建物につきましてでございますが、 5年ほど前に日本建築学会東海支

部におきまして、東海4県で 210の建物を選定いたしまして、 「東海の近

代建築」として取り上げておりますが、本市の関係分では、ご承知の亀山

製絲の室山工場と、それからご質問にございました旧四郷地区市民セソタ

一、それから諏訪公園にございますもとの市立図書館、それから富田浜病
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院、この4つの建物がリストアップされているだけでございます。

そこで、この大矢知地区市民セ｀ノターは、昭和 6年に建てられたもので

ございまして、建築物といたしましては比較的新しいものというふうに考

えられます。それで、過日、本市の文化財調査会の専門委員の方にご意見

を内々拝聴いたしましたところ、文化財の指定につきましては、やはり建

築年度等から難しいんではなかろうか、また保存の必要性につきましても

否定的な感触を得ているところでございます。しかし、 50有余年にわたり

まして大矢知村役場庁舎として、また旧出張所、地区市民セソターとして

地域の方々に親しまれ、また住民の方々の愛着もひとしおかと存ずるとこ

ろでございまして、過日も大矢知歴史研究会の方々からこの建物の現状保

存についての要望書を私どもちょうだいしたところでございます。

しかしながら、お尋ねの文化遺産としての価値はどうかとなりますと、

ただいま申し上げたような状況でございます。ご理解を賜りたいと存じま

す。

それから、 2点目の修繕費の問題でございますが、ご指摘のとおり非常

に老朽化をいたしております。特に基礎、土台部分の腐食が進んでおりま

すし、屋根、外壁等も相当傷んでおりますので、全面的な改修が必要かと

思われます。利用方法によって若干の増減はあるかとも思いますが、試算

をいたしますと、大体 4,000万円程度の経費がかかるんではなかろうかと

いうふうに考えられます。

また、必要経費、地元ゼロでというお話もございましたが、この維持管

理費でございますが、これもまた利用目的によって若干差はございますが、

旧四郷地区市民セ‘ノターの現在の郷土資料館としての維持管理費、必要経

費といいますのは、光熱水費が年間 5万円程度かかっております。それか

ら、地元負担ということもあろうかと思いますが、まず市の指定有形文化

財として保存する場合は、当然市がこの維持管理費を負担することとなっ

ております。これを、例えば郷土資料館として活用する場合でございます

-113-



と、その資料館の運営に係る直接的経費は地元でご負担願う、こういう原

則となっております。ただし、文化財指定のない建物を地元の痴土資料館

としてお使いいただく場合は、修繕費なり運営費、管理要、すぺてを地元

でご負担いただくと、こういうことになっているところでございます。

それから、旧四郷地区市民セ｀ノターの活用状況でございますが、 58年11

月に郷士資料館として開館をいたしておりまして、毎月第 1水躍日を開館

日としております。ただ、事前に申し込みがあった場合は、団体等につき

ましては随時公開をいたしておるということでございまして、本年 8月末

現在で約 3,200人の来館者を数えておりますが、 3年間で 3,200人ですか

ら、単純に割りますと 1年で大体 1,000人ということになろうかと思いま

すが、この半数は地区住民の方でございます。以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 古市元一君。

〔古市元一君登壇〕

〇古市元一君 ご答弁、どうもありがとうございました。

1点目の北部埋立処分場の跡地利用につきましては、現時点においてこ

れ以上の詳細な利用策定を求めても無理かと思いますが、昭和55年6月誤

会で私が、うちの会派がちょうどこれに見合うべき施設を視察に参りまし

た、これは川崎市の市民プラザでございますが、このプラザの内容をここ

で説明申し上げ、そういうようなものをつくったらどうかという質問をい

たしました。市長も幸いその川崎市の市民プラザをご見学に行かれまして、

「大変感銘を受けたので、ぜひああいうようなものを四日市市民の生涯教

育の場としてつくっていこう」と、こういうようなご答弁をいただいた覚

えがございます。その後、今ご答弁によりますると、あさけプラザができ

上がった、したがってその当時構想を描いておったいろんな施設について、

あさけプラザで併用できるものはその場で活用していこうと。したがって、

そのあさけプラザにない設備をこの埋立跡地につくっていこう、それは、

運動広場として本格的な利用を求めていきたい、こういうふうにおっしゃ
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ってみえたと思いますが、それで結構でございますし、また財政的にも非

常に窮屈な時期でございますので、その点も十分勘案されまして、今後基

本計画なり甚本構想の一つとして取り上げていっていただきたいというこ

とをお願い申し上げます。

それと、ついでにと言っては申しわけないんですが、今仮設備として4

面ほどグラウソドをつくっていただいておりますけれども、この場で申し

上げるようなことではないと思いますけれども、要望として強くお願いし

ておきたいことは、あの4面の広場の中に、設備として非常に不備な点が

ございます。その 1つは、水道がない。いま 1つは、トイレが完備されて

いないということでございます。トイレについては、男性の方はその辺で

振っておけばいいという問題もありますけれども、女性に至ってはそうは

いきませんので、私は振ったことを見たこともございませんが、コソニャ

クのてんぷらと、何か細かく動くということだそうでございますが、細か

く動いて、長い列をつくって自分の番を待っている女性の姿を見ると、ひ

とつ何とかしてやってもらいたいという希望がございますので、ぜひ、本

格的な便所はなおさら結構でございますが、それまでいかなくとも、今の

設備の便所をもう 2つ、 3つつくっていただいて、それで距離的にももう

少しグラウソドに近いところにつくっていただきますことを強く要望いた

しておきます。これはご答弁は要りません。

それから 2番目に、進入道路についてでありますが、今、建設部長の

お話では、随分とご努力なさっておるということでごさいますので、なぜ

それだけ努力をしておるんならば、きめ細かに関係住民なり、質問した私

にも報告さえしてもらえば、二度とこういうことをやらなくても、貴重な

時間を割かなくてもいいということも考えられます。今の答弁の中では、

61年度から実施と言われましたけれども、 61年度、あと残すところ 7カ月

しかありませんよ。この 7カ月の中で、地権者という言葉を使われました

が、地主との折衝をこれからやるんじゃなかろうかと思います、今計画を
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した段階だと申しますので。したがって、ここで私が憂慮する点は、せっ

かく計画をした、着工するように予算もとった、ところが、地主が言うこ

とを聞いてくれなかったのでどうにもなりません、と言ってまた逃げられ

るような感がしてならないわけです。したがって、そういう点は大丈夫か

という点。それからいま一つ、地区代表者と折衝という言業を使われまし

たけれども、地区と申しますと、坂部の方も地区だろうと思いますが、垂

坂の方もこれは完全な地区でございます。したがって、地区代表の、垂坂

なら垂坂の代表、自治会長だろうと思いますけれども、そういう方々に一

体どういう連絡をしておるのか、いま一度この 2点について、この問題に

ついてはご答弁を求めます。

それから、国鉄分割・民営化に伴う余剰人員につきましては、市長のお

考えは了とできました。受け入れに踏み切らざるを得ないというふうに理

解をいたしましたけれども、受け入れをする場合に、問題になる点がた＜

さんあるのではなかろうかと思います。過日、愛知県と、それから岐阜県、

滋賀県、三重県の町、市、県の国鉄に関係のある議員の研修会がございま

した。したがって、私もその研修会に出席をしたわけなんですが、そこで

いろいろと問題になったんだけれども、大きく問題になった 1つは、自治

体で国鉄職員の受け入れをした場合に、地域住民を、市なりあるいは町へ

採用する場が非常に狭くなるということから、関係住民の説得と申します

か、そういうような対策が非常に重大だということと、あわせてこの中に

は、瞭員団体との対応も含まれておるという点を十分認識願って、そうい

う点に対するお考えをひとつ示していただきたいということ。

もう 1つは、国鉄職員を採用する場合の応募についてでありますが、こ

れは国鉄のお家のことであって、とやかく申し上げる筋合いはないとは思

いますけれども、今国鉄の中は幾つかの職員組合に分かれております。し

たがって、この幾つかの職員組合の特定の組織の組合員の中からのみ応募

者を決めるというようなことではなく、国鉄から自治体の方へ応募したい
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という希望者は、これは資格条件にかなった者でございますけれども、全

員応募させるべきであるというふうに考えますし、また国鉄当局あたりで

は、自分の方でその採用決定を決めて、そして各自治体の方へそのまま採

用させようとしておる向きもあるわけなんです。したがって、仮に四日市

市に際員として採用する場合は、その資格条件なり最終決定は、あくまで

も首長である市長がすべきであろうと、このように私は考えておりますし、

またこれは当然であろうと思いまするが、そういう点についても、もう一

度市長のご所見をひとつお聞きしたいというわけでございます。

次に、大矢知地区市民セ｀ノターについてでありますが、この問題は、ま

だ今後 1年余り先のことでもありますし、また地区自治会といたしまして

も、最終結論を出していないというようなことでございますので、今後進

むに当たって、恐らく地区の関係機関も何らかの結論は出していくものと

私は思いますが、その過程なり、あるいはその場において、またいろいろ

と問題も起きてくるんじゃなかろうかと思います。その起きてきた時点時

点において、私は幸い総務委員会に所属いたしておりますので、私の所属

する委員会等でもひとつまたお尋ねするということにいたしまして、この

地区市民セソターの答弁についてはこれで了といたしたいと思います。

今申しました2点について、もう一度ご答弁をお願いしたいと思います。

〇議長（訓覇也男君） 建設部長。

〔建設部長（島内清治君）登壇〕

〇建設部長（島内清治君） 再質問についてご答弁申し上げます。

残された期問が 7カ月程度であるので、地元の権利者との話し合いがう

まくいくのかというようなご質問でございます。地主の概要でございます

が、公図で調査いたしましたところ、大矢知、三重地区がそれぞれ4名、

それから市内に在住してみえる方が 5名、県外にみえる方が15名、これ筆

数にしますと10筆でございますが、 15名みえるわけでございます。合わせ

ますと、 23筆の28名と、こういうことになるわけでございます。この方々
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につきましては、いわゆる公共事業を行います場合、まず改良計画案を作

成いたしまして、これに基づきまして地元権利者の方々にいろいろご招カ

を願うようにご説明も申し上げ、ご協力をお願いするわけでございますが、

そういったことで、先ほども申し上げましたように、現在計画案の作成と

いうことで、近々地元の方におりて説明も行っていきたいと、このように

考えております。しかし、先ほど申し上げましたように、県外が非常に多

うございます。主に名古屋の方が多いと聞いておりますが、名古屋の方に

も走ったり、いろいろするというようなことで、非常に楚しい面もあろう

かと思いますが、これにつきましては、県と市も一体となって全力を挙げ

て取り組んでいきたいと考えておるわけでございます。

それから、関係いたします代表者にというようなことでございますが、

これにつきましては、いわゆるこの未整備区間から南の方でございますが、

延長にいたしまして 270m、この区間につきましては、 51年から56年にか

けまして工事が完了しておるわけでございますが、それから先 370mが未

完了と、こういうことでございますが、地元の方に行きまして話をしたと

申しますのは、いわゆる第 1期工事といいますか、この 270m区間におい

て、当時どのような話し合いがなされたのかと、あるいは既に用地が買収

された区間があるのではないかというような考えのもとに、完了いたして

おります三重地区の代表者に事情をお尋ねするとともに、あわせまして今

後の事業の促進のお願いを申し上げたと、こういうことでございます。以

上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 国鉄職員の受け入れの場合の幾つかの問題点があ

るわけでございますが、基本的には受け入れ者の決定ということは、当然

市長が選考して受け入れるという方向で私は考えているわけでございます。

なお、可能な限りこちらの希望職種についての意見を通してまいりたい
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というふうに考えておりますので、ご理解をちょうだいしたいと思います。

以上でございます。

〇議長（訓罰也男君） 古市元一君。

〔古市元一君登壇〕

〇古市元一君 国鉄余剰人員の受け入れにつきましては、加藤市長の決意

がよくわかりました。その線でぜひひとっ進んでいただきたいということ

をお願い申し上げます。

さらに、進入道路の件につきましては、もうこれ以上追求しても、工事

は明日から始まるというわけでもございませんので、これ以上の追求はや

めますけれども、ぜひ建設部長、あなたがおっしゃったこの28名、 23筆の

地権者の方々とも十分今後折衝し、県当局へも引き続きご努力をしていた

だきまして、地域住民が切に望んでおる道路整備については、一日も早く

完了していただきますことを強く要望いたしまして、終わります。

どうもありがとうございました。

〇議長（訓翔也男君） 暫時、休憩いたします。

午前10時51分休憩

午前11時9分再開

〇議長（訓罰也男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

山本勝君。

〔山本勝君登壇〕

〇山本 勝君 通告が三重地区の、しかも諸問題ということになっており

ますので、何が出てくるかわかりませんけれども、その点はあらかじめご

承知願いたいと思います。

私も、本年 1月で議員活動20年になります。これを機会に20年間壇上で

発言してきたことを本にまとめてみまして、発言記録をしました。こうい

う本が 5冊までできたわけでございますが、それでまとめたものを一度振
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り返って、中身を読み返しつつあるところでございますが、その中で、特

に56年の 3月議会で、今北勢公設地方卸売市場の市場長をしております水

谷和一君が環境部長当時に、ここで下水道問題、•特に浄化槽問題についてい
ろいろやりました。そのときの話の内容がどうもそのまま実行されておら

ぬ。そこで、三重地区のということで出てくるわけでありますが、来年選

挙でございますから、若干選挙対策ということも含んでおりますけれども、

三重地区の会合でいろんな問題が出てまいりますと、必ず出てくるのが、

この下水処理の問題であります。

それで、先仕ど申し上げましたように、 56年にここで討論をしたこと、

あるいはさらにさかのぼって坂部団地、三重団地を造成した当時のことを

振り返ってまいりますと、どうもその当時話し合われた内容がいまだに解

決されておらぬ。答弁の締まりは、北勢沿岸流域下水道ということになっ

てまいりますけれども、昨日の答弁でもありましたように、 63年、 64年、

その時期になってすら一部だけしか稼慟しないんだと、これでは三重地区

は一体どうなるんかということを大変危惧しております。そういう意味で、

少しさかのぼった話になりますけれども、若干質問をしてみたいと思いま

す。

諸問題ということでありますけれども、どうしても下水問題ということ

に絞られてまいります。その他たくさんあるわけでございますけれども、

それをここでやっておりますと時間もありませんし、膨大な項目になりま

すので省略をいたします。下水に絞りました問題について質問をし、あと

1点ほどはお願いをしておきたいと思います。

昭和41年に坂部団地が計画されたとき、現在の坂部が丘一丁目でありま

すが、既に開発をされておりました。そこで、現在の二丁目以降が開発さ

れるに当たりまして、一丁目の下水処理について地元からの要望として、

「一丁目も含めた下水処理場を坂部団地の開発のときにはやってほしい。

さらには下流地域の下水対策も」ということであったのでありますが、開

-120-

発公社と話し合った結果は、 「現坂部浄化セ｀ノターの収容できる容呈で建

設をしたいc 収容につきましては、坂部団地が完成後できるだけ早い機会

に統合をしたい」、こういう話であったと思います。

ところがその後、開発公社の都合で現在の坂部が丘五丁目が開発公社の

手で直接分譲される当初計画が変更されまして、県の住宅供給公社の方に

委譲されましたc 現在のように区割りが細分化され、さらには雇用促進住

宅ができました。そのことによって坂部浄化セソターが戸数、人口が増え

たという理由で、開発公社の手で開発する分だけでもう満杯でございます

ので、一丁目の皆さんの分は収容ができなくなりました。それではどうし

てくれるんかということで、当時既に計画されつつありました北勢沿岸流

域下水道の話が出てまいりました。今年は昭和61年でありますけれども、

当時の話としては、昭和60年か61年にかけて完成をする北勢沿岸流域下水

道につないで、そこで処理ができますので、それまでひとつご辛抱をと。

それまでの一丁目の集中浄化槽の面倒につぎましては市の方で見させてい

ただく、こういうことであったと思います。それが証拠に、坂部団地の下

水処理場が完成してから二、三年間は、一丁目の集中浄化槽の汚泥処理等

を市の方が分担をしてやりました。

そうこうしておりますと、坂部が丘の二丁目以降の下水処理がいわゆる

公共下水道区域に編入されまして、下水道料金が徴収されました。そのと

きに市の下水処理場に加入をしていない一丁目まで下水道料金を徴収され

ました。処理場を使っておらぬのに、下水道料金を取るというのはどうい

うことかということで指摘しましたところ、過ちに気がつ含まして、あわ

てて下水道料金を徴収した分を一軒一軒返していったことがあります。こ

れは坂部が丘一丁目にいまだに語りぐさになっている問題であります。

今申し上げましたように、坂部浄化セソターをつくるときには、直接開

発公社の手で開発されなかった一丁目の分も近い将来には統合するという

ことは、今申し上げましたような事情をお聞きいただければ、証拠立てる
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ことができるんじゃないかと思います。現在坂部が丘一丁巨の方々は、い

まだに北勢沿岸流域下水道に統合されるんだ、接続されるんだ、こういう

望みは捨てておりません。一体、いつになったら実現するんだろうな、こ

ういうことで期待をしているわけでありますが、反面、集中浄化槽の施設

は年々老朽化してまいります。流域下水道に接続されるのであれば、それ

が近いんであろうから大修理はやめて小修理に抑えておこう、もちろん大

修理をすればそれだけ負担が大きくなるわけでございますので、小作理で

抑えておこうということで現在に至っておりますが、それすらも既に限界

がきております。もうそろそろ接続してもらってもいいんじゃないか、こ

ういうのが坂部が丘一丁目の皆さんの声であります。

さらに三重団地に触れますけれども、三重団地の開発時にも、三重団地

ができればその周辺も開発されてくるだろう、既に生桑地区なり小杉地区

からは、いわゆる浄化槽からの排水で農業用水が汚濁されて困っておる、

それらの解決も含めて三重団地の下水処理場をつくってほしいんだ、こう

いうことで当時、開発公社と話し合いました結果、当初の計画では海蔵川

と矢の根川との合流点、吹尻橋、そこに下水処理場をつくる計画であった

のを、野田町の皆さんには大変ご迷惑をおかけしましたけれども、現在の

中部浄化セソターの位置に建設されることになりました。なぜ今の野田の

中部浄化セソターの位置まで持っていったかということは、三重団地から

あの位置まで行くまでには、生桑地区なり野田地区を通るわけであります。

だから、周辺の下水処理をその下水管に接続をしさえすればいいんではな

いか、こういうことであったはずでありますけれども、いまだにそのこと

が実現されておりませんし、事務当局に聞きますと、 「中部浄化セソター

に接続しますと、それだけの能力がございません。用地を拡張して施設を

増設しないことには」ということであります。 「それでは財政的にももち

ませんし」ということでありますが、当初言われておりましたように、近

い将来には北勢沿岸流域下水道に接続をする、ここでもこの問題が挫折し
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ておるわけであります。こういうことで、三重団地の周辺で区画整理組合

が市の指苺でできまして、整備がされつつありますけれども、すべて汲み

取り方式であります。これは自治会が水洗化に同意をしないからというこ

とであります。

しかし、よくよく調ぺてみますと、自治会が同意をしない、だから建築

確認では汲み取りになっておりますけれども、でき上がった、あるいはそ

の二、三カ月後を見てまいりますと水洗化になっているわけであります。

建物を建てたときは確かに汲み取りであったものが、その後無断で自治会

の承諾も同意もなしに水洗化されている、浄化槽が設置されている、こう

いう実例がたくさんございます。これは、単に三重地区だけの問題じゃな

いと思います。市内全域にわたってそういう問題があると思います。

最近の建築指導課の指導は、議員の皆さんからも時々お聞きしますけれ

ども、非常に厳しい。私はそのことは結構だと思うんですけれども、建築

した後、知らぬ問に水洗化され、浄化槽が設置されている、そこまで市の

方はなぜ調査し、点検し、管理をしてくれないのか、このことが56年3月

指摘している問題であります。

昨日、建築指導課へ行きまして、 「建築確認の用紙をくれ」と言いま

したら、 「ここにはございませんので、売店へ行って、買ってください」、

350円出して、売店で買ってまいりました。そのこと自身もちょっと不思

議に思うわけでありますけれども、 350円惜しくございませんので、売っ

てもらって結構ですが、なぜ建築指導課で直接その場で売ってくれないの

か。その書類を詳細にわたって調べてまいりますと、便所の欄に「汲み取

り、水洗」その項はあります。ところが、 「水洗にした場合、同意書を添

付すること」とかいう文はどこにもないわけであります。またもう一度建

築指導課へ行きまして、 「肝心なものが抜けておるんやけど、くれないか」、

「いや、それは法的には正規のものでございませんので、様式がございま

せん。浄化槽排水の地元自治会の同意書の様式でありますけれども、法的
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に決められておりませんので、役所でいうところの建築基学法控行茫臣、

この中にも規定されておらないので、その用伝がございません」、それで

はということで、建築業者が自発的につくっている様式をもらってまいり

ました。

そんなことをなぜ役所がしなきゃならぬのか。 「廃棄杓の処理及び清控

に関する法律」、この法律を見てまいりましても、市町村長の許可があれ

ばできることになっているわけであります。その市町村長の許可が愛知県

と三重県と違います。愛知県を見ますとありません。三重県へ来るとある

わけであります。ただしましたところ、三重県は、三重県浄化拷巴会のし

尿浄化槽調書、これによってこの同意舌が要るんだと、こういうことであ

ります。

そこで、もう一歩突っ込みまして、私は尋ねたわけであります。 「四 E

市は、建築指苺課があって、三重県から独立をしたはずだ。四 E市の独自

性を生かして四日市独自でできる、こんな同意害をつけなくても建築確認

をおろすことはできないのか」と言いましたら、 「これもできぬ」という

ことでありますけれども、そこまでで話はやめてまいりましたけれども、

そういう難しいことをやっておりますと、先ほどもちょっと言いましたよ

うに、自治会にも内緒で、役所にも内緒で、浄化槽をつけている、こうい

うのが年々増えているんじゃないかと思います。業者はいろんな浄化槽の

種類のパソフレットを持ってまいりまして、宣伝にまいります。特に、農

村地区へ参りますと、昔の大きな便槽から簡単にできる方法ということで、

恐らく役所も知らぬことだと思いますけれども、役所の許可なしに宣伝に

参ります。話を聞いておりますといとも簡単にできる方法であります。し

かし、設置された後は水洗便所と同じ結果が出るわけであります。そうい

うことを役所のどこで点検をしてくれるのか、これは役所に無届、無許可

であります。もちろん自治会も知りません。そういうことを一体どこで点

検してくれるのかということを、私は改めてお尋ねをしたい。
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今申し上げましたことは繰り返すようですけれども、 56年3月に申し上

げましたc 既に 5年以上怪過をしておるわけでありますけれども、その後

一向にどこかの地区でモデル的にやられたということも聞いておりません。

少なくとも、どこかー地区でもモデル的にまずやってみたらどうか。今度

提案されております第三セ クターの設置の問題があります。そこでの業務

にならないのかということも私は考えてみます。担当常任委員会の方で一

度審査をしていただきたいと思いますけれども、何とかもう少し徹底した

方法ができないのだろうか。そういうことをしないと、田舎の人は素朴で

す、三重団地つくるときには、あるいは坂部団地をつくるときには、市の

団地開発に協力しておけぱ、いずれは自分たちの住む現在地が少しでもよ

くなるだろうと、こういう淡い期待を持って協力してきたはずであります。

そのために買収単価も安かったと私は記憶しております。そういう素朴な

住民の希望にぜひともこたえてやっていただきたい。私は、そのことを声

を強くして申し上げたいと思います。

ここで三重地区ばかりのことを申し上げておりますと、ほかの地区の皆

さんから怒られますんで、それはそれなりにやっていただく必要がありま

すけれども、今申し上げましたことは素朴な旧地主の声でありますので、

十分に理解をしていただきたいと思います。

今申し上げましたのは、三重団地で抱えております下水問題だけに絞り

ました。次にお願いすることは、地区市民セソターの拡張用地の問題であ

ります。

8月21日に書留配達証明で手紙が出されました。議員の皆さんにもこの

際詳細にわたって知っておいていただくために申し上げますけれども、今

から三、四年前に、現三重地区市民セ‘ノターの田んぼ 1枚隔てた隣の土地

が不動産屋から売りに出されました。現在の地区市民セソターの駐車場用

地が狭い、確かに狭いわけであります。この問も市職員の健康診断用のレ

ソトゲ‘ノ車が地区市民セ‘ノター駐車場の真ん中にとまっておりました。そ
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のために相当のスペースが、車の台数にしますと六、七台分だったと思い

ますけれども、とめられなくなりました。私もそういうことを知らずに入

っていきましたら、あぺこぺにそのレ‘ノトゲ｀ノ車の埋転手から怒られまし

た。「こんなところへ入ってきたら困るんじゃ」、「困るんじゃ」と言われて

も、とめるところがないほど駐車場に困っているわけであります。やむを

得ず駐在所に言いまして、パトカーの駐車場を借りて、 「ここへちょっと

とめておくでの」ということで用は済ませたわけでありますが、事ほどさ

ように現在の三重地区市民セ｀ノターの駐車場が狭いわけであります。その

ために拡張をということで、地元からも市の方に要望いたしまして、先ほ

ど申し上げました土地を買いました。 1枚雄れておりますから、確かに不

便であります。しかも、まだ田んぽのままでございますので、何とかこれ

を直接隣接する土地に替えたいわけであります。そのために昨年から隣接

地の地主さんに「田んぼを交換してくれぬか」、 1年かかりましたけれど

も、ようやくその話がまとまりました。

ところが、いざ工事になる場合には、田舎のことですからいろいろあり

ますけれども、特に隣地との立ち会いをしなけりゃなりません。それで、

地区市民セ｀ノターの現在地から 2枚離れた、いわゆる交換をしてもらう土

地の隣接地ということになりますけれども、そこの地主さんに境界立ち会

いをお願いに行きました。そのとき、先ほど質問しました下水問題がまた

出てまいります。 「一体、下水問題をどうしてくれるんや。そのこと解決

してくれないのに、なぜ立ち会いに行かなきゃならないのか」と、こうい

う話であります。今日現在もその話は進行しつつあります。私も夜遅くま

で話し合いに行っているところでございますが、 8月21日に出されました

書留配逹証明、信書の秘密でありますから、その文面を私は見ておりませ

んけれども、中身を見てまいりますと、 「8月いっぱいに立ち会いの日に

ちを返事くれ」、そういう内容になっておるわけであります。そのあとは

はっきり書いてないわけでありますけれども、もう既に 8月いっぱいは過
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ぎましたc 現在話し中ですから、いつ幾日に立ち会いに行きますからとい

う返事は行っていないはずでありますが、今日もう既に 9月17日です。話

がうまくいって今月中、こじれますと10月にまた入るんじゃないかと思い

ますけれども、配逹証明付きで出されたという市の行為を見ております

と、そこに古かれておることに反した場合は、次には何が出てくるんかな

ということを私は心配しましたc 市の言うことを聞かぬのだからというこ

とで、告発、告訴、裁判、こういうことにもなりかねないというような気

がするわけであります。

しかし、再三言っておりますように、地区市民セ‘ノターが中心になりま

すe 地元の方でも今努力をしている最中でございますので、今申し上げま

した告訴、裁判、そういうことのないように目を開いておっていただきた

い。このことを私はこの場を借りて、こんなことを一般質問で言うべきこ

とではないかとも思いますけれども、お願いをしておきたいと思います。

以上で質問を終わりますが、特に前段で申し上げました下水問題につい

て、坂部団地ができた当時はまだ加藤市長、助役にもなっていなかったん

ではないかと思います。 20年も議員をやっておりますと、私も 3代の市長

につき合いをしてまいりました。その当時の方にここで責任を追求しても

始まりませんので、現市長そこはやむを得ない立場ということでご理解を

していただいて、ご答弁を願いたいと思います。

〇議長（訓罰也男君） 下水道部長。

〔下水道部長（前川鉦一君）登壇〕

〇下水道部長（前川鉦一君） ただいまご質問のございました第 1点目の

坂部団地、三重団地造成時の問題と、流域下水道の整備につきましてお答

えを申し上げたいと思います。

ご指摘のございました坂部が丘一丁目の集中浄化槽の坂部浄化セソター

への統合の問題につきましては、坂部浄化セソター建設当時、坂部が丘一丁

目の方々から強いご要望があったということはお聞きをいたしておるわけ
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でございますが、坂部団地の造成資金に住宅金融公庫の融資を受けたとい

ったこともございまして、団地以外の汚水を坂部浄化セソターに受け入れ

ることが非常に難しかったこともございまして、実施に至らなかったと聞

いておるわけでございます。その後、再度統合につきましてのご要望もござ

いましたし、また三重団地の造成に当たりまして、団地周辺地区の方々から

下水道整備のご要望もございましたが、当時といたしましては、まずはと

りあえず三重団地を対象とした処理場を建設するということになりまして、

野田地内に現在の中部浄化セソターを建設いたした次第でございます。

その後、昭和48年に至りまして、国、県の施策として流域別下水道整備

総合計画、いわゆる流総計画が出てまいったわけでございまして、この計

画の策定に入ったわけでございますが、流総計画はご存じのように、川や

海などの公共用水城の水質の保全・浄化、こういったことを目的としたも

のでございまして、昭和51年に計画策定を完了いたしたところでございま

す。したがいまして、当地区はこれまでの下水道に対する要望経過もござ

いますので、この流総計画に甚づきまして北勢沿岸流域下水道北部処理区

に位置づけられ、整備をする計画となってまいったわけでございます。

北勢沿岸流域下水道は、これまでにもご説明を申し上げてまいったわけ

でございますが、当初昭和51年度から 7カ年の計画で北勢地域2市2町の

一部を第 1期計画として実施する予定でございましたが、処理場の建設に

当たりまして種々問題が生じてまいりましたため、その解決に年月を要し、

やっと57年に至りまして第 1期計画に着手する運びとなったものでござい

ます。しかしその後、公共投資の抑制など、国の厳しい財政事情の中、事

業が進められてまいったわけでございますが、四日市地域におきましては、

幸い重点的な投資が行われてまいりましたため、昭和63年度には富田、富

洲原地区の一部におきまして、供用開始ができる見通しとなってまいりま

したので、本市といたしましても、現在関連公共下水道の整備に鋭意努力

をいたしているところでございます。
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ご存じのように本市は、去る昭和49年、それに51年と、相次いで集中豪

雨に見舞われまして、未曽有の水害を受けたことから、 51年に議会におき

ましても常時浸水地域の早期解消の決議がなされまして、以来市政の重要

施策といたしまして、市民の生命・財産にかかわる浸水区域の解消を図る

ために、臨海部市街地を重点に、公共下水道、都市下水路の両面にわたり

まして、年々巨額の投資を行ってまいっているのが現状でございます。

当地区の下水道計画につきましては、現在のところ流域下水道の第2期

計画以降ということになっておりますが、昭和63年度には県の流総計画が

見直される予定でもございますので、当地区の汚水を排水する四日市幹線

が、できるだけ早い時期に内陸部の方へ延長されるよう、市といたしまし

ても、国、県に対しまして、さらに強力な運動を行ってまいる考えでござ

いますので、ご理解賜りますようお願いを申し上げる次第でございます。

以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 環境部長。

〔環境部長（鵜飼滋君）登壇〕

〇環境部長（鵜飼 滋君） 浄化槽の設置の問題に関連をいたしまして、

幾つかご指摘をいただいたわけでございますが、先ほど山本議員の方から

もお話がございましたように、浄化槽が大変普及をしてまいりました。し

かし、必ずしもその浄化槽が適正に維持管理をされていないという実態が

ございます。その結果、水質の汚濁等の原因にもなっているわけでござい

ます。

現在四日市の市内におきまして、浄化槽は約1万 7,600基設置されてい

るわけでございまして、その中には推定でございますけれども、約 2,000

基の無届の浄化槽があるわけでございます。これらの浄化槽の設置につき

ましては、先ほど山本議員の方からもお話がございましたように、建物の

新築に伴うものにつきましては、建築基準法でもって処理がされるわけで

ございます。それ以外のものにつきましては、浄化槽法によって取り扱わ
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れることになっているわけでございます。

浄化槽の維持管理につきましては、ご承知のとおり、法定検査でござい

ますとか、あるいはまた保守点検、定期清掃等、そういったことが浄化棺

法に基づいて義務づけられているわけでございまして、こういったことに

対する指導なり、あるいはまた改善等につきましては、直接的には都道府

県知事の権限でございます。が、少なくとも浄化棺が適正に推持管理され

るために、私ども市といたましては、今日まで保健所とも十分連携をしな

がら行政指導をしてまいっておるわけでございますけれども、先ほどご指

摘がございましたように、必ずしも浄化棺そのものが適正に維持管理され

ていないという実態がございます。したがいまして、こういったことに対

しまして、私どもといたしましては、大変申しわけないわけでございます

けれども、そういった無届の浄化槽についてはまだ十分に実態を把握いた

しておりませんので、今後できるだけ早い時期に、無届によって設匠をさ

れております浄化槽についての実態を把握してまいりたいというふうに思

っているわけでございます。

同時にまた、今山本議員の方からもご指摘がございましたように、今後

そういったご指摘の問題も踏まえて、保健所と協議をいたしながら具体的

な指導なり、あるいはまた改善措置がとれるように最善の努力をしてまい

りたい、そんなふうに思っておるわけでございますので、ご理解を賜りた

いというふうに思うわけでございます。

なお、地元同意の問題につきましてご指摘がございました。地元同意の

問題につきましては、ご承知のとおり、市内の各地でこういった問題につ

いて、放流水でトラプルが起こっているわけでございます。そういったこ

とに対しまして、私どもといたしましては、関係の自治会長さんでござい

ますとか、あるいはまた用水関係者の方々の同意をいただくという、そう

いった行政指導を行っておるわけでございますので、その点につきまして

は、ご理解を賜りたいというふうに思っておるわけでございます。以上で
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ございます。

〇議長（訓罰也男君） 山本 勝君。

（山本勝君登壇）

〇山本勝君 今日の質問に、最初は小さな項目で四、五点挙げてあっ

たわけでありますが、皆さんに発表しておきたいと思いますけれども、通

告してからその解決の見通しがつきました。ついたものが省略してござい

ます。一面では「うれしいことだな」と思いますけれども、一面では「何

じゃ」と、こういう気がしてなりません。やろうと思えばやれるんじゃな

いですか。そういうことがたくさん三重地区ばかりじゃなくて、他の地区

にも山積していると思うんです。まぽろしでも何でもありませんけれども、

一般質問で「こういうことをやるよ」と言うと、そんなことを質問された

ら困るんで、 「何とか今年じゅうにやりますから」こういうことになって

きたわけであります。それでは果たして市民のための行政なのか。

しかも、もう 1つ言えることは、私は先ほど20年間を振り返った記録の

話をしました、どうもこの壇上で質問したこと、あるいは理事者の方から

前向きの答えをいただいたことすらもいまだに実行されていないというこ

とは、議会を形骸化しておりはせんのか。ここで返事をした以上は、やる

ものはやるんだ、やれないものはやれないんだという区別だけははっきり

つけておかないと、市長困りますよ。その点は、市長やっぱり英断を持っ

てはっきりと言うべきだと思いますよ。そんなご機嫌とりのような、やれ'

るのかやれないのかというあいまいな期待を持たれるような、そういう

回答じゃなくて、私はやれないものはやれない、やれるものはやれる、俗

に言うイエスかノーか、やっぱりこういう答弁があってしかるべきじゃな

いかと思います。下水問題に絞って先ほど質問しました。下水道部長、こ

れ答弁に困るだろうなということは、私も予測していました。やはり予測

したとおりの答弁しか出ません。出ないのはこれやむを得ません。それ以

上いい返事をしようと思えばうそを言うたことになりますから、私は先ほ
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どの答弁で了解しますけれども、だけど衷境部長、どういう方法で謂べら

れた結果か、無届の水洗便所が 2,000基と、こういう数字が出てきたか知

りませんけれども、私は、この数宇はまだまだ少ないんじゃないかと思い

ます。

私は56年のときも言っておりますように、よその地区のことは言いませ

ん。三重の地区なら三重地区をひとつ、調査対象地区にしてずっと一退謂

べてみなさいよ。三重地区だけでも何百軒とあるはずです、改造も含めて

いきますと。そういうことを調査して、しただけではだめですから、調査

した後の点検、監視、それを一体どうするのか、このことをはっきりとやっ

ぱり僕は示してもらいたいと思います。浄化拷法によって、あるいは県の

細則によって放流水の関係があるからということで、地元同意がとられて

おりますけれども、これにしても本来なら役所がしなきゃならない行政の

はずなんであります。そういうところに逃げてもらっては困るんでありま

す。そのことだけ強く言っておきたいと思います。

諸問題ということでございます。三重地区の中にはたくさん問題があり

ます。ただ、答弁は要りませんけれども、もう一つだけ建設部長に指摘だ

けはしておきたいと思いますが、先ほど古市議員が、四日市鈴鹿環状線の

問題について触れました。地元で説明した、事情を聞いたと言いますけれ

ども、例えば垂坂地内のことで古市議員に前もってそういう話をしておれ

ぱ、古市議員も言ったように、あんな質問はなかったと思います。僕もあ

えて今発言しなくてもよかったと思いますよ。なぜ、そういうやり方をす

るのか、これは県がやったのかどうか知りませんが、そういうやり方につ

いては厳に慎んでもらいたい。

それとなお、これは坂倉助役がよく知っているはずでありますけれども、

現在できている道路は、旧来の道路のセソターを出して、そのセソターか

ら振り分けで土地を買収しているはずであります。そういう計画でいこう

ということでしてありますけれども、今度拡幅しようとするところはそう
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いう方向がとられません。とれそうにないわけです。工事か遅れているた

めに、東ケ谷、具体的には東坂部東ケ谷ということになりますけれども、

そこでの住宅が既に建ってきたじゃありませんか。だから、道路のセソタ

ーから拓り分けということにはならぬと思うんです。と、今までやってき

た遺路と食い違いができるんです。そこらあたり地元の地主、大矢知、三

頂で8人だということで、ちょっと数が少ないから胸をなでおろしている

わけでありますけれども、現在の地主さんはそういういきさつをよく知っ

ています。セソターから片側だけで広げると、こういうことになりますと

なかなか了解がとれないんじゃないですか。その点だけは指摘をしておき

たいと思いますので、注意をしてやっていただくようにこの際お願いをし

ておきたいと思います。

環境部長の方から私の言いましたことに、答弁があればしていただきた

いと思います。

〇議長（訓翔也男君） 環境部長。

〔環境部長（鵜飼滋君）登壇〕

〇環境部長（鵜飼 滋君） 先ほど、山本議員のご質問に対してご答弁を

申し上げたわけでございますが、この浄化槽の維持管理に対する指導なり

改菩ということについての直接的な権限は都道府県知事でございまして、

市は直接的な権限がないわけでございますが、 しかしいずれにいたしまし

ても、必ずしも適正にそれが管理をされていないという、そういう実態が

ございますから、今後保健所側と十分協議、調整をしながら、そういった

ことに対する具体的な改善措置ができるように対応してまいりたい。

なお、どれだけの無届の浄化槽があるかということについて 2,000基と

申し上げたわけでございますが、ご指摘のようにまだ実態が十分に把握を

されておりません。したがいまして、できるだけ早い時期に実態を把握い

たしまして、適切な措置が講じられるように最善の努力をいたしたいと、

こう考えておるわけでございますので、ご理解賜りたいと存じます。
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今、ご提言のございました、例えばモデル地区をつくってということも

ございますが、そういったことも踏まえまして実態の把握をしてまいりた

ぃ、そう思っておるわけでございますので、ご了解賜りたいと思います。

〇議長（訓覇也男君） 暫時、休憩いたします。

午前11時51分休憩

午後 1時2分再開

〇議長（訓覇也男君） 休憩前に引き続き会誤を開きます。

午前中の古市元一君の質問に対する答弁について、市長から発言を求め

られておりますので、この際これを許します。

市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 昨年の12月誤会におきまして久保議員から国鉄敬

員の問題に関して質問があり、そのときの答弁と、先ほど古市誤員のご質

問に対してお答えをした私の答弁とで、若干食い違ったような感があった

ようにお受け取りをされたのでございますが、これは、今日国からの強い

指導もございますし、さらに国の方で、同時に実務研修制度というものが

導入をされまして、受け入れやすい条件整備がなされるというような状況

の変化から、そう考えたわけでございます。この辺の説明が不十分であり

ましたので、補足させていただきます。

〇議長（訓覇也男君） 川口洋二君。

〔川口洋二君登壇〕

〇川口洋二君 先月清風会の会派視察で、車を利用して焼津市、諏訪市を

訪ねてまいりました。東名高速道路を走ったとき、 「光ファイパーの埋め

込み工事を行っています」と横断幕がありました。情報ハイウエーの作業

だなとびんときましたが、今は東京ー大阪間で埋め込みは完了し、営業開
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始の段階に入っているそうであります。焼津市では、東名イソター横に魚，

セソターがあり、開業 7ヶ月で 140万人の入場者があったという問屋セ‘ノ

ターであります。中央高速道路伊那イソターチェソジ横には、 トヨタ自動

車の 1,000台以上に及ぶモータープールが目に入ってきました。掃宅後ト

ヨタ本社に問い合わせると、東京、大阪、名古屋、日本海方面に運ぶ台数

を伊那で調整して陸送するとのことであります。

最近、 「サソデー毎日」の「ハイウエー・マイウエー」の記事の中で、

長距離のトラック運転手は、早朝サーピスエリアの公衆電話にずらりと並

んでいる。それは、本社に市場情報を聞いて、高値の市場に走るのだそう

です。情報によって行き先が変わるようになっているという記事がありま

したc

道路のニューメディアはスタートし、道路が、走るだけのものから、ス

ペースを利用して多角的な展開ができるようにもなってきたと言われる時

節に、桜イソターから名古屋の都心に向けて11月に乗り入れることに関し

て、市では何か政策を持っているのかと思い、都市計画課、計画推進課、

商工課を訪ねてみましたが、具体的には何もありませんでした。私は以前

も、高度情報化社会と言われるようになると、都市間競争が激しくなると

発言したことがあります。なぜならば、情報化が進み、交通が進んでくる

と、情報などどこへでもあっという間に届いてしまいます。条件のよいと

ころにあるからよいとは言えないし、逆に、今まで大変不便だと言われてい

たところでも、別の可能性が出てくるわけであります。今は、情報だけな

らどこでも同じ条件で届いてしまう可能性があります。だから、今までの

よい都市が必ずしもよいとは言えず、今までの不便な都市が必ずしも悪い

と言えない状態が起こり、都市問の格差が縮まってくるからであります。

三重県内におきましては、前者が四日市市であり、後者が名張市、上野市、

久居市に当てはまるような感がしますし、日本じゅう見てみますと、東北

自動車道ができた東北では、今インターチェンジ付近が大変活力を帯ぴて
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おります。今までのように、条件がよいから自然に発展するということは

今後はなくなるといった危惧を理事者の皆さんは持たないものなのでしょ

うか。

初めに申し上げましたように、今やイソターチェソジ、高速道路は大変

に価値のあるものなのです。いたずらに、市街化調整区域だからといって

何も施行せずにいるから、レストラソ、パチ｀ノコ、ホテルといった業種に

立地条件のよいところを押さえられてしまったではありませんか。役所と

いうところは、 1つのことを考えていると、他のことは目に入らないもの

なのかなというふうに痛切に感じております。県にしても、北剪高度技術

都市圏整備開発構想の中に一言も東名阪のことは触れられていませんでし

た。もう亡くなられましたが、池畑県議は早くから物流甚地の提言をされ

ていましたし、桜の先輩で杉野さんとおつしゃる方は、イソター付近の将

来を見越して、耕地整理のときに先行して道路ごとに水道を埋設したと聞

かされました。物流基地として、情報基地として、一日も早く方針を示し

ていただきたいのですが、いかがでしょうか、お伺いをいたします。

また、名古屋まで40分という距離になりますと、逆に四日市の若い者が、

また四日市の働く人たちが簡単に名古屋にとられてしまいます。名古屋か

ら引く努力、エキサイトする四日市を創造するためにも、考察をしていた

だきたいと思うわけでございます。

続きまして、市立図書館は、市民の皆さんが学び、知る場であります。

そしてまた一方では、四日市市の知識、知能、データの集約館としての役

割を担っております。しかし、今の図書館を見るとき、館本体並びに駐車

場スペースにおいて大変手狭な感が否めません。先般、ちょうど非核平和

都市宜言記念の展示中に訪ねたときにも感じましたが、夏休み中のことと

て、小・中・高校生徒であふれておりました。集中的に勉強したのでしょ

うか。ロビーもどきの廊下であふれんばかりにジュース等を飲んだりして、

休憩をしておりました。この光景を見たとき、ちょっといい音楽でも聞き
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ながら休息できるスペースでもあればと思ったほどであります。しかし、

昨今の財政事情を考えるとき、全面改築は大変であることは十分理解で含

るところであります。こんな時期にこそ工夫が必要であろうと思います。

1つには、図書館、あさけプラザ、高校、中学校、小学校までを包括し

て、四日市市内にある公共施設にある蔵書を、コソピューターを利用して

把握してはどうかと考えるわけであります。将来開校されるであろう四日

市大学の図書をイソプットすることはもちろんであります。

2つには、移動図書の充実であります。浦安市では、移動図書館に司書

さんが同乗して市民の皆さんに指導されているそうですが、当市でも考え

られる手法だと思われますが、いかがでしょうか。

3つ目には、図書館の所持している16ミリフィルムのライプラリーをビ

デオ化し、本と同じように個人にも貸し出しをしてはと考えるのですが、

いかがでしょうか。ピデオデッキの普及と16ミリ映写技術の難しさを考え

るとき、十分考慮されていい方法だと思いますので、年次的に進めること

を期待するものであります。

また、図書館本来からは少し外れますが、小中学校の図書室の開放につ

いて、そろそろ実施してもよいと思いますが、いかがでしょうか。

続きまして、 PTAの決算書から一言質問をしたいわけでございますが、

春の決算時期にPTAの総会で議長を務めたわけでございますが、 PTA

各位から大変なご質問がたくさん出てまいりました。その中には、 PTA

本来に使われる費用はいいといたしましても、学校運営費という大きな項

目があります。また、学校分担金という項目もあります。ですから、 PT

Aの皆さん方がお集めになったお金が学校運営費にどうして使われていく

のかという不思議な点でございます。中には、備品を購入したということ

で、トイレの洗浄剤、玄関マット、体育マット、ガラスの修理、灯油、清

掃用具等の項目が挙げられておりますが、特に私自身は、以前質問をした

ことがございますが、修学旅行引率費補助ということで、各中学校とも大
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変な金額が支出されております。また、放送器具の作理代、作学旅行の添

乗員補助、プールの監視代等を見てみますときに、このPTA会費の指苓、

またそれに対する教育委員会の考え方をお尋ねしておきたいと思うわけで

す。今

また、このPTAが現在社会教育課の方で指導されているということで

ございますが、個人的な見解といたしましては、学校教育諜の中に入れて

みてはどうかという気がするわけでございます。今まで私どもが感じまし

て、発言をしてまいりましたとおり、適切な指導が今の社会教育課の中で

はできないという感がぬぐえないのでございます。また、それでだめなら、

各小中学校の指導に当たっては、地区市民セ｀ノター、公民館を通じてそう

した指導をしてはいかがかという気もしているわけでございます。それに

ついてお尋ねをいたします。

スポーツの指導について質問をしたいなと思っておりましたら、 10日ほ

ど前にNHKの朝の 9時半のテレビで、 「追跡、ソフトポール少年の死」

というのが放送されておりました。船橋市の小学校で、大変暑い37℃の中

でウエートトレーニソグを何十周もやるんだということで走らせておると

いうことで、最後にそのお子様が「水を飲みたい」ということで先生に言

ったら、 「もう少しトレーニソグを続けなさい」ということで、その子供

は、強くなりたい、選手になりたい、先生に恨まれたくないという一心か

ら、最終的には水飲み場で亡くなっていたという事件であります。

今の子供たちは、どうしても選手になりたい、勝ちたいということを思

って、指導者の言うことを聞いているという状態であろうかと思いますが、・

生涯スポーツの推進が叫ばれている今日、児童期のスボーツ活動を適正に

振興し、多くの競技が広い地域で活発に行われていることは、極めて喜ば

しいことでありますが、特にその素地づくりには、児童期の運動経験が大

切であり、そのためには児童のスボーツ活動は健康的に、また大らかに楽

しく行われるべきだと思われますし、ちょうどそのときにテレビに出てお
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られた先生も同様なことを発言しておりました。スポーツの指導で大切な

ことは、どのようにして行わせるかであり、スポーツは、行わせ方によっ

ては毒にも薬にもなり得るものと言われます。したがって、指導に当たる

者は、スボーツが決して万能でなく、もろ刃の剣と言われる背景を十分認

諾すぺきだと私は聞き及んでおります。

スボーツが子供たちの心身に及ぽす影響は非常に大きく、教育効果も多

大なものがありますが、過度の練習などによって、スポーツに対して身も

心も燃え尽きてしまう児童がいることも各方面から指摘されているところ

であります。児童のスポーツ活動においては、単に選手養成のためでなく、

いつでも、どこでも、だれでもスポーツ活動の意欲を満たし、生活を明る

く、豊かにする活動としての本来の姿を持ち続けさせることが大切だと思

うわけでございます。しかし、昨今は、児童の意思より大人の考えが中心

になって、対外競技会での勝敗を重視する、いわゆる勝利至上主義に走り、

高い競技水準を求める余り、日常活動等において過熱傾向が見られます。

勝てぱよい、負けなければよいといった指苺者がやたらに目につくのであ

ります。今こそ大切な対応が必要な状況にあります。そのためには、本来

の目的、意義、性格を正しく認識し、子供たちを預かるにふさわしい指導

者が望まれますが、学校の教師や、学校が指導者として依頼された人たち

に対してどのような指導、研修をされようとしているのか、またされてい

るかをお伺いしたいと思いますし、学校の先生がその指導種目がわからな

ぃ、指苺の仕方がわからないということで、外から招かれている指導者に

おいても、真の社会教育を学んでいない、技術だけを教えていく、自分が

大学で学んだ、教えられた手法だけを子供たちに指導しているという指導

者もあろうかと思いますが、そういう対外の指導者が今四日市でどのぐら

い活動しているのか、数字的にも教えていただぎたい、こう思うわけでご

ざいます。

8月の最終日曜日になりますと、最近は中学校では大変減ったと思いま
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すが、小学校では、 PTAが出て草刈りを始めます。そして、ついでに運

動場のいろんなことも直しておこうというような日が 8月の最終日躍日に

充てられているのが通常でございます。納屋小学校では、フォークリフト

ーを動かしておって指を 3本折れたといいますか、そういうけががあった。

それで、自治会長さんは損害補償で大変心配をされているということもお

聞きしましたし、また県保育閑では鎖骨を折った方がおられた。ちょっと

離れますが、亀山市あたりでは、以前四日市にあったような草刈り機で石

が飛んで目にけがをしたという事故も起きているようでございますし、宮

洲原中学校、富田小学校でも事故が起きたということを耳にしております。

また、野外活動に出ていったときに県小学校の子供は、山登りで大変なけ

がをして入院されている。そして、ずっと以前に八郷西小学校で子供の転

落事故があって、まだ解決をしていない。富洲原中学校では、プールに飛

ぴ込んで頭を打った。数え上げれば、大変な事故が数多く発生しておるわ

けでございますが、教育委員会としてはどれほどの数を、どのような形で

起こったかということの実情を把握されているのか、教えていただきたい

と思いますし、またその解決に当たって、校長任せ、いわゆる現場管理者

任せにして、教育委員会が逃げているんじゃないかというような声も聞か

れる今日でございますので、その辺の決意を含めてお答えをいただきたい

と思います。

次に、テレビ・ビデオの活用についてでございますが、 1階のロピーに

テレビが置いてございます。夏の高校野球の盛んな折は、四日市市にもた

くさん各地方から出てこられて、夏で、涼しい市役所でテレピを見て、お

らが学校を応援するという気持ちはわかるんですが、高校野球が終わって

何もないような時間に、ロビーにお座りになって、 「水戸黄門」とか、そ

ういう再放送番組をたくさん見ておられます。この時間に、せっかく加藤

市政において、今までにないよい政策を、またよい行政を、また教育委員

会においてもいろいろな政策をやっているわけですが，そうしたことをビ
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デオにおさめて、その待ち時問の問にピデオを見ていただく、市政の内容

を知っていただくという場所に利用してはどうかという気がするわけでご

ざいます。 「水戸黄門」よりもそんな方がいいんじゃないかなという気が

するもので、一言質問をしたい。

テレビにつきましては、皆さんご承知のとおり、四日市の競輪も最近は

ちょっと売り上げが上がりまして、一般財源に入れていただくようになり

ました。そして、テレピにもかなりコマーシャルを出しております。私の

知り合いで、津の競艇場におられる専務理事さんから、 「どうだろう。三

重県に津市と松阪市と四日市市がそれぞれ公営ギャソプルといいますか、

そういうものを持っているんだから、 30分まとめて 1本番組を持とうじゃ

ないか、ということを市の方で話してくれないか」ということをお聞きし

ました。その比率につきましては、 「競艇はたくさんもうかっているので、

6 • 2 • 2でもいいよ」というようないい返事もいただいているわけです

が、その時間に四日市市、津市、また松阪市の都市の紹介をするなり、ま

た市民の皆さんの方に教養を高めていただくような四日市市のいろんなこ

とを放送していただく。また、市長の選挙前には、市長が出ていろいろに

こにこ笑っていただくという30分番組を、こうした都市の連携をもって確

保してやる。値段を聞いてみますと、大体60万円ぐらいでできるというこ

とでございますし、例えばグルメ番組を撮れば、四日市のグルメの商店で

も広告費として出していただけるという可能性もあるんじゃないかという

気がいたしますし、ちょっと一考していただきたいと思いまして、＇項目に

挙げさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。

横浜市企画整理局の局長として総合まちづくりを推進された田村明さん

が昨年 9月26日に、つかしんのオープソ記念として実施したまちづくりシ

ソポジウム「21世紀の地域創造」で講演された際、大変ユニークな発言を

されていました。それは、 「再開発などにおけるコソセンサスをまとめて

いく面で言えば、最低5人のばかが要るということです。目先や自分の利
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益だけでなく、ばかになって行動するという意味の 5人のばかですね。 1

人は、知恵者であり、ばかになって新しい方法を考え、知恵を出すという

意味でのばかです。知恵者に対して、それに賛同する人間が最低 1人要り

ます。しかし、それだけではなくて、批判者というか、ちょっと一言言う

人間もいなければなりません。それから、余り物は言わないけれども、や

たら走り回って行動する人が必要です。 5人目が、全体をまとめるリーダ

ーということになります。リーダーは、ただよい人というだけではだめで

す。また、余計な意図を持っていても、人はついてきません。これが最低

条件で、こういう人々をうまく結成できるかどうかです」とおっしゃって

いました。さすが、みずから都市づくりにご苦労された人の言葉だと、感

心してノートに記して帰ってまいりました。

四日市ではどうでしょうか。事業のマニュアルで押しつけてしまってい

るやり方が多い気がします。そんなことでは、市民の皆さんに感情的に反

発を起こさせてしまうだけではないでしょうか。そして、感情的に反発し

た場合は、それを解くのに長い時間がかかってしまいますし、時間がかか

っている間に、しまいには、反対することが生きがいになってしまうわけ

であります。こうなると、まず解くのは無理となり、 「市役所ですよ」と

言っただけで戸を閉めてしまいます。初めのアプローチが下手なんですよ。

外からアプローチするより、中側からみんながその気になるようにしても

らうのが最良だと思われます。要するに、他人からの押しつけでは、本当

のコソセ‘ノサスが得られるはずがありません。要成者集団づくりをし、大

いに旗を振ってもらうといった方法に切り替えてはいかがでしょうか。

行政や政治において、言いわけを言ったり手直しをすることは、経費に

おいても時間においても大変なロスであります。西浦土地区画整理、浜田

第二土地区画整理の成功を見ますと、田村先生の言っておられる人が必ず

入っておられましたら。民活の時代と言われますが、これは何も民間のお金

だけでなく、人材、知恵、時間を指しているのではないでしょうか。今や
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役所の金・人材等だけでは成就できなくなってしまっているわけでありま

す。競輪の場外車券売場の松阪市進出の際がいい例ではありませんか。も

っと事業の内容から、議員を含めた民間をざっくばらんに活用すべきであ

ります。 — 

昨日中村議員の質問に市長公室長は、 「南部工業団地に関して、 92％の

贅成が得られた」というお答えをされておられました。非常に立派な中村

議員ですから、そのままお引き下がりいただいたようでございますが、私

＇たちがお聞きするところによりますと、この 92％は本当に信じていい数字

かどうか、ちょっと疑わしいんじゃないでしょうか。もう少しざっくばら

んに、本当はこうなんですよと、土地の問題で交換を言っているから、な

かなか応じてくれない、総論が92％贅成だけなんですよ。各論はまだ全然

話がついていないというのが本当なんでしょう。だから、その辺もゃっぱ

り、皆さんが協力してやろうか、というようなところを何とか持ったらど

うかなという気がするわけなんです。市民への情報をより詳しく、まして

職員には徹底的に知ってもらうことも大事であります。たとえそれが、今

配属されている部署に関係なくとも、もちろんだろうと思います。

以前、平田市長は、県と四日市市が港の問題で大変もめた時期に、全職

員を市民ホールに集めたと聞いております。そして壇上で、手も足も鳴ら

して悔しさを発言されたと聞いております。そして、聞かれた職員の皆さ

ん方は感動し、市長についたということもお聞きしております。そういう

意味では、私たち市民にも、また職員にも、市長のやられることを徹底的

に浸透さす、そういう努力も行っていただきたい、こう思うわけでござい

ます。以前、コミュニティ政策において、市長 1人が頑張っておるんだけ

れども、ほかは全くついてこないじゃないですかという発言をさせていた

だいた経過があるわけですが、せっかく市長が頑張って、いい四日市を、

また豊かな四日市をつくろうとしているんですが、職員の皆さん方に聞く

と、そんなこと全然知らないということが大半であるわけです。そうした
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ことも、内にも外にも情報を公開し、できるだけご協力
いただけるような

体制を整えていただきたい、こう思うわけでございます
。

最後に、昭和62年度一般事務職員採用なしに関連して質
問をさせていた

だきますが、最近就職時期でございますから、たくさん
の学生さんが、皆

さん方議員さんの中にも、私のところにも腹歴書を持っ
て、市役所どうで

しょうか、という方が来られただろうと思います。しか
し、その授歴書の

中身を見ますと、一般職、技術職という 2つで分けられな
いほどに、最近

の学生さんは専門的に勉強された履歴を持ってみえます
。四日市が進めよ

うとする文化的な都市づくりにいたしましても、またス
ポーツの指適をす

るにしても、土木技術者じゃなかなか難しい。技術者だ
といったって、ス

ポーツは技術者じゃないということになっていくわけで
す。昨年、遺跡に

関連して学芸員の先生を 1人選考で採られました。やは
りそういうような

選考という道を、また四日市ではドクターも選考方法で
採っているようで

ございますが、新しい四日市づくりを、また美的な都市
づくりをしていく

ためにも、いろんな分野の専門的に学ばれた方をプロジ
ェクト的に集める

方法もできるでしょうし、そうした選考方法の道をとる
なり、また事業ご

とに集めていく、つぱをつけていくというような方法は
とれないものだろ

うかというふうに考えるわけでございます。

そして、技術者だけをどんどん採って、また事務職があ
いてくるという

ことになりますと、技術者の皆様方にとってもポストは
不足してくるであ

りましょうし、将来に対する労働意欲という点からみま
しても大変偏って

くるような気がするわけでございます。ですから、一般
事務職という幅の

広い考え方についてのお尋ねと、またそういう技術者の
ポスト不足という

問題についてのいろんな点を含めてお尋ねをしておきた
いと思います。

欧米の方では、事業によって人を採用するということが
あるようでござ

いますので、参考までにつけ加えさせていただきまして
、 1回目の質問を

終わります。
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〇議長（訓罰也男君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 第 1点について私からお答えをいた
します。

東名阪自動車道は、現在の段階では名古屋西イソターが
終点ということ

になっておるわけですが、今年の11月1日からこの東名阪
自動車道と名古

屋の都心部を結ぴます名古屋高速道路 1号線、これは中川
区の千音寺と白

川公園の間 7.3kmということでございますが、ここが開通することになり

ます。この開通に従いまして、桜の四日市イソターから
名古屋の中心部ま

で、先ほどお話のあったように、約40分で行けるということ
になりますの

で、四日市市と名古屋市、あるいはその間、沿線の住民
の方々の交流頻度

というものが上昇してくるであろうということは間違い
ないわけでござい

ます。したがいまして、四日市イソター及ぴ四日市東イ
ソターの利用者と

いうものも当然増加してくることが考えられますし、同
時にこのイソター

周辺の活用いかんということは、四日市にとっても極め
て重要な課題では

ないかというふうに思っております。

特に、物流基地にするということは、だれもが考え得
る非常に有効な

活用方法になると思うんですが、今四日市東イソターチェソジ、あるいは

その付近では港湾整備計画が進んでおるわけで,...しざいまして、この富田山

城線と国道 1号、ちょうどこの辺にーー、三の物流関係の業者の方が既にそ

こを茎地にしようとして進出されているわけでございま
す。さらにあわせ

まして、国から指定を受けました四日市市テレトピア基
本計画において、

物流機能と総合物流情報ネットワーク ンヽステムというものを一体的に整備

しろということが示されておるわけでございます。した
がいまして、物流

ということになりますと、東の方がむしろいいのかなと
、港との取り合い

等を考えて、いいのかなというふうに思っているところ
でございますが、

東だけで全部問に合うかどうか、その辺のことも今後検
討してまいらねば

ならない事項だろう。桜の方は、本市の内陸部の中心地
ということになる
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わけでございまして、鈴鹿山箆学国研究都市でありますとか、あるいは住

宅開発が非常に進んでおるということから、この辺の性格を踏まえまして、

人との交流を促すような楼能が必要ではないだろうか。特に私は、この桜

周辺に行ったら、あのイソターをおりたらおもしろいものがあるぞという

ようなものを考えて、この基地の周辺にセットする必要があるんじゃなか

ろうかと、今そういうふうに思っておりまして、この点についての検討を

担当部の方に指示しておる段階でございますので、また皆さん方、いいお

知恵がありましたら、ぜひお聞かせいただきまして、少しでも名古屋と四

日市との交流というものが、一方的にならないような施策を講じてまいり

たいと～かように考えておる次第でございます。

その他の点については、各担当の方からお答えをさせていただきます。

〇議長（訓覇也男君） 教育長。

〔教育長（岡田久江君）登壇〕

〇教育長（岡田久江君） 2番目の図書館に関係したことについてお答え

いたします。

図書館が建設されまして、昭和48年に開館だったわけでございますが、

当時の登録者数は 1万 2,888人、貸し出しの冊数が15万 2,147冊、それか

ら、蔵書数が 7万 332冊で、スペースも機能面からも、その当時としま

しては充実いたしておりましたが、近年になりまして、市民の福広い利用

要求がございまして、貸し出しを主体とした運営を実施しておりますが、

資料や蔵書数は17万 6,116冊というふうに激増しております。また、登録

者数も、 2万 5,109人という数になりました。それから、貸し出し冊数も

42万480冊というふうに、それぞれが大きく伸びてきております。それで、

スペースの狭陰、機能面での行き詰まりが見られるのはご指摘のとおりで

ございます。したがいまして、将来的には図書館の建物の拡張も検討する

時期がくると考えられますが、当面蔵書の新陳代謝を図り、生きた蔵書、

よく動く蔵書でございますが、それに焦点を合わせまして、またコ｀ノピュ
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ーターの浮入などによりまして、迅速な貸し出しの処理、また完全な資料

の管理を行って、機械検索と申しますか、いわゆるレファレ‘ノスサービス

と申しますが、機械検索を活用した高度な調査相談などを実施して、利用

者へのサービスに努めたいと思っております。現在も、機械ではございま

せんが、サービスはいたしております。

それから、現在の時点では駐車場が大変手狭なことは、よくご承知のと

おりでございます。

それから、目下のところ、他の図書館との資料の貸借でございますが、こ

れも機拭ではございませんが、手紙でサービスをいたしております。図書

館相互のオ｀ノライソ化ということができましたら、さらに充実したサービ

スも可能になると思います。また、先ほどお話にも出ましたように、オ‘ノ

ライソ化ができてまいりますと、将来のことではございますが、ほかの図

書館だけではなくて、 （仮称）四日市大学の図書館というようなことにも、

この辺のところに関連してまいるんだろうと思っております。

それから、 2つ目の移動図書、自動車文庫のことについてでございます

が、巡回サービス鰐を毎年点検いたしておりまして、サーピスの向上に努

めております。昨年までは、停車場といいますか、自動車の止まるところ

が 102カ所でございましたのを、少し見直しまして、 103カ所というふう

に改定いたしました。また、その自動車文庫の登録者は 8,520人でござい

ます。それから、自動車文庫の年間貸出冊数でございますが、 15万 1,754

冊ということになっております。

それから、 3番目の16ミリフィルムのことでございますが、情報化社会

の図書館機能として、 16ミリフィルムやVTRのテープをたくさん持って

おるわけでございますが、 16ミリフィルムの転換をして貸したらどうかと

いうようなご提言でございました。これは、全国の図書館で実施しておる

ところは52館でございます。さらに、もっとやりたい、早期にやりたいと

申しておるところが二百余館ございます。しかし、昨年度著作権法の一部
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改正がございましたので、文化庁の方の指荘もございまして、権利者団体、

あるいは利用者団体の間で相当な額の補償金及び支払い方法などについて

協議されつつございます。まだそれが未解決のままでございますし、地元

のレソタル業者との関わりもありますので、それらの解決がつきました暁

に、その方法を取り入れまして、そして全国的な動向に合わせて実施した

いと思っております。

それから、 4番目の学校図書室の開放についてということに触れられま

した。これは近く開放を前提として、特別教室などの整備について検討を

加えておる段階でございます。

以上が、図書館に関してでございます。

それから、 3番目の大きな問題でございますが、教育問題について 3点

ほどご質問がございました。いずれも大きな問題でございますが、原を追

ってお答えいたします。

最初の教育問題のうちのPTAの決算書からということでございます。

学校運営費につきましては、公費の適正な予算化を図り、父母の負担の

軽減に努めており、かなりの部分で効果を上げてまいりましたが、まだ十

分であるとは思っておりません。今年度の教育予算におきましても、その

現状を考慮して、関係予算の増額を図ってまいりましたが、今後とも改善

に努力してまいりたいと考えております。

また、父母負担のあり方や取り扱いにつきましては、公費とのかかわり

合いが深い反面、地域性や、また歴史的な内容まで含んでおりますので、

大変難しいことであります。例えば、一つ例を申しますと、ご指摘の中学

校などにおきます修学旅行の引率費は、本来県費で賄わなければならない

性格のものでございますが、旅費の総額が少ないため不足が生じておりま

す。そのために、市の補助も実施してきておりますが、絶対額で不足して

いるために、父母の負担をお願いしているところがあると思われます。そ

ういった状況に対して、県当局に一貫して予算の増額を要望する一方で、
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市費による修学旅行への引率費補助についても、本年度もその増額を図っ

ているところでございますが、さらに今後父母の負担の軽減を少しでも図

るため、努力してまいりたいと思っております。

しかしながら、父兄の皆さんからの、学校をよくしてやりたいといった

観点からのご厚意、それは安易に求めてはならないことでありますが、今

後ともその内容をよく検討いたしまして、適正な学校運営に努めるよう指

苺してまいりたいと思っております。

なお、学校運営｝こおける公私の負担区分を明確にすることは、正しい学

校運営のあり方の指針とするところにもなると考えますので、ご指摘の点

を十分に踏まえまして、そしてその具現化を検討してまいりたいと思って

おります。

それから、 PTAの所管と指導についてということがございましたが、

それについては、規定上では社会教育課となっております。社会教育は、

団体として青年団とか婦人会とかPTAというのが含まれております。し

かし、学校教育課においても、学校長会あるいは園長会を通じて、社会教

育課と協力して指苺してまいりたいと思っております。

それから、 2点目のスポーツの指渫についてということでございました

が、大きな問題でございますが、スポーツ少年団の指導者に関しましては、

登録された指導者全員に指導者講習会を開くとともに、また種目別にもそ

ういう指苺者講習会を開いておりますし、中学校の部活動の指導者につき

ましては、三洒中学校体育連盟で指導者講習会あるいはスポーツ教室等を

開催し、これらに積極的に参加を呼ぴかけて、指導力の向上を図っており

ます。ご指摘いただきました指導の方法につきましては、特に熱心さの余

りに、本来の学校教育で扱っているようなところを逸脱されるような点も

見受けられるわけでございますが、何分にも心身ともに健康で、明るい社

会生活を営める子供を育てる上で、スポーツの果たします役割というのは、

もろ刃の剣とは申しますが、大変大きいものがございます。それで、従来
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にもまして、心身との発達段階を考慮した上で、技能の習得とか、あるい

はマナーの向上ということを踏まえまして、そして講習会の内容を充実さ

せるとともに、ご提言のことを実現していきたいと思っております。

また、普通スポーツをやりまして指導するまでには10年以上の年月がか

かるわけでございますが、ある種目だけしか知らないとか、いろいろな指

導者がおりまして、そういう方のために参考書として、ご指摘のように指

導書をつくったらどうかというようなお話もございましたので、検討を加

えていきたいと思っております。

なお、先ほど船橋市の件、私はちょっとテレビをそのとき見ておりませ

んでしたので、詳しいことがよくわかりませんが、先ほどのお話によりま

すと、暑い日中の鍛錬の度が、幾らか科学的な知識と申しますか、頑張れ

ということ、根性ということを昔はよ＜申しましたが、そこら辺のバラソ

スが少し乱れて、かわいそうなことになったお話でございましたんですが、

その子の鍛錬度を知る、お互いに私たちの自分の体におきましても、これ

だけやったら、この程度のところが鍛錬度としてはいいんだということが

大変判定の難しいところでございまして、そういう点、もっと科学的な知

識ということが必要なことを伺った先ほどのお話でございました。

また、勝利至上主義というようなこともございましたんですが、例えば

中学校のクラプ活動で、大変残念ですが、強い学校、弱い学校ございまし

て、そうしますと、指導者の方も、また地域の人たちも、強くなってほし

いというような希望もございます。いろいろな点がございますが、常にト

ップクラスにいる、追われる者の立場にいるクラプというのは、大変いろ

いろな問題で難しいことがあると思うんです。

そういう場合に、構成している子供たちの内容も、例えばスポーツ少年

団から上がってきて、かなりの積み重ねがあるメソバ一員と、それから中

学校へ入ったんだから、あこがれのクラプに入って、そしてクラプ活動を

したいというような子供との間には、当然技術面でも体力面でも精神面で

-150-

も落差があるんじゃないかと思います。そういう点が、大変指導者の中に

問題を多く含ませている原因の 1つになると思うんですが、やはりプロで

はございませんので、学校における正課の授業以外のクラプでありまして

も、やはり先ほどおっしゃったように、明る＜スボーツができるというよ

うな点も踏まえて、そして指導に臨んでいきたい、また、そのような講習

会のときにも、筋肉マソのようなんじゃなくて、やはり心の伴ったという

ことが、学校での体育やスポーツ活動のもとになるものではないかと私は

考えております。

，それから、指導者の問題の中で、学校の先生以外の指導者の方がおられ

る学校があると。高等学校なんかでは少しあるようでございますが、三重

県は、愛知県に比べまして弱い原因の一つと逃げるわけではございません

が、その点は、学校の教師がクラプの先生をやっているところがほとんど

でございます。その点は痛しかゆしというところもございますが、やはり

学校のクラプの指導ということであれば、その点もやっぱり学校の先生が

指導してもらっているところの方がやりやすいなというようなことは、私

語として聞いたことはございます。しかし、その辺が、トップクラスにな

ってまいりますと、また問題が多いし、考えなければならないことが多い

んだろうと思います。大変雑駁でございますが、そのように考えておりま

す。

それから、 3番目の校内に発生する事故のことでございますが、最近の

学校教育活動中の子供や、奉仕活動をして•いただ <PTA会員の作業の中

で、大変大きな事故が発生しております。皆様に大変ご心配をおかけいた

しておりまして、まことに遣憾であると考えております。学校において、

あらゆる教育活動の場を通して積極的に安全指導を実施しておりますし、

とりわけ教科や体育活動の指導におきまして、事故防止のための安全教育

の徹底を図っております。

教育委員会では本年4月以来、学校体育施設、設備の点検、あるいは遊

-151-



具の安全点検、そういうことや、それから体育活動中における安全と事故

防止など、再三にわたって通知を出して、安全教育の充実強化を図ってき

ております。また、子供の事故が発生した場合には、日本学校体育健康セ

ソター保険の医療費支払いの対象となりますために、各学校から大きくて

も小さくてもその報告を受けております。小さなけがもまぜまして、年間

1,500件ほど報告が参っております。先般の事故を機に、改めて安全教育

のあり方を見直して、一層の徹底を図っているところでございますが、不

幸にして事故が発生した場合には、入院加療中の当事者や保護者に対して、

学校及ぴ教育委員会が一体となって、精神面あるいは経済面で負担を少し

でも軽くなるように努力しているところでございますが、今後とも配慮し

てまいりたいと思います。

〇議長（訓覇也男君） 市民部長。

〔市民部長（宮田 勉君）登壇〕

〇市民部長（宮田 勉君） ご質問の4番目のテレピ・ピデオの活用につ

きましてご答弁を申し上げたいと思います。

広く市民にお知らせする情報伝達の媒体といたしましては、広報「よっ

かいち」を中心とする印刷媒体が現在まででは最高の方法ではなかろうか

ということで実施されてまいったわけでございますが、しかし広報のあり

方も時代に応じて変化するものであり、高度情報社会と言われる今日、マ

スメディアとして、テレビ・ビデオをはじめとする新たな媒体の活用は当

然考えなければならないと思っております。

このたぴ、その試みとして、ニューメディアであるキャプテ｀ノに本市も

情報の提供者として参加することにいたしております。このキャプテ｀ノサ

ービスは、本市市域でもいよいよ来月中旬に開始が予定されております。

ご提言のございましたテレビの活用についてでございますが、テレビの

持つ即時性は極めて有効な媒体でございますので、市政に関する情報をよ

り積極的に提供し、各テレピ放送局の協力を得るようにしてまいりたいと

-152-

考えております。さらに、商業テレビの電波を使って行政広報を行うにつ

いては、三重県とか、あるいは名古屋市が既に実施いたしておりますので、

他都市の例を十分参考にさせていただき、研究をさせていただきたい。

なお、ご指摘のございました 3市の話でございますが、若千話を進めま

したが、足並みがそろわず、結論が得られなかったというように聞いてお

ります。

また、一方のピデオの活用についてでございますが、今まで施設のガイ

ドやごみ問題などの啓発用に、各担当部局におきましてビデオを制作して

個別に利用してきたという経緯はございますが、この本格的な利用にはま

だ至っておりません。このビデオ広報につきましては、愛知県の豊田市が

非常に進んでおるというふうに聞いておりますので、早速勉強させていた

だきまして、その方法とか効果とか、あるいは効率等、あわせて研究させ

ていただきたいというふうに考えておりますので、ご了承賜りたいと思い

ます。

〇議長（訓覇也男君） 片岡助役。

〔助役（片岡一三君）登壇〕

〇助役（片岡一三君） ご質問の5番、 6番についてお答えを申し上げま

す。

まず、行政施策を進める手法ということで、横浜市の例をお挙げいただ

きまして、まちづくり、都市づくりについてのご教示をちょうだいしたわ

けでございますが、私ども従来から、都市づくり、まちづくりを進めてい

く上では、地域住民のコソセ｀ノサスを得ることが最も重要であるというふ

うに考えております。しかしながら、ご指摘もございましたように、やは

りこの合意を得るということもなかなか難しゅうございますし、従来から

広報広聴には力を入れているところではございますが、ややもすると広報

iこ豆点が匹かれて、広聴という点に若干欠けている嫌いがあるんではなか

ろうかと、こういうふうに反省はいたしているところでございます。
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特に私ども、地域に帰りましても、職員であれば、やはり住民が何を考

え、何を行政に求めているか、こういったことを常日ごろ探っていかなけ

ればならぬというふうに考えておりますし、職員の意識改革というのは一

朝ータにはなかなか難しいというふうに考えておりますが、こういった点

で、今後ともいろんな各種の事業を進める上では、職員がその地域、その

地元の方々のご意向がどんなものであるかということもつかむように、我

我としては指導していかなければならぬというふうに考えております。

ただ、 1つの大きな事業を進める上で、先ほど平田市長の例を挙げてこ・

質問もあったわけでございますが、そういった点につきましては、今後配

慮をしていかなきゃならぬというふうに考えております。今後ともぜひご

指導を賜りたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

次に、採用の点についてでございますが、ご承知のように本市の事務瞭

員の採用方式は従来、専攻、学科に関係なく、広くゼネラリストを求める

ものであったわけでございますが、こういった採用方式について、不十分

であるという指摘もございましたので、昭和60年度から社会福祉と社会教

育の専門的職員を確保するため、別枠の募集を行ったところでございます。

しかしながら、社会教育につきましては 3名の応券しかなく、その中で成

績優秀であった 1名を内定したんですが、これも結局は本市には就瞭しな

かったという経緯もございます。こういった反省に立ちまして、現在本市

にとってどのような専門的な瞭員が必要であるか検討を進めておりまして、

直接大学または研究機関等へ専門識員の推應を依頼すると、こういったこ

とを検討いたします。真に優秀な人材を獲得していく方法といたしまして、

こういった方法が必要じゃないかというふうに考えておりますし、この方

法はまた、大学との密接なつながりもできてきますので、将来の行政運営

を行っていく上で何かと有用であろうかというふうにも考えられます。し

たがって、現在考えられ・る特殊専門分野といたしましては、社会福祉、社

会教育、都市工学、都市デザイソといいますか、それから学芸員等でござ
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いますが、今後必要性の高いものから順に、選考試験の方法により採用す

ることを検討してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしく

ご理解をちょうだいいたしたいと思います。以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 川口洋二君。

〔川口洋二君登壇〕

〇川口洋二君 大きな項目につきましては、先行きの問題でございますの

で、将来また時を見て議論をしていきたいと、こう思いますが、スポーツ

の指導について、指導者講習会を開いたりいろいろやっているということ

でございますが、現実に地域社会の指導者が、雨のざざ降りの日に小学生

に校庭で座禅をさせているという姿もあるんです。それから、先ほどの船

橋市の例ですが、その小学校には4つのクラプがあり、 1つのクラプが事

故を起こしましたが、ほかの 3つのクラプを指導をしている先生は、 「ど

こでもやっているフットトレーニソグの問題です」と平然と答えているわ

けでしょう。ですから、事故が起きてはいけないという警鐘でそういう指

苺者講習をしていただきたいと思うんですが、うちの地元の中学校の野球

部でも、その先生は野球を知らない。だから、外から招いているわけです。

そうすると、先生は用事で行っている。そうすると、技術的なことばかり

やって、昔我々のころは、頭が悪かったけれども運動ができたので英雄に

なれたという人もたくさんおられましたし、そういうことは、学校のクラ

プにおいても、またスポーツ指達においても、授業と同じように落ちこし王

れをつくっている現状もあるわけなんです。そういう実態を全然ご存じな

くてここで答弁されるということは、非常につらい、不愉快なんですけれ

ども、教育民生委員会の方でスポーツの問題を閉会中に取り上げておられ

るようですし、また時期を見て質問をさせていただくこととして、これで

終わらせていただきたいと思います。

〇議長（訓覇也男君） 暫時、休憩いたします。

午後2時4分休憩
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午後2時17分再開

〇議長（訓覇也男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。・

伊藤信一君。

〔伊藤信一君登壇〕

〇伊藤信一君 皆さんもご存じのように、産業部は59年に農林水産部と商

工部に分かれたのでございます。今まで眠っていたかのような商工部の活

動が徐々に私たちの目につくようになってまいりました。

時代の流れと申しますか、やがてはつぶれるのではなかろうかと不安の

目で眺めていた競輪が息を吹き返したかのように増収でございます。一般

会計にも繰り入れができるほどに発展をしてまいりました。今年度はさら

に大きく増収が期待されているということでございます。三滝通りで計画

されました「なんでも四日の市」、この野心的な行事、やがて個性的な市

になるだろうと期待をされているのでございます。大四日市まつり、続い

て花火大会、戦後最大の26万市民への大饗宴でございました。さらに62年

1月にはフィラデルフィアあるいはロソグビーチで萬古展を開く計画がある

と聞いております。国際化という時代の波に乗った大変いい催しであろう

と思っております。私たちは商工部の今後の活動に大きく期待を抱くよう

になったのでございます。

この国際交流に関連いたしまして考えられますことは、秘書課の渉外活

動でございます。秘書課に渉外係が設置されましたのは39年5月だと言わ

れております。 56年4月、これを廃止して渉外室が生まれたのでございま

す。 55年10月、天津市と友好都市提携が成立いたしましたので、そういっ

た渉外室ができたのだろうと思っておるのでございます。それがまた59年

4月廃止されまして、秘書渉外課となって一本化されたのでございます。

わずかの期間に次々と改変されるほど難しい問題を持っているのではなか

ろうかと思ったのでございますが、この問題については、関係者も何遍も
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何遍も論議したものと考えられますので、深く追求いたす必要はございま

せん。しかし、今日の国際化という時代の流れから考えてみますと、秘書

課の中に渉外というセクトを置くこと自体に問題があるのではなかろうか

と思うのでございます。

行政というものは、申し上げるまでもなく地域の実情に即して行われる

ものでございます。言葉を変えて申し上げますと、地域の個性に即してと

いうことであろうと思います。四日市には個性がない、あるいは文化に乏

しいといろいろのことを言われておりますけれども、果たしてそうでしょ

うか。四日市の最も個性的なものは、国際貿易港を持つということでござ

います。そして、石油コソビナートがあるということでございます。殊に、

四日市港は国際社会への玄関口でございます。こんな玄関口を持った自治

体は日本でも数えるほどしかございません。

話はそれますけれども、かつて平田市長が私に「この玄関口にくそをま

かれても黙っておらなくてはならぬ、そんなばかなことはない」と言われ

たことがございます。この平田市長の怒りから、今日の港管理組合が成立

したものでございます。この国際化時代に、四日市が他市と違って国際交

流の輪を拡大し、多様化していくことは決して間違った道を歩いているの

ではないと私は考えております。神戸市、名古屋市あるいは横浜市のよう

に、積極的な施策があってしかるべきであろうと思うのでございます。国

際交流と申しましても、これは新しい流れでございますから、難しい問題

も多かろうと思われますし、お互いに模索の中で試行錯誤を繰り返しなが

らこの道を進んでいるのでなかろうかと思うのでございます。

先ほど触れましたフィラデルフィアの萬古展にいたしましても、過日新

聞で見ました四日市港管理組合と四日市市と日本貿易振興会共催のワール

ドパザールでも、これは論議をすれば渉外問題でございます。本年 1月か

ら四日市の国際交流の状況を調べていただきましたら、月に2件や 3件は

どこかの国の人たちが市長に表敬訪問をいたしております。 7月末には西
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ドイツのゾ‘ノトハイムサッカー協会の人たちが50名ほど四日市を訪れたの

でございます。私も偶然この人たちと四日市の人たちの交流の場に直接触

れたのでございます。この50名は全部ホームステイ、民宿でございました。

15日問のお世話でございますから、宿の人たちは大変なことと思います。

もちろん四日市のサッカーチームも 2回ほど西ドイツヘ訪問いたしており

ますので、これはお互いさまでございますけれども、その他いろいろの形

で四日市市民と各国の人たちの交流があります。例えば豪州の人たちとの

交流もたくさんあるやに聞いております。国際交流をさらに拡大し、多様

化していくためには、行革とは多少違った意味を持ちますけれども、渉外

関係を秘書課から独立させ、それぞれの部署に専念した方が効率的でなか

ろうかと思うのでございます。特に、国際交流は時代の要請でございます

から、積極的に活動のできる部署をつくっていただきたいと思って、

にご質問を申し上げるわけでございます。

〇議長（訓覇也男君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） お答えをいたします。

,..,-
‘—•'-

ご指摘がございますように、最近の国際交流、なかなか大勢の外国の方

方あるいは経済使節団、さらには技術研修生なり、さらには物産関係のピ

ジネスなり、あるいはまた文化・スポーツに関する交流なりというものが、

非常に盛んになってまいりました。国の方でも、自治省の方がそれぞれの

地方公共団体における地域レベルでの国際交流あるいは国際化ということ

が極めて我が国の国際社会における地位の確保に重要であるということで

本年1月21日に国際交流プロジェクト構想を打ち出しまして、外国青年招

致事業等を実施するというようなこともあるように聞いております。

そこで、本市の実態はどうかというと、これは、最近は到底数え切れな

いほどのいろんな交流が、自由主義国家群の方々のみならず、東南アジア

あるいはアフリカさらには東欧圏の人たちさえ訪れるようになってまいり
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ました。これはやはり、この四日市が持っておる特性というものを皆さん

がご承知をいただいているからではないだろうかな、こんなふうに考えま

すし、特に最近は、中国とのコソテナあるいは北米とのコソテナの航路が

開設をされるというようなことも起きてきておるわけでございます。した

がいまして、交流が非常に盛んになってきた。 56年4月から59年4月まで

渉外室というものが秘書課に属していたのでございますが、当時はいわゆ

る国際的な行事、イベ‘ノトといいますか、歓迎会をやるとか、あるいは何

かの催し物をやるとか、そういうイベソトが中心であったように思います

が、最近は今申し上げましたように、極めて日常的な業務での交流という

ことが盛んになってまいりました。

したがいまして、私もこの際、組織的に考える必要があるんではないだ

ろうかなと。一応本年 6月から国際交流事業推進プロジェクトチームとい

うものを設けまして、国際交流全般の連絡調整に当たっておるというわけ

でございますが、どうもそれだけでも不十分なように思います。いわゆる

国際化という、国際的な関連というものは、各部の日常業務の中に入って

くるということを考えますと、これを企画調整するという機能が必要では

ないだろうかなと。ご指摘のあったとおりでございまして、この点はよく

考えまして、来年の4月までに十分検討をさせていただいて、どういうふ

うな組織にするか考えてみたいというふうに思っておりますので、今しば

らく時間をちょうだいをいたしたいと思います。

〇議長（訓覇也男君） 伊藤信一君。

〔伊藤信一君登壇〕

〇伊藤信一君 先ほども触れましたように、国際交流という問題もここ数

年来年々盛んになってぎたようでございます。まだまだ未知の問題、ある

いは未開拓の問題も多いのではなかろうかと私は考えております。

図書館でいろいろ調べていただいたのでございますけれども、 59年度の

調査によりますと、国際交流団体は全国で 519団体ございます。最近は地
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方に急速に団体が増えつつあるということでございます。そして、国際交

流をするため自治体が出資いたしまして参加する財団法人等の捜関がこれ

からだんだん増える傾向になっておると言われております。この自治体の

動きというものは、これまでのように姉妹都市の緑組に飽き足らず、交流

の輪をもっと拡大しようとする動きが出ておりますので、これに注巨され

ているわけでございます。格好だけでなく、実りのある交流の方法を築い

ていく必要があると指摘されているわけでございますが、代表的なものと

いたしましては、次の機関があると言われております。神奈川県国際交流

協会、横浜市海外交流協会、神戸国際交流協会、広島文化振興事業団など

を挙げているのでございますが、その会計にいたしましても、神戸市は、

61年度で一般会計 1億 7,652万 7,000円、特別会計8億 8,844万 9,000円、

合計10億 6,497万 6,000円の予算を持っております。これは、特別会計が

大きいですから問題になりませんけれども、横浜市は61年度予算として2

億 7,480万 7,000円を持って運営を図っているわけでございます。

四日市は、ご承知のように商工会議所に国際親普協会が設置されており

ますけれども、時代の流れに沿って、これも財団法人に組織替えをして、

市が中心になって交流の方法を考えていく時代に向かっているのではなか

ろうかと思いますので、十分ひとつその点についてはご検討をいただきた

いと思うのでございます。

先ほど触れました日独交流の世話をしていただいた富田中学校の生川泉

先生から、その報告が参っておりましたが、その報告の中にこんなことが

書いてございました。 「西ドイツの一行は、 16日夜、全員無事成田を発ち、

帰国の途につきました。成田での見送りの際、体のでっかいドイツ人の涙

を見たとき、この日独サッカー交流が大成功に終わったんだと痛感をいた

しました。私も涙がこぼれそうになりました」と書かれてございましたが、

心ない人は「そんな交流をして何のメリットがあるか」というようなこと

を問いただす人もございます。涙を流して喜んでくれた人、別れを惜しん
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で涙を流した人、そして涙を流して別れたと、それでいいのではないかと

私は思っておりますc 決して金や物の問題ではございません。心の問題で

あるということを申し添えて、今後ますます国際交流が深まり、拡大され

るようにご配慮いただくことをお願い申し上げる次第でございます。

時問がございますので、先ほど一番初めに触れました「なんでも四日の

市」に戻って、少し申し述ぺてみたいと思っております。

私の会派は、この「なんでも四日の市」、これについて非常に関心を持

っておるのでございます。 9月議会にこの問題について少しただしたらど

うかという話が出たのでございますけれども、 1回か 2回やっていろいろ

言うのもおかしいんじゃないかという話もございました。また中には、そ

うじゃなくてやはり初めから問題があれば問いただしていくのが本当じゃ

ないかという話も出まして、別に会派としてまとまった話でございません

けれども、問題点の二、三を申し上げて、この「なんでも四日の市」が本

当に四日市らしい個性的な市になるように申し上げたいと思うのでござい

ます。

この「なんでも四日の市」は、四日市の経済界の活性化の一つの事業と

して始められたものでございまして、みんなの知恵を集めながら四日市ら

しい個性のある市にしたいということであろうと思います。私たちも四日

市らしい市にするためにはどんなことをしたらよいかということを考えて、

いろいろ話し合いをしたのでございますけれども、まず出店者によって四

日市らしさを出すという、出店者自身の出店の内容によって四日市らしい

市になるというやり方と、それからもう 1つは、他の力によって「らしさ」

をつくり上げていくという方法も考えられるのでございます。

出店者自身にようてつくり上げていくという一つの例は、古物商が 7軒

参っております。あの古物商を見ただけでも一つ何か違っているなという

感じが出ておるのでございますが、これも一つの例でございます。また、

他の力によるものといいますのは、例えばバナナのたたき売りとか、ある
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いはあめ細工とか、あるいはしんこ細工とか、人集めのイペソトはたくさ

んあろうと思うのでございます。何か次の市にはチ｀ノト・、ノ屋を雇うという

話も耳にいたしております。

先ほど川口談員が焼津市に行ったということを申し上げました。焼津市

に私たちが行ったのは、実は、焼津市の魚セソターを見るために行ったわ

けでございます。ご承知のように、焼津市というところは東洋一の遠洋漁

業基地でございます。小川港という港と、それから人工でつくった焼津港

という 2つの港で、非常にたくさんの船がおりまして、そして活発に活動

している東洋ァの遠洋漁業基地と言われておりますが、立派な港がござい

ます。それが東名イソターのそばに魚セソターというものをつくったわけ

でございます。その魚セ‘ノターは、 2億 7,000万円の資本でございますが、

第三セクターで市が半分持って、半分は業者、銀行等が持ってやっておる

セ‘ノターでございます。そこのセ｀ノターの専務といろいろ話し合いをして、

この焼津市の遠洋漁業茎地は、一番漁獲高が多いのはマグロでございます。

それからカツォ、それからサバ、だから本当にマグロの遠洋漁業基地と言

ってよい吐どマグロの揚がる港でございますので、冗談紛れでございます

けれども、 「マグロでも持って『なんでも四日の市』に顔を出していただ

くとまた珍しいし、にぎわうのではないかと思いますが」という話もいた

してまいりました。

それから、この間の土曜日に商工課の係の方と小牧市へ参りました。こ

れは新聞でも出ておりましたように、三河屋という牛肉屋でございますが、

なかなかユニークな経営をしておるというので参ったわけでございますが、

土曜日、日曜日しか売らない。しかし、品物は土曜日、日曜日に仕入れた

だけを売ってしまうという店でございまして、従業員が 125人だそうでご

ざいますけれども、本当に仕事をやっておるのは 5人で、あとの 120人は

パートやあるいは臨時とかアルバイトとかいう形で仕事をしておるわけで

ございますが、その仕事は、牛肉が半分、スーパーが半分で非常に安いん
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です。フィリピソのバナナー房 200円で買ってきたわけでございますけれ

ども、一般の商家よりも 2割も 3割も安いということで、非常に人気があ

るので、こういう人気のある商人が「なんでも四日の市」に顔を出してく

れたら、またこれ人気が上がるんじゃないかというようなことで、専務と

いろいろ話をしてまいりましたけれども、そういう商法でございますから、

四日市まで来て、売っておっては勘定が合わぬということになると思いま

すけれども、そういったことでいわゆるイベ‘ノトを入れて、そして「なん

でも四日の市」を盛んにしていくということも一つの方法であろうと思い

ますけれども、いずれにいたしましても、市が計画をして進めた以上はこ

れを成功させてほしい、それがためには商工部だけでなくて、やはり一般

職員もいい知恵を出し合って、そして立派な「なんでも四日の市」にして

いただきたいということを思うのでございます。

これで終わりますけれども、商工部長から何かご発言がございましたら、

お聞きいたしたいと思います。終わります

〇議長（訓覇也男君） ご要望にとどめていただきますようご協力願いま

す。

〇議長（訓覇也男君） 永田正巳君。

〔永田正巳君登壇〕

〇永田正巳君 今日は私が最終バッターのようでございまして、通告いた

しました 2件につきましては、昨日の質問の中にございましたし、それで

なお理事者の答弁の中で詳しく回答をなされておりますので、その意を了

といたしたわけでございますが、簡単にひとつ私の考えておるところを申

し述べまして、ご所見等をお伺いしていきたいと思います。

第 1番目の国の補正予算 3兆円に対する当市の取り組みについてでござ

いますが、政府は、急激な円高による景気の低迷と貿易摩擦による外圧で

内需拡大が急務となってまいり、過去最大規模の総合経済対策を打ち立て
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ようとしておりますが、その主なものは公共事栗の追加、住宅建設の促進、

規制緩和による民活事業の促進、中小企業対策に対する円高特別融沢、円

高差益還元、金融政策の機動的運営、この 6本柱となっておりまして、そ

の額は3兆 5,000億円にも達するものと予想されるわけでございますc 特

に焦点となっておりますのは、建設国債増発による一般公共事業の追加、

来年度分の公共事業を繰り上げて発注だけ本年度内に行う国庫債務負担行

為、財政投融資の活用、地方単独事業の拡大、住宅建設促進による住宅金

融公庫の貸付枠増加等々を加えて、 3兆円を超す規模となることは確実に

なってきております。

当市におきましても、いまさら申すわけではございませんが、財涜難の

折から諸事業の進捗が思いどおりにいかず、必ずしも市民の期待にこたえ

られるものではなく、ましてや新規事業をどんどんと展開することなどほ

ど遠いと言わねばなりません。ある財政通によりますと、今日の世界経済

情勢から来る外圧と我が国経済情勢からして、今後少なくとも 4年間は内

需拡大政策をとらざるを得ないだろうと明言いたしております。おのずと

公共事業の積極的推進策は論をまたないところであります。

このような情努下で、各自治体はいよいよ懸案事業の推進のため予算獲

得に一大攻勢を展開することになるわけであります。言いかえれば、常日

ごろから公共事業に積極的であったかなかったか、一つの尺度になるもの

であります。いわば、行政マソの真価を問われる時期でもあります。そう

いうときに、当市の取り組みはいかがなっておるのか、お伺いいたすとこ

ろでございます。

次に、近鉄四日市駅東商店街の活性化対策でございますが、本件に関し

ます質問では、市長は、 「一番街を中心とする駅東商店街の再構築を考え

たい」との態度表明が昨日ございました。したがいまして、この質問につ

きましては一応目的は達せられたわけでありますが、駅西の開発とともに

駅東の方向づけも積極的に取り組んでいただくことを強くこの際望みたい
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のであります。昨今、駅西の開発が大きくクローズアップされ、それがた

めに駅東の商店街の活性化が何となく取り残されたような錯覚に陥りやす

く、思案が入り乱れており、ややもいたしますと、行政が推進しようとい

たしております近鉄四日市駅周辺の開発に対し不信感を持つ結果をもたら

し、いろいろと商店主の皆様方の間で物議を醸し出しているように思われ

．てなりません要は、駅西と東は四日市の商店街構成上一体であり、一方

に偏り過ぎた対処方法に問題があったのではなかろうかと思うわけであり

ますc

先日、我々政友クラプと諏訪栄町地区まちづくり協議会と意見交換をす

る機会を持ちましたが、つまるところ、ひざを突き合わせた話し合いがな

かったことから、何を考え、どう活性化していくのかの問題が一方通行で

あったため、そこに不安といら立ちから、言い過ぎかもしれませんが感情

的にまでなった今日であります。しかしながら、ようやく商店街代表の皆

様方との問で協議を持つことが決まり、話し合いを開始しようとしておら

れますことは、大変喜ばしいことであり、商店主の皆さまの意見を十分取

り入れた中で、早期に駅東商店街の再構築案を打ち立てていくべきだと考

えます。

仄聞いたしますところによりますと、駅東の商店主の中には既に見切り

をつけて売却した方も数軒あるとのことでございます。このことは今後の

開発に大変大きな支障を来すことも考えられ、事態は憂慮すべきところま

できておることを十分認識していただきたいのであります。ご所見があれ

ば答えていただきたいと思うのでございます。

第1回目の質問を終わります。

〇議長（訓覇也男君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） まず第 1点の、政府がとろうといたしております

景気刺激策にどう対応しようとしているのかということでございますが、
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公共事業関係につきましては、追加要望ということで、県で今取りまとめ

ていただいておりまして、本市も事業促進の可能なものについて積極的に

対応してまいりたいと考え、現在要望いたしておりますのは、公共事業と

して 1億 1,000万円、これの国の負担金が 5,320万円ですから、残りは市

の負担、そのほかさらに 1,200万円、これは漁港関係でございますが、こ

ういうものを追加要望ということで出しているわけでございます。

さらに、単独事業につきましては、国の計画によりますと事笑枠として

大体 8,000億円を予定しておるようでございますが、この内訳はまだはっ

きりいたしませんが、あるいは財涜がどういうことになるのかわかりませ

んが、当然私どもがこれに対応をいたしまして、単独事業の取り上げを12

月補正でお願いしたいと思っておるところでございますので、さようご理

解を賜っておきたいと思います。

次に、近鉄四日市駅の東側、東の開発あるいは再構築というものの方向

づけを早くしろというご指摘だというふうに思っております。私は駅西開

発と駅東の開発というものが、同時進行をとっていくのはかなり難しいか

と思いますが、駅西の場合には街区としての強みは極めて少ない。駅東の

場合は、街区整備ということでやりようによっては非常に強みがあるんで

はないだろうかと、こういうことで過日も関係者の方々と、若い方々ばか

りでございますが、随分突っ込んだお話し合いをさせていただきまして、

ご理解をいただけたものだというふうに思っておりますし、一方まちづく

り協議会の方と商工部と都市計画部が共同で研究会をやろうという動きが

出てまいりますので、私は関係者の方々の方から思い切って「こういうま

ちにしたい」という発想を出してくださいよ、というふうに申し上げてお

るわけでございまして、その関係者の方々のご意向というものを十分に取

り入れながら、駅東の街区形成を図ることによって、私は特色ある商店街

を形成することができるだろうと、こういうふうに思っておる次第でござ

います。今後とも皆さん方のお力あるいはお知恵をできるだけご示唆賜れ
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ば大変ありがたいと思っております。以上でございます。

〇議長（訓翔也男君） 永田正巳君。

（永田正巳君登壇〕

〇永田正巳君 ありがとうございました。

3兆円の取り組みにつきましてはよくわかりました。さらに、一層の理

事者のご帝闘を要望してとどめたいと思います。

駅東商店街に関する件でございますが、これにつきまして、事実確認は

まだいたしておりませんが、たしかこの議場でも取り上げられたかと思い

ますが、 100万円の出資者を集められて、いろいろと事業活動をするとい

う団体が数年前にできたかと思います。またまた、それに引き続き、今度

は 500万円の出資を募って、そういったデペロッパー会社をつくるという

ような話が持ち上がっておるようでございます。この件につきましてはま

だ定かではございませんが、どういう目的なのか非常に我々は理解しにく

いところもございます。その 2つの団体が何の目的であるか、あるいは何

か特権を持ったような動きをするのか、非常に興味深いところでございま

すが、今度つくられようといたしております、その 500万円出資による会

社と申しますか、団体と申しますか、これについて何か事実関係でもわか

れば教えていただきたいと思うわけでございますが、そういうことが、市

民皆平等であるべきこの近鉄四日市駅周辺の権利に特権意識を持ったよう

なことにあることはいささか問題があろうかと思います。皆平等であるべ

きだと思うわけでございますが、わかる範囲内でよろしいが、一度お聞か

せいただければ幸いかと思います。

これで終わりたいと思うわけでございます。よろしくお願いいたします。

〇議長（訓覇也男君） 商工部長。

〔商工部長（川村得二君）登壇〕

〇商工部長（川村得二君） お尋ねの件についてお答えを申し上げたいと

思います。
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駅西開発協同組合、 1口 100万円ということで、約 170名の商業者の方

方が出資された協同組合だというふうに理解をいたしております。この組

合において、工業高校跡地を買い受けて商業施設をつくろうということで

設立されたというふうに理解をいたしております。

それから、それに関連いたしまして、 1口 500万円の出賓を集めておる

じゃないかというお話でございますが、この中の一部の方がそのような島

きを一月程度前にされたということは伺っておりますが、その後は新しい

お話というのはお伺いしておらないというのが現状でございます。

この駅西開発協同組合、あるいは 500万円の出資でつくられようとした

会社でしょうか、特権というお話が今ご質問でございましたが、工業高校

跡地、あくまでも開発公募方式ということで進んでおりますので、そのよ

うな特権ということはないということを申し上げたいと思います。以上で

・ございます。

〇議長（訓覇也男君） 本日はこの程度でとどめることにいたします。

次回は、明日午前10時から会議を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

午後 3時6分散会

会 議 録

第 4
 
日

（昭和61年 9月18日）
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0議事日程第4号

昭和61年 9月18日（木） 午前10時開議

第 1 一般質問

第 2 議案第70号ないし議案第94号 ………………… 質疑・委員会付託

0本日の会議に付した事件

誤事日程のとおり

〇出席議員 (43名）

相松 尚

青山峯男

小井道夫

伊藤信

伊藤雅敏

川島谷森口村野
多
小大大金川川喜

郎雄生正一善等正男茂隆次次

四武茂洋幸

久保博

訓覇也

粉川

小林清

小林博

後藤寛
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後藤長六

佐野光信 〇出席議事説明者

高木 勲 市 長 加藤寛嗣

田中基介 助 役 坂倉哲男

谷 ロ 廣睦 助 役 片岡一

豊田忠正 収 入 役 藪田 裕

中村信夫 調 整 監 伊藤長爾

永田正巳 市長公室長 毛利道男

野崎 洋 総務部長 栗本春樹

野呂平和 財政部長 鈴木 美

橋本増蔵 市民部長 宮田 勉

古市元 福祉部長 岩山義弘

堀 新兵衛 商工部長 川村得二

堀内弘士 農林水産部長 竹村二郎

前川辰男 環境部長 鵜飼 滋

益田 力 都市計画部長 東 寛

水野和子 建設部長 島内清治

水野幹郎 下水道部長
＇ 
前川鉦

毛利道哉 消 ，防 長 山 ロ 博

森 真寿朗 消防次長 田 中昌治

森 安吉 病院事務長 石 田 進

山 ロ 孝 水道事業管理者 奥村仁人

山路 剛 水道局次長' 尾中忠邦

山本 勝
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〇欠席議員 (1名） 教育次［長― し西村正雄
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代表監査委員 吉田耕吉

0出席事務局聡員

事務局長 樋 ロ 照ー

議事課長 板崎大之丞

議事課長補佐 石原 隆

議事係長 岡崎雄治

主 幹 金森伸夫

主 事 井上紀久夫

午前10時2分開議

〇議長（訓覇也男君） おはようございます。これより本日の会議を開き

ます。

ただいまの出席議員数は、 41名であります。

本日の議事については、お手元に配付いたしました議事日程第4号によ

り取り進めますので、よろしくお願いいたします。

日程第 1 一般質問

〇議長（訓覇也男君） 日程第 1、これより一般質問を昨日に引き続き行

います。

発言を許します。

堀新兵衛君。

〔堀新兵衛君登壇〕

〇堀 新兵衛君 皆さんおはようございます。通告に従いまして質問いた

します。

第1に、防災の強化であります。

当市におきましては、 31日に防災訓練を行ったのでありますが、その訓
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練の自分なりの反省点を質問いたします。

毎年訓練は同じで、新しいところがない。この31日には四日市の市民が

その訓練に対して、みんな訓練をやろうやないかという危機感がなかった

ように思われます。また、避難一つをとってみても、これで地震対策を考

えてのことかと、非常に不思議に思われるわけであります。

内部を例にとってみても、避難所が内部小学校で、余りに遠過ぎて避難

所の役に立たないのではないか。それよりももっと細かく、 1町に 1カ所

ぐらいきめ細かい避難所を設けたらよいと思うんですが、その点どうです

か。

私、ここで市長にぜひやっていただきたいことをお願いするわけですが、

この前、防災手帳をつくってから10年余りの年月がたちますが、その間に

地域の情勢も大分変わってきていますので、この際全戸配布で防災手帳を

配ってやっていただいてはどうか。薄らいできた防災に対する意識を高め

る意味でも、これは非常によい案だと思いますが、市長のご所見をお聞き

したいと思います。

静岡県において立派な防災手帳をつくられ、この場へ静岡県の防災手帳

を持ってきておりますので、これも参考になればありがたいことだと思い

ます。

もう皆様もお忘れになっていることと思いますが、宮城県沖地震で仙台

市は大変な被害を受け、消防本部また我々も仙台市の消防本部へ出向いて、

災害の今後のいろいろな対策を練ったわけですが、その状況は、いろいろ

被害の中で、海岸の地盤の悪いところで仙台の宮城県沖地震は被害が一番

大きかったわけですが、今度霞の埋立地に東邦ガスが天然ガスの貯蔵夕‘ノ

クをつくる話ですが、その安全性について市民は非常に心配しております。

市長の口から、こんなもの怖いものではないと、絶対安全なものだと、言

明してやっていただきたいと思います。

それと、コソビナートの地震に対する安全性もお聞かせ願いたいと思い
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ます。かなりコソピナートも年月がたっており、古くなってきておると閲

きますが、地展に対する対策はどのようなものか、お聞かせ願いたいと思

います。

次に、農業の促進について質問いたします。

まず第 1に、三重用水のこれまでの工事の進捗状況について質問いたし

ます。

いつごろ農家に水が来るのか、また当初の計画どおり農家の負担はその

ままでよいのか、また農家に水が当たるとすれば、どのぐらいの値段を農

家が請け負うのか、その点についてお聞かせ願いたいと思います。

また、農業工事における受益者負担金について質問いたします。

農業工事においては、受益者負担金を取るのが通例になっておりますが、

それが農業の発展を阻害しているように思われますが、受益者負担金はど

うして取るのか、全廃できないものか、お聞かせ願います。

農業も機械の時代です。今から後継者を育てなければ、日本の農業は衰

退してしまいます。最近、円高、円高と非常に話題になっておりますが、

農業問題をもっと四日市市も真剣に考えていただきたいと思います。

発表できるものだけでも、答弁願いたいと思います。これで第 1回の質

問を終わります。

〇議長（訓覇也男君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） お答えをいたします。

まず防災体制の強化に関連をいたしまして、訓練の問題あるいは避難所

の問題、防災手帳の問題、さらには東邦ガスのLNG貯蔵タソクの安全性

の問題について、ご質問がございました。

まず訓練の問題でございますけれども、ー朝有事の際に防災ということ

につきまして、行政あるいは関係機関がこれに懸命に取り組むということ

は当然でございますけれども、何と申しましても市民の方々の協力によっ
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て、初めて総合的な防災体制が確立ができるということでございます。実

は、この訓練というのは、繰り返しやる必要があると私は思います。同じ

訓練を繰り返しやることによって、防災ということに対する人々の対応の

仕方というものが確立をされていくんじゃないだろうか、こういうふうに

思つておりまして、できれば年に何回かやりたいというのが本心でござい

ますが、やはりそうもいかないという今日の実情があります。だんだん訓

練慣れして、しまいに、いわゆる危機感というものが薄らいでいくことは、

大変怖いことでございまして、そういった面で、特に住民の方々の意識の

高揚ということは、絶えず考えていかなければならないかと思いますので、

今後そういった面に対しましては、十分配慮をしながら、日常の業務処理

の中で対応してまいりたいというふうに思っておる次第でございます。 i

さらに、避難所の問題をご提示いただきました。避難所というのは、緊

急に避難する場合には、被害を受けた住民の方々から至近な距離でとりあ

えず避難をする施設、緊急避難所があるということが必要でございまして、

同時に災害によりまして居住の場所を失った、生活の根拠を失ったという

方々に対しまする、いわゆる収容避難所というようなもの、 2つに分けて

考える必要があろうかというふうに考えております。

そこで、前段の緊急避難所につきましては、市内約 300カ所につきまし

てきめ細かく指定をしておるところでございますが、ご承知のようにこれ

で十分だというふうにはまいりませんので、今後、地区の実情を十分把握

をいたしまして、地区市民セソターと連絡をとりながら、避難所というと

ころを指定してまいりたいというふうに思っておるところでございます。

なお、避難所がどこにあるのか知らないというような方々もお見えにな

るようでございますから、自治会等にお願いをして、その PRに努めてま

いりたいというふうに思っておるところでございますので、ご理解を賜り

たいと思います。

次に防災手帳でございますが、当市の防災手帳は54年に作成をして、全
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戸配布をしたということでございますが、確かにご指摘がございましたよ

うにかなりな年数を経ておりますので、つくり直しまして、全戸配布とい

うことで、来年度以降でつくってまいりたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。

なお、静岡県の防災手帳、大変立派だそうでございますので、十分参考

にさせていただきます。ありがとうございました。

次に、宮城県沖地震に関しまして、海岸の地盤の弱いところ、特に当市

の場合には、臨海部にコ｀ノピナート施設が立地をしておるわけでございま

すが、その中で東邦ガスのLNG貯蔵基地につきましては、既に同社から

建設基本計画というものが示されておりまして、現在当市との問で災害防

止協定の締結をするように指導をしている段階でございます。

LNG貯蔵夕‘ノクの設置につきましては、立地条件を十分に考えまして、

地盤の沈下または地震の際のタソク直下の地盤の問題があるわけでござい

ますので、タソク直下の土砂の入れ替え、さらには転圧等による地盤改良

をいたしますとともに、タソク基礎というものは、地盤面から下約40mま

でコソクリート支持杭 800本を打ち込み、さらにその杭の上に鉄筋コソク

リート床を施工をいたしまして、不等沈下の防止及びタソク本体への地震

動による被害の影響を受けない構造になっておるわけでございます。これ

はガス事業法等の保安法令の規定によるほか、日本ガス協会の定めており

ます「製造設備等耐震設計指針」に基づいて設計施工すると、こういうこ

とになっておるわけでございます。

なお、基地構内には地震計を設置をいたしまして、地震が起きたときに

所要の、いわゆる制御、ンステムというものが直ちに働くというようなこと

にいたしておりまして、安全は確保されておるものというふうに考えてお

ります。

LNGの貯蔵タソクは、東邦ガスばかりではありませんで、中部電力の

方もあるわけでございますから、厳重にチェックをして、万一の事故に十
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分臣え得るような構造、設計施工を指導してまいる所存でございます。

「絶対おまえ安全なのか」と、 「市長の口から安全宜言をせよ」という

ことでございますが、人間のやることですから、絶対ということについて

は、私もそこまではちょっと申し上げかねる。しかし、今の知識で考え得

る最高の技術で安全性を保つという方向で十分配慮をしてまいるというこ

とは、お哲いを申し上げることはできると思います。

次に、海岸地帯一帯にございますコソビナートの施設でございますが、

確かに古くなった施設もございますし、さらに現在もう運転をストップを

いたしまして、そのままにしてある施設もございます。これらの施設に対

しまして、安全性というものについて、毎年一遍は定期的に検査をいたし

ておりますし、会社の方でも当市との間、あるいは地域の住民の皆さんと

の問に交わされました協定に従いまして、定期的な点検というものは怠っ

てないし、その報告というものは一応消防本部の方にも来ておるというこ

とでございますから、安全ということについて、万全の対策が講じられて

いるものというふうに確信をいたしておる次第でございます。

以上、私の方からお答えをいたしました。 2点目、 3点目につきまして

は、それぞれの部長の方からお答えを申し上げます。

〇議長（訓覇也男君） 農林水産部長。

〔農林水産部長（竹村二郎君）登壇〕

〇農林水産部長（竹村二郎君） 農業の促進につきましての第 1点、三重

用水事業の進捗状況について、また農家の負担について、ご説明申し上げ

ます。

三重用水事業の進捗状況につきましては、前回の議員説明会でもご説明

申し上げたとおり、三重用水事業の基幹施設の大半が完成しておりまして、

残っております主な事業といたしましては、菰野調整池、打上調整池のダ

ム本体と、幹線水路といたしましては四日市市・菰野町地内の一部と、そ

ういった状態になっておりまして、事業主体でございます水資源開発公団

-177-



は、事業の完成年度を昭和64年度と目楔を決めまして、推進をいたしてお

ります。

ご承知のとおり、三重用水事業も、昭和59年度からは完成をいたしまし

た一部施設の供用を開始いたしまして、農家へ給水をさせていただいてお

ります。四日市市・菰野町の一部地域に暫定通水を始めまして、事業の効

果の発現を見ております。

四日市市といたしましては、県地区を中心に約 170haの水田に給水を実

施いたしまして、年間約 1万 3,000俵の米の収穫を三重用水の水で実現を

しております。特に本年度は、夏場に雨量が少なく、三重用水の給水によ

りまして、関係受益者から喜ばれているわけでございます。

しかし、本事業も工事の大幅な遅れと社会情努の変化等から、当初計画

をいたしました受益地が変化しておりまして、国・農林水産省、三重県で

は、この事態に対処するために、本年度に 1,000万円の事業計画変更調査

費を計上いたしまして、関係機関でございます三重用水土地改良区及び関

係いたします3市8町のユーザーと協議をいたしまして、現在、受益地の

見直し等の計画変更作業に着手をいたしておる状態でございます。

次に、ご質問の本事業の農家負担についてでございますが、既に受益地

内に用水管等が整備されている地区につきましては、現行の補助率で対応

をしてまいりたいと思います。受益地に入っておりましても、用水管等未

整備の地域につきましては、今後、事業が計画され実施される時点で考え

てまいりたいと思います。

ちなみに現在暫定通水を行っております水価でございますが、 10a当た

り、田植えから刈り取りまでの期間、全量を使用する水田におきましては、

年間 3,300円でございまして、事業が完成いたしまして本通水によります

水価は、これより高くなることが予想されるわけでございますが、今後、市

といたしましては、本事業の維持管理施設が完成いたしまして事業費が確

定した後、水価が算定されるわけでございますが、この時点で考えてまい
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りたいと思います。

いずれにいたしましても、本事業の地元負担は、市も含めまして大きな

負担になることが予想されますので、今後国・県に対して地元負担軽減の

要望を続けてまいりたいと、かように考えております。

それから、 2点目の農業用施設の地元負担の免除についてのご質問でご

ざいますが、農村地域は最近混住化が進んでおりまして、農業用施設も一

般の市民の方々に利用されております。農道が一般生活道路に、また農業

用灌漑排水が一般雑鹿水に利用されまして、そのためその機能が悪化し、農

家の方はこれらの施設の錐持管理に苦慮しているのが実情であるわけでご

ざいますが、市といたしましては、これに対処するために、農道につきま

しては、例えばミルク道路、フラワー道路等の規模の大きな農道につきま

しては、畏家の方に負担をかけず、市が負担をしておりますし、また農業

用排水路にいたしましても、雑廃水が多く混入する区域につきましては、 53

年に発足いたしました下水道部、建設部、農林水産部の 3部によります排

水対策甚準に沿って地元負担を免除し、整備をいたしているわけでござい

ます。

農家負担の軽減につきましては、最近産業公営企業委員会の方々、また

各種農業団体から強いご要望もあり、市といたしましては、本年度から、

土地改良事業の地元負担率を、特にご要望の強い用排水路、団体ほ場整備、

ため池と、こういったエ種につきまして、地元負担の 5％引き下げの補助

率改正を、財政事情厳しい折でございますが、実施をさせていただきまし

て、ご要望におこたえさせていただいているわけでございます。

後継者の育成にどういった施策をしているかというお尋ねでございます

が、一番私ども某本になります、つくりやすい、営農のしやすい農地の整

備と、こういった点に力点をおきまして、後継者の育成ができる、そうい

った素地づくりをさせていただいております。以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 堀 新兵衛君。
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〔堀新兵衛君登壇〕

〇堀 新兵衛君 防災について、市長から防災手t長を早くつくって配布す

ると、いい言葉をいただきまして、私喜んでおる次第でございますが、地

震というのは、明日起こってくるかわかりません。そのときに防災手t長を

つくっておけばよかったのにというのでは遅いわけですから、ほかの市も

立派なものをつくってみえるわけですから、四日市市もできるだけ早くつ

くってやっていただきたいと、かように思うわけでございます。

それから、埋立地のガスタ｀ノクの問題とか、コソビナートの問題は、四

日市の防災について四日市の市民に聞くと、必ず「コ｀ノピナートは地震の

とき大丈夫やろうな」と、その声が一番高いわけでございます。今も市長

「安全宣言は」と言われたけど、絶対安全なものだと我々確信しておるわ

けでございます。この点について意を強くしたわけでございますが、今の

子供さん方は大きな地震に遭われていないわけですけれども、私は子供の

ときにおぼろげながら大含な地震を体験したわけでございます。本当にど

うしてよいのか。台風なんかは、どんなぐらいの台風がどこへ来て、いつ

ごろ襲ってくると、また風速何メートルとか、そういう細かいデータも事

前に知らされますけれども、地震の場合には、 「本当に、えらい揺れてき

たなぁ、大きいなぁ、これはもう家におってもあかんぞ、逃げゃんならん

ぞ」というのが、私の地震の体験でございます。皆さんも同じような体験

をお持ちではないかと思うわけでございます。

私、本当に世の中で一番怖いのは地震だなぁと自分で思っておるわけで

ございますので、四日市の市民の方にもそういう不安を取り除く意味にお

いて、 「防災の強化」ということを唱えたいわけでございますので、よろ

しくお願いいたしたいと思います。

それから農林水産部長の受益者負担金の答弁でございますが、農林水産

部長自身は非常によくわかってみえることだと思います。

現在は、農業においても、くわや、かまや、それから牛で田を耕すとい
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うような農業じゃなくて、 トラクターとか機械化によって農業の促進を図

っておるわけでございますので、昔のままの農業を考えてもらったらいけ

ないと思います。非常に機賊化した立派な畏業でございます。稲刈りにお

いても、ちょっと稲刈り機に乗ってずっと行けば、 1日に 1町やそこらは

簡単に米にできるという時代でございます。若者にも農業の楽しさとか、

そういうものをもっと市の方で教育してやっていただきたいと思います。

我々の年代の方は、最近では自分とこの庭へ野菜をつくって、その野菜

をおかずにして、 「これええなぁ」と言って、議員の中でも後藤長六先生

はよく野菜をつくられて、視察に行って、 「その野菜を堀さんも食べよ」

と言っていただくわけでございますが、非常によいことだなぁと、我々も

思っておるわけでございます。その点においても、そのような楽しみを与

えてやっていただきたいと、かように考えるわけでございます。もうこれ

で質問は終わります。どうもありがとうございました。

〇議長（訓覇也男君） これをもって、一般質問を終了いたします。

日程第2 議案第70号ないし議案第94号

〇議長（訓覇也男君） 日程第 2、議案第70号昭和60年度四日市市立四日

市病院事業決算認定について、ないし議案第94号土地の取得についての25

件を一括談題といたします。

これより質疑に入ります。

発言を許します。

小井道夫君。

〔小井道夫君登壇〕

〇小井道夫君 最初に、議案第71号昭和60年度四日市市水道事業剰余金処

分並ぴに決算認定についてお尋ねいたします。

60年度は、 58年9月議会におきまして、水道料金の28％にも上る大幅な

値上げを提案されたときに示されました財政計画期間の最終年度であった
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わけでございます。

市当局はこの財政計画をもって、 28％近くの値上げ、 12月実施を提案さ

れていたわけでございますけれども、誤会も多数決でもって、この財政計

画を基本的にはやむを得ないものとして、実施時期を59年1月に繰り下げ

た中で決定をされたわけでございますが、この 3年間の財政計画、こうい

うものが市の当局の提案内容において、またそれに対する諮会の対応にお

いて適切であったかどうかということを検証する大事なこの60年度決算で

もあると思うのでございます。

58年9月に提起されました財政計画によりますと、今度の決算、そして

58年度、 59年度の決算等、私なりに数字をずっと合わせてみますと、トータル

にお含まして損益勘定でこの値上げをしても 1,100万円しかプラスになら

ないと言っておったのに、何と12億 7,000万円も黒字を出す結果になって

いるわけでございます。

財政計画と実態とが、予定は未定にしてしばしば変更することありと、

そして事実、水道というものについては、いわゆる水商売と言われますよ

うに、水需要は、天候その他のいろんな条件によりまして変化というもの

も、そういう可変要素というものは非常に強いと思いますけれども、しか

し、少なくとも58年9月時点で、 58年9月までの実徴等を議会においても

十分検証していれば、 58年度の値上げは少なくともしなくてよかったんで

はないか。事実振り返ってみますと、 58年9月の議案質疑等におきまして

も、水道事業管理者自身が、この計画以上の水需要が58年度 8月末段階ま

でに既にあるということを、明言していたわけでございます。

それから県水の受水の関係、特にこの問題は、私どもも議案質疑等を通

し、て、年間で58年度、少なくとも百数十万トソの県水受水を抑えることが

できるんではないかということも提起いたしましたが、事実58年、後から

見てみますと、 58年8月末までに県水の受水が計画よりも50万トソ近く抑

えることができているわけです。この時点で、識会の審査の時点で、そこ
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らについて立ち入って議論していれば、そしてその計画をたださせること

ができるならば、 58年度この値上げを抑えることができたというふうな結

論も見い出せるわけでございます。 58年度の全体の 1年間の水需要という

のが、その後の水道収益におきましても、また県水の受水産におきまして

も、非常に大きな影唇を持っているだけに、そのことを特に指摘したいと

思うわけでございます。

当局は、この財政計画と、それからこの 3年間の実態との開き、余りに

大きい開き、これについてどのように説明をなさるのか。単に思わぬ水需

要があったということだけでの説明でいいものかどうか。また、先i吐ど私

は誤会側の対応という問題も、問題があったかなと感ずるわけでございま

すけれども、その問題はともかくとして、とにかく理事者はその辺をどう

説明なさるつもりか。それから、またこの料金改定率が適切なものであっ

たかどうか、今その考え方を改めて聞いておきたいと思うのでございます。

それから剰余金の処理の問題です。この60年度だけで締めて 5億円の剰

余金をつくり出したわけでございます。 59年度で 6億 4,700万円、 58年度

で1億 2,900万円の剰余金、締めて12億 8,000万円ほどの剰余金になるわ

けでございます。 60年度5億円、この剰余金の処理は、従来の延長線上で

単純に企業債減債積立金あるいは建設改良積立金という形で処理をなさろ

うとしておりますけれども、現下の経済情勢、国も地方も挙げてこの円高

不況に対応して内需拡大ということが言われているわけでございますけれ

ども、少なくともこの内需拡大、四日市市政の場でも先日来論議になって

おりますように、市長部局サイドでも議論をいただくとともに、水道局に

おいてもこの剰余金の処理について、水道事業拡張計画等はじめ、水道事

業工事、そういうものを前倒しして市内に需要を喚起する、こういう問題

についても取り組むお考えはないか。単に延長線上で減債積立金あるいは

建設改良積立金として処理なさる、こういうことだけでは能がないんでは

ないかと思いますが、その辺いかがでしょう。
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それから、議案第74号昭和61年度四日市市国民健康保険特別会計補正予

算（第 1号）と議案第82号四日市市国民健康保険条例の一部改正について

でございますけれども、軍備が栄えて福祉枯れ、弱者泣くと、軍事費を聖

域にして、どんどん軍備を増やす、一方で行財政改革という名をにしきの

御旗にして、どんどん社会福祉や社会保諒制度の切り捨てや改悪をしてお

りますけれども、この健康保険の面でも、国民の命と健康の保臣である、

四日市市民7万 7,000余の命と健康の保障であるこの国民健康保険につい

ても、まさに国庫負担金の削減、そういう形で福祉を切り捨てる、弱者を

泣かせる、こういう結果が今度の提案の中にもみごとに出ていると思うの

です。

値上げ提案7.93%、値上げ分を後期半年で納めるわけですから、 15.85 

％の値上げになります。最高限度額も61年度は 1万円上げて36万円ですが、

62年度には 2万円アップになってしまう。こういう値上げの一方で、給付

の改善は全くないという状態でございますけれども、その要因は幾つかあ

りますけど、最大のものが今申し上げたように、療養給付費等にかかる国

庫負担金を大幅に削減したことです。そして政府がこの国庫負担金削減の

一つの理由とした退瞭者医療制度創設による国保財政負担の軽減というの

が、・政府の財政見込みの大きな違い、誤算によって、結局のところ国民健

康保険財政が大きな負担になる。果たしてそのことによる影響は、四日市

市において国民健康保険財政の負担という形で出てくる影響は、 59年度、

60年度、 61年度と幾らになるのか教えていただきたい。

さらには、低所得者の国民健康保険料軽減額に対する国庫補助金も、 59

年度から20％カットという形でなされているわけですけれども、これも果

たして幾らになるのか。

この 2つの、国庫負担金あるいは補助金削減による市の国民健康保険財

政負担を国に措置させれば、今度の国民健康保険料の値上げは全く必要が

ないと思いますし、逆に給付改善はできると思うのでございますけれども、
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この根本を解決しないで、市当局が国民健康保険財政負担増を国民健康保

険料値上げに直結して市民負担に転媛してきた。一般会計からの繰り入れ

などという市としての努力は、全くなされてません。時間がありませんの

で、詳しい数字等は委員会等でよく調べていただきたいと思いますが、全

＜繰入金は、 5年前も10年前もほとんど変わりないという状態でございま

す。

しかし、ここで市長にぜひ考えていただきたい、あるいは市当局自身が

国民健康保険の加入者、国民健康保険の実態あるいは特殊性、そういうも

のをどこまでご理解いただいているのか、そしてまたそれをご理解いただ

いていれは•いるほど、単なる国民健康保険という枠でとらえることができ

ない、四日市市としても積極的に福祉という面からも手当てをしなければ

ならない実態が相当あるではないか。そういう一つの例として、この国民

健康保険の加入者の法定減免対象になっている人たち、世帯数にして全世

帯数の15.3％ですね、保険者数にして19％ある。この人たちが納める保険

料は、保険料総額の 4.2％という数字です。ここには年金生活者、それか

ら5人未満の事業所で慟く人、 70歳以上のお年寄り、それから退職者医療

制度の対象になっているような年金生活者、低所得者、こういう方々がお

るわけです。さらにはこの4月からは、障害者で、わずかばかりの障害基

礎年金ができたために、今まで政府管掌健康保険で医療を受けていたのを

国民健康保険に入るという人たちも、今度またわずかですけれども出てく

る。こういうのもこの国民健康保険財政全体の中で見なきゃならないです。

それから国民健康保険料自身が、もう全体として非常に高い。一つの比

較ですけど、年収 400万円の人が政管健保であれば、年間12万 3,000円の

保険料。市町村共済、国家公務員共済であれば、 13万 5,900円の保険料。

国民健康保険は、何と27万 6,000円、 1年間に払わなきゃならない。そう

すると、先ほどの法定減免の対象の低所得者の人たちは、そんな状態で非

常に低い保険料にならざるを得ない。その中間層が非常に大ぎな、今申し
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上げたような保険料負担、高い保険料を払っているわけです。給付は他の

保険と比べて非常に悪い。こういう実態を市長はどのようにお考えなのか。

お考えになってればなってるほど、国の制度の根本解決が甚本ではあり

ます。それだけに、そのために力を入れていただかなきゃなりませんが、

その穴を、市としても、福祉のサイドからももう少し積極的な手当てをな

されなきゃならないじゃないか。この辺のところをお考えを改めて伺いた

いと思います。

〇議長（訓覇也男君） 水道事業管理者。

〔水道事業管理者（奥村仁人君）登壇〕

〇水道事業管理者（奥村仁人君） 水道事業決算につきましてお答えをさ

せていただきたいと思いますが、財政計画と決算との関係でございます。

これにつきましては、十分慎重にまた検討をさせていただいて、策定をい

たしたものでございまして、ただいまお話の水需要だけか、気象条件だけ

かと、こういうことでございますが、それに付随いたしまして受取利息の

関係、工事負担金の関係の収入増も図っております。またお話のございま

した県水の受水料金、これも再三県に、企業庁の方へ折衝を、陳情をいた

しまして、使用料金を値下げしておる、受水費が軽減されておるというよ

うなこともございまして、 60年度におきましては、 5億 400万円の純利益

を残すことができたわけでございますが、この利益をひとつ景気刺激に回

したらどうかというご指摘であったかと思います。

私ども地方公営企業の場合は、利益が生じたときは、企業債の償還でご

ざいますとか、施設の改良などの資金に積み立てなければならないことに

なっておりまして、これにつきましては、常任委員会の方で十分ご審議、

ご検討をいただく予定にしておる次第でございます。以上でございます。

〇議長（訓覇也男君） 福祉部長。 ' 

〔福祉部長（岩山義弘君）登壇〕

〇福祉部長（岩山義弘君） 国民健康保険特別会計に関する議案につきま
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して、いろいろご質問をいただいたわけでございますが、詳細につきまし

ては、常任委員会におきまして十分説明させていただきたいと考えておる

わけでございます。

しかし、国民健原保険の国の補助制度が非常に変わってきた、あるいは

国の老人保健法の改正の議案が鹿案になってしまったと、さきの国会でご

ざいますが、そうした結果によって非常に大きな影響を市としても受けて

いることは、確かでございます。こうした影響額につきまして、基本的に

は国の沢任として強く要望していかなくてはいけないと、我々は考えてお

りますし、このたびの国民健康保険特別会計の補正予算の中でお願いして

おりますのは、被保険者の皆さん方の利用いただいた医療費の自然増、こ

うしたものについての値上げをお願いしておるわけでございますので、ひ

とつご理解いただきたいと思うわけでございます。

いずれにいたしましても、市の繰り入れ等につきましてご質問もござい

ましたが、こうした問題については、国の制度の見直し、それから市にお

ける国民健康保険財政の健全化の見通し、そうしたものを見定めまして、

62年度の当初予算の中で十分検討いたしたいと考えておるわけでございま

す。

なお、退職者医療制度の国の見込み違いによります影響額でございます

が、おおむね 7億円程度ということで考えております。ただし61年度につ

きましては、最終的な国の方の決定もまだされているわけではございませ

んが、現状といたしましては、 7億円程度になるだろうということで考え

ております。

〔私語する者あり〕

〇議長（訓覇也男君） 満足できない答弁だったと思いますけれども、時

問の都合でよろしくお願いいたします。

これをもって、質疑を終結いたします。

本件をそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
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なお、各常任委員会は、 19E午前10時から開全されますので、念のため

申し上げます。

〇議長（訓覇也男君） 次に、今定例会において受理いたしました請願は、

お手元の文書表のとおりであります。それぞれ所管の常任委員会に付託い

たします。

なお、請願第19号「パートタイマー等退匿金共済制度」制定については、

取り下げの申し出がありましたので、ご了承願います。

陳情につきましては、今定・例会においては提出がありませんでした。

会 議 録

〇議長（訓覇也男君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

次回は、 9月26日午後 2時から会誤を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

午前10時55分散会

第 5
 
日

（昭和61年 9月26日）
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0議事日程第5号

昭和61年 9月26日（金） 午後2時開誤

第 1 諾案第70号ないし誤案第94号 ………………… 委員長報告・質疑

討論・採決

第2 委員会報告第5号 請願の審査結果について ………… 採否決定

第3 発誤第6号 公的年金等の課税強化反対に関する意見書

の提出につしヽて …...………......……•・・ 説明・質疑

討論・採決

第4 常任委員会の閉会中の継続調査について

0本日の会議に付した事件

1.譲事日程のとおり

2. 日程追加 緊急質問

〇出席議員 (44名）

相松 尚

青山峯男

小井道夫

伊藤信

伊藤雅敏

小川四郎

大／島武雄

大谷茂生

金森 正

JI I ロ 洋二

川村幸善

喜多野 等

-189-



久保博正 森 安吉

訓覇也男 山 ロ 孝

粉川 茂 山路 剛

小林清隆 山本 勝

小林博次 渡辺 彦

後藤寛次 〇欠席議員 (0名）

後藤長六

坂 ロ 正次 〇出席議事説明者

佐野光信 市 長 加藤寛嗣

高木 勲 助 役 坂倉哲男

田中基介 助 役 片岡

谷 ロ廣睦 収 入 役 藪田 裕

翌田忠正 調 整 .Dll. 臣と 伊藤長爾

中村信夫 市長公室長 毛利道男

永田正巳 総務部長 栗本春樹

野碕 洋 財政部長 鈴木 美

野呂平和 市民部長 宮田 勉

揉本増法 福祉部長 岩山義弘

一口 —巾← 冗- 商工部長 川村得二

坦 新兵街 呈林水産部長 竹村二郎

坦内弘士 環境部長 鵜飼 滋

前川辰男 都市計画部長 東 寛

益田 力 建設部長 島内清治

水野和子 下水道部長 前川鉦

水野幹郎 消 防 長 山 ロ 博

毛利道哉 消防次長 田中昌治

杯-ヽ＊→一 其井朗 病院事務長 石田 進
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水道事業管理者 奥村仁人

水道局次長 尾中忠邦

教 育
耳^  岡 田 久江

教育次長 西村正雄

代表監査委員 吉田耕吉

0出席事務局職員

事務局長 栖 ロ 照ー

誤事課長 板筋大之丞

誤事課長補佐 石原 隆

誤事係長 岡崎雄治

主 幹 金森伸夫

主 事 井上紀久夫

午後2時 1分開誤

〇議長（訓覇也男君） これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は、 43名であります。

本日の議事については、お手元に配付いたしました議事日程第 5号によ

り取り進めますので、よろしくお願いいたします。

日程第 1 議案第70号ないし議案第94号

〇議長（訓覇也男君） 日程第 1、誤案第70号昭和60年度四日市市立四日

市病院事業決算認定について、ないし識案第94号土地の取得についての25

件を一括議題といたします。

本件に関する委員長の報告を求めます。
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まず、総務委員長にお願いいたします。

佐野光信君。

〔総務委員長（佐野光信君）登壇〕

〇総務委員長（佐野光信君） ただいま議題となっております各議案のう

ち総務委員会に付託されました関係議案につきまして、当委員会の審査の

経過と結果をご報告申し上げます。

誤案第73号昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第2号）の関係部分

についてであります。

歳入につきましては、歳出各科目に対する国庫補助事業の決定に伴うも

ののほか、一般財涸として市税を追加計上して収支の均衡を図ったのであ

ります。

今後の財政見通しについて、理事者からは、 「市税全体で当初予算額に

対し12億 7,000万円程度の上積みができると考えられるが、そのうち今回

の補正で約8億 7,000万円を計上したので、今後の財源として4億円程度

が見込めること、また、現在の見込みで推移すると、今年度末には 2億

5,000万円程度の歳入不足が予想されるが、今後の予算執行の状況を見て、

財浣更正、再配分などを行いたい」との説明がありました。

次に、歳出第 2款総務費についてであります。

第三セクター（仮称）伊勢鉄道株式会社に対する出資金につきましては、

国鉄伊剪線を三重県が中心になって第三セクター設立として存続させよう

と取り組んでいるものであり、設立のための資本金2億円のうち、本市の

負担分である 1,000万円を計上したものであります。

伊勢鉄道の将来展望については見通しにくい面もあると考えるところで

はありますが、当委員会は、経営状況が著しく悪化した場合の対応につい

ても十分考えておくべきであり、本市独自の活用計画についても積極的に

検討すべきであると指摘した次第であります。

第三セクター（仮称）株式会社四日市市生活環境公社に対する出資金に
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つきましては、市40%、民間60％の出宍割合で新公社を設立させようとす

るものであり、設立資本金 2,000万円のうち、本市の負担分である 800万

円を計上したものであります。

当委員会は、本件については閉会中の謂査事項として詮誤し、その謂査

報告書においても指摘したところでありますが、新公社設立に当たっては

市としても相当の決意で臨み、民間活力の渫入により市行政に多大の貢献

がなされるよう積極的な取り組みを強く求め、これを了とした次第であり

ます。

テレトピア構想に関する経費につきましては、本市が本年 3月にテレト

ピアモデル都市に指定されたことに伴い、日本電信電話株式会社(NTT) 

から職員の派遣を受けるとともに、計画策定をNTTに委託するものであ

ります。これに関連して委員からは、このような専門分野での人事交浣を

今後も続け、これからの厳しい社会情勢の中で、瞭場の活性化に努め、新し

い課題に取り組む積極的な姿剪を望みたいとの意見がありまし・た。

このほか、当委員会は、渉外関係について国際交流の促進強化を図る親

点から、市の機構を含め、体制づくりについて見直すべきであると指摘い

たしました。

歳出第 1款議会費、歳出第4款衛生費、歳出第 9款消防費、第2条債務

負担行為及ぴ第 3条地方債につきましては、別段異議はありませんでした。

議案第79号議会の誤決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例の一部改正につきましては、地方自治法の一部改正に伴い、公有地の

活用に土地信託制度が導入され、不動産の受益権の買い入れ、売り払いが

議会の議決事項となったものであります。

当委員会は、信託制度が導入されるからといって地方自治体の責任にお

いて実施しなければならない業務については除かれているものであり、こ

の制度の乱用によって法本来の趣旨を逸脱するようなことのないよう、運

用については十分な配慮をすべきことを指摘いたしました。
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誤案第81号四日市市印筵条例の一部改正につきましては、住民情報オ‘ノ

ライソシステムの稼OOによる窓口事務のOA化に伴い、印鑑登録証明書に

ついて規定の整備を図るものであります。

理事者からは、 「個人情報、データ保護の観点から、その運用について

は十分配應しているものであり、担当職員には IDカードを持たせるとと

もに、カードの保管についても厳重に行う」との説明がありましたが、電

子計算機を悪用した犯罪が横行している現状から、当委員会は、個人のプ

ライパシーの保護、データ保護の観点から、二重、三重の悪用防止対策を

講ずるべきであると指摘いたしましたほか、通勤客等の利便を図るため、

近鉄四日市駅前での証明書発行について今後の課題として検討されたいと

の意見がありました。

議案第89号四日市市と菰野町との境界の一部変更について、議案第90号

町の区域の変更について、議案第91号町及び字の区域の変更について、議

案第92号字の区域の変更について及び議案第93号字の区域の変更について

の5議案につきましては、境界あるいは町及び字の区域の変更に関するも

のでありますが、当委員会は、過去において、住民の理解が得られずトラ

プルの原因となったことがあることから、特に変更区域内に人家がある場

合には慎重を期し、各戸ごとに周知徹底が図られるよう十分な配慮をすべ

きことを指摘いたしました。

隈案第78号四日市市吏員退隈料、退職給与金、遣族扶助料支給条例等の

一部改正について及び議案第83号四日市市霊園条例の一部改正についての

2議案につきましては、別段異議はありませんでした。

以上の経過により、当委員会に付託されました関係議案につきましては、

いずれも原案のとおり承認すべきものと決した次第であります。

これをもちまして，総務委員会の審査報告といたします。

〇議長（訓罰也男君） 次に、教育民生委員長にお願いいたします。

大島武雄君。
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〔教育民生委員長（大島武雄君）登壇〕

〇教育民生委員長（大島武雄君） ただいま誤題となっております各諾案

のうち、教育民生委員会に付託されました関係誤案につきまして、当委員

会の審査の経過と結果をご報告申し上げます。

まず、議案第73号昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第 2号）の関

係部分についてであります。

歳出第 3款民生費の補正は、条例改正に伴う各種委員等の毎氏の追加、

高齢者事業団運営費及び地域交流ホーム建設代に対する補助金の追加計上

であります。

地域交流ホーム建設費に対する補助金については、理事者から、 「地域

交流ホームは、社会福祉法人『青山里会』が、各種老人ホーム入所者と地

域の老人との交流を図るため建設する施設で、老人の趣味・健康活動を中

心として運営されるものである。

市は、社会福祉施設として補助する考えで、地域のボラ｀ノティア活動を

広げる拠点として、また、短期保護事業、デイサービス事業などとの連係

を図ることにより、当施設は大きい効果を発揮すると期待している」との

説明がありました。

当委員会は、市が補助金を交付する以上、地域交流ホームが、老人に限

らず、すぺての地域住民によって利用され、真に地域とのつながり、ふれ

あいの場となるよう指導すぺきことを強く指摘いたしました。

第10款教育費の補正は、条例改正に伴う各種委員の報酌の追加、三重県

北部学区県立高等学校新設促進協議会への負担金、丹羽文雄先生の句碑建

設費、また、全小学校にパソコソを導入するための教育方法開発備品費の

計上のほか、少年自然の家建設事業費の追加であります。

丹羽文雄先生の句碑の建設については、先生が、現在までにただ一句詠

まれた「古里は 菜の花もあり 父の顔」という俳句の碑を、先生の意向

も配意し、ゆかりの深い「鵜の森公園」に建立しようとするものでありま
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当委員会は、この際、名脊市民であり、文化懃章も受賞されている丹羽

文雄先生を顕彰し、あわせて本市の芸術文化の振興を図るため、市立図書

館内の狭陰な丹羽文雄記念室について、移築拡充を検討すべきことを指摘

いたしました。

県立川越高校新設に係る三重県北部学区県立高等学校新設促進協議会に

対する 2億 7,000万円の負担金については、理事者から、 「関係市町の調

整の遅れから、利子負担が増えてきている。今回、とりあえず、関係市町

が、それぞれみずから負担すべきと考えている金額を支出することにより、

利子負担の軽減を図るとともに、これを機として解決の促進を図ってまい

りたい」との説明がありました。

当委員会は、負担額の調整が遅れるとさらに利子がかさみ、地元負担も

増大するおそれがあり、関係市町と積極的に話し合い、一日も早く解決す

るよう格段の取り組みを求めた次第であります。なお、一部委員から、県

立高校は県の費用で建設すべきであるとの反対意見がありました。

誤案第74号昭和61年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算（第 1号）

は、先の通常国会における老人保健法改正案の廃案等に伴い、老人保健医

療費拠出金を追加計上し、財源として、国庫支出金、繰越金のほか、国民

健康保険料の改定を予定するものであり、また議案第82号四日市市国民健

康保険条例の一部改正は、外国人に対する適用を厚生省令によることとし、

保険料の賦課限度額、保険料減免の甚準額について改正を行うものであり

ます。

理事者からは、 「老人保健法改正案の廃案などに伴う財源不足額6億

1,411万 8,000円を解消するためには、国民健康保険料を 15.85％引き上

げる必要がある。しかし、市民生活に及ぼす影響を考え、財政的には、約

3億円の赤字を覚悟し、国民健康保険料の引き上げを医療費の自然増分に

当たる7.93％にとどめる。
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今後、政府に対し、退瞭者医療制度における見込み違いに対する補てん

など財源措置を強く求め、赤字解消に努めてまいりたい」との説明があり

ました。

当委員会は、国民健康保険加入者の保険料が年々増大していることにか

んがみ、一般会計からの繰入金、国庫補助金、保険料賦諜祖合などについ

て検討を行ったのであります。

一部委員から、保険料の改正には反対であるとの意見がありましたが、

今回の保険料改正については、市民生活に対する配意から、財政的に赤字

を覚悟し、引き上げを抑えているものであり、これをやむを得ないものと

認め、今後、開業医との連携に十分意を用いるとともに、退啜者医療制度

における見込み違いにより生じた財政負担の早期補てんを政府に対し強く

慟きかけ、赤字の解消に最善の努力をすべきことを指摘いたしましたほか、

「一般会計からの繰り入れ等の問題については、今後の国保財政の健全化

の見通しを見定め、 62年度で十分検討いたしたい」との答弁を了とし、当

委員会は、両議案を賛成多数により承認いたしました。

議案第77号昭和61年度四日市市老人保健医療特別会計補正予算（第 1号）

は、過年度分の支払甚金医療費交付金の額の確定に伴う返還金の計上であ

り、別段異議はありませんでした。

以上の経過をもちまして、当委員会に付託されました関係誤案につきま

しては、いずれも原案のとおり承認した次第であります。

これをもちまして、教育民生委員会の審査報告といたします。

〇議長（訓覇也男君） 次に、産業公営企業委員長にお願いいたします。

森真寿朗君。

〔産業公営企業委員長（森 真寿朗君）登壇〕

〇産業公営企業委員長（森 真寿朗君） ただいま議題となっております

各議案のうち、産業公営企業委員会に付託されました関係誤案につきまし

て、当委員会の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。
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まず、議案第70号昭和60年度四日市市立四日市病院事業決算認定につい

てであります。

60年度の当事業におきましては、事業収益76億 2,268万 5,359円に対し、

事業費用75億 7,344万 7,265円、差し引き 4,923万 8,094円の純利益を生

じ、その結果、当年度未処理欠担金は 1億 2,264万 4,546円となったので

ありますc

理事者からは、 「主として外来患者数の増加により純利益が生じたもの

の、移転改築して 8年を経過し、医療器械等の更新の必要に迫られている

など、一層経費の増高が予想され、事業経営は依然として厳しい環境下に

ある」との説明がなされたのであります。

当委員会は、医療器械等の整備充実を行うなど、診療内容の充実と適正

な医療の提供に努め、患者の信頼を得ていることに対し、理事者の努力を

評価したところであります。

今後、当病院が北勢地域の中核病院としての役割を発揮していくために

は、公立病院としての政策を強く打ち出し、医療福祉の増進を図ること、

利用患者数が増加する中で、医療技術等医療サービスの低下を来さないよ

うに、事務局と医局とが一体となって診療体制の充実に取り組むべきこと

を強く指摘しました。

さらに、当委員会は、長年の懸案であります駐車場問題について、関係

部局と連携を密にして、早急に問題解決を図るよう指摘いたしましたほか、

設備保守委託及び建物管理委託について、・入札制度を取り入れるなど、見

直しを行うよう指摘いたしました。

以上の経過により、当委員会は本件を認定すべきものと決した次第であ

ります。

次に、議案第71号昭和60年度四日市市水道事業剰余金処分並びに決算認

定についてであります。

60年度の当事業におきましては、事業収益46億 3,933万 7,500円、事業
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費用41億 3,516万 6,230円、差し引き 5億 417万 1,270円の枯利益を生じ

たのであります。

これについて理事者からは、 「収入面において、夏期の高氾など水需要

を促す気象条件に加えて、給水戸数の増加により培収があった。一方、支

出面においては、人件費の抑制、北勢水遊用水受水性の節減などに努めた

結果、財政計画を上回る純利益が生じたものである」との説明がありまし

た。

当委員会は、財政計画を上回る純利益が生じたことについて、過去 3年

間の財政計画と決算額の比較及び今後の財政計画に関する沢料の提出を求

め、慎重に審査を行ったのであります。

審査の過程において、 「58年度から60年度までの財政計画における有取

水盤の予測は、 57年度以前の需要動向により計画したものであるが、夏期

の猛暑など気象条件が大きく影響し、計画していた以上に水需要が促され

たこと、 59年 1月からの料金改定による需要抑制を懇念していたことにも

かかわらず、大量使用の一般家庭が増加し、水需要が伸びたこと、財政計

画策定時において、北勢水道用水の値上げが計画されていたが、県へ牒情

等を行った結果、 60年4月には値下げが実施されたこと、自己水涜の罹保

を図り、北勢水道用水受水費の節減に努めたこと、などが主な要因となっ

て、給水収益が財政計画を上回ったものである」との説明があり、当委員

会は、これを了承したところであります。

さらに、 63年度までの財政計画について、理事者から、 「最終年度にお

いて 4,700万円ほどの純損失を生じる見込みであるが、今後とも経営の効

率化を図り、できるだけ長く現行料金を保持するとともに、配水管網の整

備及び老朽管改良事業の推進を図りつつ、地震災害の備えを講じるなど、

サービスの充実と円滑な事業運営に向けて、一層の企業努力を行いたい」

との説明がありました。

当委員会は、これを了とするとともに、本市の水道事業が水沢簡易水道
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の上木遣統合事業をはじめとする第三期拡張事業を積極的に推進し、水源

控保を図りつつ、安定給水に努めていることに対し、その労を多としたと

ころでありますが、次期財政計画策定に際しては、水道事業の公共事業と

しての使命に十分留意し、供亜な対応を行うよう強く要望いたしました。

また、本市がホ翌としている河川の地下水には限界があるため、将来、

三重用ホをはじめとする表流水を対象にした抜本的な水源対策を樹立すべ

きであることを指摘いたしましたほか、配管工事に係る費用の官・民負担

について、明理にすべきであることを要望いたしました。

剰余金処分につきましては、当年度未処分利益剰余金5億 484万 2,462

円のうち、演依栢立金2億 5,000万円、建設改良積立金2億 5,400万円を

苗み立て、残額84万 2,462円を翌年度へ繰り越そうとするものであります。

剰余金処分に関連して、理事者から、 「61年度予算の建設改良費におい

て、内需拡大のために、前年度対比40％増の景気刺激予算を組んで対応し

ており、現在、予算執行の前俣しについて、検討を進めているところであ

る」との説明がありました。

これに対し、当委員会は、安定給水の確保や拡張事業に対して積極的な

予算の増額を行い、本市の景気浮揚に努めるよう要望いたしました。

以上の径過により、議案第71号昭和60年度四日市市水道事業の決算を認

定し、剰余金処分については原案のとおり承認いたした次第であります。

次に、誤案第72号昭和60年度四日市市農業共済事業剰余金処分並びに決

算認定についてであります。

60年度の当事業決算におきましては、事業総収益 1億 7,635万 2,780円、

事業総費用 1億 3,649万 696円、差し引ぎ 3,986万 2,084円の純利益を生

じ、農作物、蚕繭、果樹及び園芸の各共済については、各共済勘定ごとに

法定積立金及ぴ特別積立金に剰余金を積み立て、家畜共済については、繰

越不足金として処理しようとするものであり、別段異議なく決算を認定し、

剰余金処分については、原案のとおり承認いたしました。
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議案第88号三洒農業共済事務組合の設立に関する芭誤については、かね

てから言われております長業共済事業の広域化を推進するため、本市と三

重郡4町にて一部事務組合を設立し、昭和62年4月 1Eより事哭を開始し

ようとするものであります。

当委員会としましては、本市農業共済牢英が現在まで安定した径営状況

にあることから、広域化により、本市長家へのサーピス低下、負担埒につ

ながらないよう十分配應すぺきことを要望いたしましたほか、一乞事務組

合への職員の派遣に当たっては、各市町の派造際員の労低条件が不公平に

ならないよう配慮するとともに、損害評価についても茫ーを図るぺきこと

を指摘し、本件を承認いたしました。

次に、議案第73号昭和61年度四E市市一投会計補正予箕（第 2号）の関

係部分についてであります。

歳出第 6款農林水産業費につきましては、県支出金の決定等による追加

補正が主なものであり、農道舗装の促進を要望いたしましたほか、観光長

政及び山林保全整備への取り組みについて意見がありました。

歳出第 7款商工費につきましては、来春フィラデルフィア及びロソグピ

ーチで開催予定の地場産品輸出展示会に関連して、本事業が国際化に対応

した事業であり、理事者の積極的な取り組みを評価するところであります

が、本事業の推進に当たっては、この種の事業の補助基準を明確にし、業

界の自立自助の精神を促すとともに、本市産業の活性化のために、実効あ

る事業とすべきことを指摘いたしました。

また、本町通りのアーケードに対する補助金について、アーケード設匠

だけに終わるのではなく、地域の活性化を図るため、関係部局と十分連携

をとり、商店街に対する適切な行政指部を行うよう指摘いたしました。

歳出第13款第 1項農林水産施設災害復旧費につきましては、別段異誤は

ありませんでした。

以上により、当委員会に付託されました一般会計補正予算の関係部分に
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つきましては、原案のとおり承認いたした次第であります。

これをもちまして、産業公営企業委員会の審査報告といたします。

〇議長（訓罰也男君） 次に、建設委員長にお顆いいたします。

川口洋二君。

〔荏設委員長（川口洋二君）登培〕

〇建設委員長（川口洋二君） ただいま諾題となっております各議案のう

ち、建設委員会に付託されました関係諾案につきまして、当委員会の審査

の径遅と結果をご報告申し上げます。

まず、誤案第73号昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第2号）の関

係部分についてでありますc

歳出第 5款第 1項失業対策費については、本市の失業対策事業が、去る

7月末日をもって終息したことから、不用額を減額するとともに、自立引

退者に対する特例給付金等の増額を行おうとするものであります。当委員

会は、失業対策事業の終息については、理事者の労を多とするものであり

ますが、同事業の終息によって、これまで実施してきた公共施設の清掃や

除草作業等に支菌が生じることのないよう、適切に対処するよう要望いた

しましたc

歳出第 8款土木西については、国庫補助事業の内示に伴う補正が主な内

容でありますが、昨年来の円高に起因する不況が深刻化している今日、公

共事業の実施により、市としても内需拡大に積極的な姿勢をもって取り組

むよう要望いたしました。

また、迎路橘梁費において、市内一円における道路改良の要望が多いこ

とから、なお一層予算の増額を図り、整備促進に努めるべきことを強く指

摘いたしました。

なお、一部委員から、下水道事業においては、工事が大型化・長期化し

ており、現場付近の交通や商業活動の大きな障害となっていることから、

交通整理員を常駐させ、安全の確保を図るとともに、付近の住民や商業者
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に対して特段の配慮をすべきとの意見がありました。

歳出第13款第2項土木施設災害復旧西については、別段異誤はありませ

んでした。

談案第76号昭和61年度四日市市土地区画整理事業特別会計補正予互（第

1号）について、その主な内容は、東楼北住環境整備基金積立金の新規計

上であり、また、議案第80号四日市市東橋北住衷境整備甚金条例の告1定に

ういては、同甚金を設龍するに当たり、必要な条例を制定しようとするも

のであります。

本議案の審査に当たり、理事者からは、 「東梧北住環境整備事業は、束

橋北地区再開発の一環として、地区活性化とあわせて住衷境の基竺整備を

図ることを目的とし、区画整理手法による替地方式により移転事業を行う

ものである。また等積を基本とした替地が移転の条件となっている」等々

事業の概要説明がなされたのであります。

当委員会は、区画整理事業の目的は健全な市街地の造成であり、細分化

された過小な規模の宅地は、事業の趣旨に合わないことから、できる限り

過小宅地の解消に努めるべきこと、また、緑化の推進についても、鋭意努

力すべ含ことを指摘いたしました。なお、本事業の進捗状況について、今

後、委員会に対して詳細に報告を行うよう要望いたしました。

議案第84号四日市市自転車放置防止条例の制定については、公共の場所

における自転車の放置を防止することにより、通行機能の確保及び市民生

活の安全を図るとともに、良好な都市環境を保持することを目的とし、今

回、別途規則において、近鉄四日市駅周辺及び諏訪栄町一番街の約16haを

自転車放置禁止区域と定め、本年12月 1日から条例施行をするものであり

ます。

当委員会は、条例の趣旨を市民に周知徹底させるとともに、市民に不快

感の強い、諏訪栄町一番街における店舗前の自転車の不法駐車については、

当委員会の再三の指摘にもかかわらず、少しも問題の解決が図られていな
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いことから、理事者は、関係業者に対し厳しく指導を行い、関係業者の責

任において通行機能を確保させるぺきことを強く指摘いたしました。

諾案第86号市道路様の認定については、市道として、新しく 24路線を認

定しようとするものであり、別段異議はなかったのでありますが、かねて

から当委員会において指摘している道路の未登記用地の処理について、年

年処理件数は増加しているものの、なお未処理件数が多いことから、登記

事務の早期完了に、より一層の努力を図るべきことを強く指摘いたしまし

た。

議案第75号昭和61年度四日市市公共下水道特別会計補正予算（第 1号）、

諾案第85号市道路線の廃止について、議案第87号委託契約の締結について、

及び諾案第94号土地の取得については、別段異議はありませんでした。

以上の経過により、当委員会に付託されました関係議案につきましては、

いずれも原案のとおり承認いたした次第であります。

これをもちまして、建設委員会の審査報告といたします。

〇議長（訓覇也男君） 委員長の報告は、お聞き及びのとおりであります。

委員長の報告に対し、ご質疑がありましたらご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（訓罰也男君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより討論に入ります。

発言を許します。

小井道夫君。

〔小井道夫君登壇〕

〇小井道夫君私は、議案第74号、第82号、第71号、第73号について、共

産党を代表して反対討論を申し上げたいと思います。

最初に、議案第74号昭和61年度国民健康保険特別会計補正予算（第1号）、

議案第82号、四日市市国民健康保険条例の一部改正についてであります。

-205-



国民健康保険料の今回の主な値上げの原因は、政府・自民党が、軍拡路

線に甚づく反国民的な行財政改革を強行して、 59年度より国民健康保険ヘ

の国庫負担を大幅に切り下げたこと、なおかつ退瞭者医療制度の実施に際

して大きな財政見込み違いをしたにもかかわらず、必要な財涜措匝を講じ

ていないために、国民健康保険財政が極度に悪化していることは、既に指

摘されているとおりであります。

61年度分だけで四日市への影響額は、 5億 7,000万円。59年度、60年度の

赤宇未補てん分を含めますと、何と 9億 1,458万 4,000円ぐらいになると

いうわけであります。この分を政府に財瀕措置をさせれば、もろもろの要

因があるとしましても、国保料を今回値上げする必要は、全くないと言え

るのであります。

ところが、市長は、この根本問題を解決されないままの中で、また市独

自に国保特別会計への一般会計からの繰入金を増額するなどの措置も全然

とらないまま、国保加入者に負担増を押しつけたのであります。

国保料は、既に国保加入者の負担の限度を超えるほどの過重なものであ

り、他の健康保険制度と比較しても、最も高い保険料となっており、また

給付内容も劣悪であることは、周知の事実であります。

そして国保加入者の実態を見るとき、そこに他の被用者保険には見られ

ない特殊なものがあることは、その一端について、私も議案質疑の場でも

指摘したとおりであります。こうした特殊な事情から、保険の概念だけで

なく、福祉の面からも、必要な公費による財源措置をとるべきであります。

根本的には、国庫負担金の増額や、退職者医療制度発足に伴う見込み違

いによる保険者の財政負担について全面的な補てんをさすこと、給付改善

など、制度の抜本改善を国に実施させるようにしなければならないという

ことは当然でありますから、同時にそうした国保の実態に即して福祉の観

点から対処しなければならない面について、市としても一般会計からの繰

り入れを、現状は決して多くはないのでありますから、大幅に増やして、
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国保加入者の負担増を避ける努力をすべきであったと思うのでありまナ—

これが全く考慮されておりません。福祉部長は、この点について、 62年度

に善処する旨の答弁をされましたが、それが真に実のあるものになって出

てくることを願いたいのであります。

談案第71号昭和60年度水道事業剰余金処分並びに決算認定についてであ

ります。

60年度決算の結果は、財政計画を大幅に上回る 5億 400万円余の純利益を

生じましたが、その要因について、当局は、収入面で、夏期の高湿、小口

需要者増など水需要の増加による給水収益の増収があったこと、支出面で、

人件費の抑制、県水受水費の節減に努めたことや、県水の60年4月からの

値下げなどの結果であるとされておりますけれども、いま一つ欠落してい

るのは、給水収益の増収の根底に、 58年9月議会で決定し、 59年 1月から

実施した、水道料の平均 27.94％もの大幅な値上げがあったということで

あります。

そして、この水道料値上げ提案時に当局が示した財政計画と対比して、

例えば60年度をはじめとする59年度、 58年度、 3カ年の収支差し引き純益

が、水道料を 1トソ当たり平均 27.94％値上げをしても、なお 1,110万

8,000円にとどまるとした財政計画に対して、決算は料金の値上げ時期を

1カ月ずらしたにもかかわらず、 12億 7,058万 8,000円も多い12億 8,169

万 6,000円となったように、この余りにも大きい開きが生じたことからし

て、果たして59年 1月からの値上げが必要であったのかどうか。

その基礎となった財政計画における、主として水需要量や給水収益の見

込み、県水の受水計画などが適切なものであったのかを、改めて問うこと

となったのでありますが、このことについて当局は、十分な説明をしてお

りません。これでは、私どもは決算を認定することはできません。

私どもが調査したところでは、確かに給水収益の増収の一因として、こ

の間の夏期の猛暑などの気象条件が大きく影響して、計画以上の水需要が
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あったことは、うなずけるところであります。

しかし、その計画以上の水需要増は、 3カ年計画の全期間を通して、 58

年度水需要の伸び率が計画の 2倍にもなったことが大きく影響しており、

このことは、実は、水道料値上げと財政計画を提起した58年9月の時点で、

既に58年度上期の実際の水需要量が前年同期と比して大儒に伸びており、

58年度下期を控え目に見ても財政計画を上回ることは、そうした58年度上

期の実績などに立ち入って検討していたならば、十分予測が可能であった

と言えるのであります。

． 同様に県水受水費についても、 58年度上期の実績は、少なくとも計画を

大幅に下回ることが予想できたと言えるのであります。特に私どもは、こ

の県水の受水量は、計画より大幅に抑えることは可能であり、抑えること

を強く主張したところであります。

そうした点について当局が、 58年9月議会における値上げ提案時に適切

に対応していれば、少なくとも58年度は値上げをしなくて済み、あるいは

全体の値上げ率も大幅に下げることができ、議会もそれに沿って対処でき

たと思うのであります。

水道料の値上げは、少なからず市民生活を圧迫するものであるがゆえに、

慎重の上にも慎重に、十分に深く調査検討し、仮に値上げをしなければな

らないとしても、真に必要最小限のものにしなければならないと思うとき、

58年の値上げ提案、その基礎とした財政計画に、気象条件云々など、当局

のこれまでの説明だけでは済まされない問題点があったことを率直に反省

すべきであり、今後に生かすことを求めるものであります。

次に、剰余金処分についてでありますが、計画を大幅に上回る 5億 400

万円もの60年度剰余金には、さきにも述ぺましたようなことから考えます

と、水道料値上げのし過ぎ、水道料の取り過ぎ分も含まれていると言えな

くもないわけであります。これを市民に還元することを求めたいところで

ありますが、少なくとも現下の深刻な円高不況のもとで苦しむ市民にでき
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る限りの対策がとられることが求められているとき、この剰余金をそうし

た対策のために、例えば第三期拡張事業や、市民の要望の強い水道諸事業

の前街し、あるいは増発発注するなどのために、積極的に活用することを

求めるものであり、単に従来の延長線上で建設改良積立金に充当すること

は、賛成できません。

最後に、議案第73号昭和61年度一般会計補正予算（第2号）についてであ

ります。

その内容の幾つかに問題点があり、反対するものでございます。

1つは、この 9月の補正予算に市民が最も期待したものは何かというこ

とであります。それは、異常な円高の進行による深刻な不況に対して、市

として可能な最大限の対策をとること、そのための予算を組んでほしいと

いうことではないかと思います。

ところが、現実の 9月補正予算は、ごく一部分を除いて、ほとんどこの

市民の願いにこたえておりません。他の幾つかの自治体では、円高対策を

9月補正予算の柱にしていることを、新聞なども大きく報道しております。

中にはその財源として、財政調整基金を取り崩すという報道もあるのであ

ります。私どももそうした市民の願いや他の自治体の動向も見て、 9月議

会前に、またこの本会議におきましても、市長に円高対策の充実とそのた

めの補正予算を組むよう求めたところであります。

これに対して、市長は、 「12月にかなりの予算を組む」と答弁されまし

たが、しかし、その中身については定かではありませんし、時期が、ある

いは対応が遅いと言わなければならないと思います。

重ねて、 12月と言わず、 10月の臨時議会にも提案されるように、また内

容についても、私どもが既に求めてしヽるものをはじめ、真に市民の願いに

こたえ、円高不況に実際に対応し得るものにすることを求めたいと思うの

であります。

2つ目は、第三セクター四日市市生活環境公社出資金計上に関してであ
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ります。私どもは、市の直営よりも、的確な第三セクターの公社に委託す

ることが、市民サービスの向上などにとって真にふさわしいものについて

委託すること、さらには退瞭市瞭員の再雇用の場を保席すること、この点

では現在ほとんどありません、現状は、例えば民間企業に再就際している

場合が多いのでありますけれども、そこにはいろいろの問題も生まれてい

るのであります、こういう両面から、的確た第三セクター公社を設立する

ことは、あってもよいと考えます。

しかし、提案されております公社は、その参加者、出資比率、業務内容

において、また業務内容とも関連をいたしますが、必ずしも全面的に退瞭

市識員の再雇用の場となり得ないのではないかという点などから、登成で

きません。特に業務内容において、近い将来、市のし尿収集業務を全面的

に直営から外すことを前提にしていることは、到底容認できません。

3つ目に、伊勢鉄道株式会社出資金についてであります。

国鉄伊勢線を国鉄から切り離して、第三セクターとしてのこの会社によ

って運営しようとするものでございますけれども、これは、政府の国鉄分

割・民営化路線に沿い、とりわけ地方線切り捨て策の中で生まれてきた問

題であります。そして市や市民に、長い将来にわたって負担を転嫁し強制

する、全く反国民的なものであります。そういう意味合いで黄成できませ

ん。国鉄を存続し、その真に必要な民主的な改革を進める中で、あくまで

伊努線も国鉄線として存続させ、一層の便利な交通機関となるように充実

させるよう努力すべきだと思うのであります。

三重県北部学区県立高等学校新設促進協議会の負担金であります。

本来、県立高校について、県が全面的に新設費用を負担するのが当然で

あります。県はそれを相当額、関係市町村に負担を押しつけてきているわ

けでございますけれども、直接的に負担を強いることは、地方財政法に違

反するので、促進協議会への負担金という形をとっているものであり、こ

れは全く不当であるとともに、不法な支出と言っても過言でありません。
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負担をめぐっての関係市町村のトラプルまで生じていますが、一致して、

改めて県に全面的負担をさせることこそ、正しい解決法であり、私たちは

それを望むものであります。

議員報酬に係る補正につきましては、 6月議会における報酬引き上げ等

のための条例改正時に、我が党の水野和子議員が反対討論で展開した主張

のような観点から反対であり、改めて議員報酬をもとに戻してでも、議員

定数3人削減をやめることを主張するものであります。

以上で反対の討論を終わります。

〇議長（訓覇也男君） これをもって、討論を終結いたします。

これより採決に入ります。

まず、議案第71号昭和60年度四日市市水道事業剰余金処分並ぴに決算認

定について、議案第73号昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第2号）、

議案第74号昭和61年度四日市市国民健康保険特別会’t補正予算（第 1号）、

及び議案第82号四日市市国民健康保険条例の一部改正についての4件を一

括採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、認定及び可決であります

本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 99

〔贅成者起立〕

〇議長（訓覇也男君） 起立多数であります。よって、本件は認定及び可

決されました。

次に、ただいま採決いたしました議案を除いた残り21件を一括採決いた

します。

本件に対する委員長の報告は、認定及ぴ可決であります。

本件は、委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（訓覇也男君） ご異議なしと認めます。よって、本件は認定及ぴ
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可決されました。

日程第2 委員会報告第5号 請願の審査結果について

〇議長（訓覇也男君） 日程第 2、委員会報告第 5号請願の審査結果につ

いてを議題といたします。

委員会の審査報告に対し、ご質疑がありましたらご発言願います。

・ 小井道夫君。

〔小井道夫君登壇〕

〇小井道夫君 請願第 8号国民健康保険料の値上げの中止と給付の改善を

求めることについてが不採択となっておりますが、私どもは、先ほど誤案

第74号、第82号の反対討論の中で展開いたしました立場から、採択を求め

るものであります。

請願第18号、第21号、第 3号についてでありますが、またしても当市議

会は継続審査にしようとしているわけでございますが、私どもは継続審査

にすることに反対であり、今議会で採択して、政府関係機関に意見書を提

出することを強く求めたいのであります。

政府は、先日の臨時国会における代表質問に対する中曽根首相みずから

の答弁でも、国家機密法案の再提出をし、成立を図るとの積極的な姿勢を

示しております。法案そのものは、第 103回国会に提出したもの、これは

世論の批判、反対運動の急速な広がりによって廃案となりましたが、それ

だけに部分修正を行おうということが言われておりますけれども、しかし、

伝えられるような部分修正を行ったとしても、同法案が戦前の軍機保護法

や国防保安法同様のファッショ的な言論、報道抑圧法案であることに、い

ささかも変わりはありません。

大体国家機密法立法の動きは、日本の核戦場化につながる危険な日米安

保条約、軍事同盟に基づく日米共同作戦体制の確立強化、アメリカの有事

の際の自衛隊参加体制づくりを、国民の批判や抵抗を排除し進める必要か
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ら出ているものであり、そのために言論・報道の自由、国民の知る権利を

徹底的に抑圧することを目的としたものであります。

今また日本政府が、アメリカのSDI参加を決めたことから、西ドイツ

の例でも明らかなように、国家機密法の立法は彼らにとっていよいよ急務

となっているのであります。そのために法案の字句の部分修正でもって国

民世論の批判をかわし、旧法案と本質的に変わりないものをあくまで立法

化しようとしているのであります。これを正当化するために、日本スパイ

天国論、スパイ防止論を持ち出しておりますけれども、これも国民を欺＜

ものでしかありません。

中曽根首相らは、日本スパイ天国などと言っておりますけれども、それ

はCIAなどの職業的スパイの暗躍であって、政府捜査当局は、これらの

うちアメリカなど同盟国のスパイは野放しにする一方、ソ連など非同盟国

のスパイしまびったりマークして、必要に応じて、刑法とか、出入国管理法

で摘発しているのが実情であります。

このことは、その意思さえあれば、スパイを取り締まることは、現行法

で十分可能であることを示しております。にもかかわらず国家機密法の立

法を意図しているのは、その取り締まり対象として広く国民をねらって、

その目、耳、口をふさごうとしているからにほかなりません。このような

国家機密法の再提出を許すならば、衆参同日選挙後の新たな国会状況のも

とで、成立の危険がきわめて強いのであります。それだけに、今、法案再

提出を未然に阻む真剣な努力を払い、強力な世論を急速につくり出すこと

が決定的に重要であると思うのでございます。以上が理由であります。

〇議長（訓罰也男君） 他にご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより本件を採決いたします。

本件は、委員会報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕
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〇議長（訓覇也男君） 起立多数であります。よって、本件は委員会蔀告

のとおり決しました。

日程第3 発議第 6号 公的年金等の課税強化反対に関する意見書の提

出について

〇議長（訓覇也男君） 日程第 3、発誤第 6号公的年金等の課税強化反対

に関する意見書の提出についてを誤題といたします。

提出者の説明を求めます。

大島武雄君。

〔大島武雄君登壇〕

〇大島武雄君 ただいま議題となっております発誤第 6号公的年金等の課

税強化反対に関する意見書の提出について、発議者を代表して提出理由の

説明を申し上げます。

現在、国におきまして、戦後税制の抜本改革について論議がなされてい

るところであります。その中で、政府税制調査会の専門小委員会から、公

的年金などに対する課税強化を求める提言が打ち出されたのであります。

年金制度は、申し上げるまでもなく、老後生活を支える重要な柱であり

ます。

公的年金などに対する課税強化の方針は、年金制度への国民の不安感を

増大させるとともに、年金収入に頼る高齢者の生活を著しく不安定にする

ものであります。

よって、高齢者が安心して暮らせる生活を保障するため、公的年金など

に対する課税強化を行うことのないよう、政府に対し、お手元に配付いた

しました意見書を提出しようとするものであります。

どうかよろしくご黄同賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（訓覇也男君） 提出者の説明は、お聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（訓覇也男君） 別段、ご質疑もありませんので、質疑を終結いた

します。

これより本件を採決いたします。

本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（訓罰也男君） ご異議なしと認めます。よって、本件は可決され

ました。

日程第4 常任委員会の閉会中の継続調査について

〇議長（訓罰也男君） 日程第 4、常任委員会の閉会中の継続調査につい

てを議題といたします。

各常任委員長から、所管事務のうちお手元に配付いたしました事項につ

いて、閉会中に調査したい旨の申し出があります。

おはかりいたします。委員長からの申し出を承認することにご異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（訓覇也男君） ご異議なしと認めます。よって、委員長からの申

し出を承認することに決しました。 • 

なお、各常任委員長から、閉会中の調査活動の内容について、お手元に

配付いたしましたとおり報告がまいっておりますので、ご了承願います。

〇議長（訓覇也男君） おはかりいたします。市職員に対する暴力事件に

ついて、前川辰男君から緊急質問の通告があります。

前川辰男君の緊急質問に同意の上、この際日程に追加し、発言を許すこ

とにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〇議長（訓覇也男君） ご異議なしと認めます。よって、そのように決し

ました。

日程追加 緊急質問

〇議長（訓覇也男君） 前川辰男君の発言を許します。

前川辰男君。

〔前川辰男君登壇〕

〇前川辰男君 まず、緊急質問をお許しをいただきまして、ありがとうご

ざいます。

9月23日付の中部読売新聞に、こういう見出しで書かれております。

「業者が市課長に乱暴ー四日市ー指名にもれ市役所で」と、それからあ

としばらく読んでみますが、 「四日市市役所内で、河川改修工事発注の業

者指名選定に絡み、市の課長が土木業者に乱暴されるという事件が起きて

いたことが、 22日明るみに出た。市から連絡を受けた四日市南署は、暴力

行為などの疑いで調査を始めた」、以下省略します。

まことに残念なことだと思います。この新聞記事が事実であるとするな

らば、市民のために公平厳正に業務を行わなきゃならない市役所で、この

ようなことが起きたということは、まことに残念です。しかも、あとこの

内容を読んでみますというと、どうやら偶発的な問題ではなさそうです。

、そこで、この事件に対する事実経過を説明願いたいと思います。

なお同時に、今、私が申し上げたように、偶発的でないらしいので、こ

の背景、土壌、これがどこにあったかということは、市当局の反省も込め

て、はっきりさせていただきたい。

それから、あともう一つは、今後に対してこのようなことが一切起こら

ないように、そのことは、 7月に設けたばかりの「四日市市職員に対する

暴力行為等の対策に関する要網」というのもつくられておるわけですから

そういうものも含めて、これが空文化されないよう、どうしていくのか。
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この 3点について、質問をしたいと思います。以上。

〇議長（訓翔也男君） 総務部長。

〔総務部長（栗本春樹君）登壇〕

〇総務部長（栗本春樹君） ただいま緊急質問をいただいたわけですが、

先ほど中部読売新聞を読まれて、それが事実であるかどうかということで

のご質問がございました。

この事件につきましては、 9月18日の調達契約課長に対する暴力行為、

それから 9月19日、道路課長に対する暴力行為並びに公文書毀棄に及ぶ事

件が発生したことは、事実でございます。いずれも加害者につきましては、

本市の指名業者でございまして、同一人による行為でございます。

いずれにいたしましても、今回の事件は、その理由のいかんを問わず、

暴力行為そのものは、本市の指名業者にもとる行為であるというふうなこ

とで、まことに遺憾でございます。

また、本市がとりました処置につ含ましても、その対応の遅れといいま

すか、若千タイミソグがずれましたことに対しましても、深く反省をいた

しておるところでございまして、今後この教訓を生かして、積極的に毅然

とした態度で取り組んでいきたいというふうに考えておるところでござい

ます。

そこで、本件につきまして、具体的な経過を申し上げますと、 9月22日

の時点でございますけれども、事実関係を調査をいたしておりまして、＼そ

の概要につきましては、先ほど申し上げましたように 2件ございます。

1件は、 9月18日午前9時20分ごろということでございまして、庁舎の

3階第 1入札室におきまして事件が発生したわけでございますが、そのと

きの状況につきましては、調達契約課長が保々地区内の古城川河川改修工

事に係る特別共同企業体業者選定通知に関する事項につきまして、地元の

S業者らに説明をしておったわけでございますが、 S業者が 1回足げりに

し、さらにいすを振りかざし、同課長の横腹を手拳でもって 1回殴打した。
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こういう暴力を加えたということでございまして、調達契約課長の職務の

執行を妨害したものでございます。

また、 9月19日、これも午前 9時10分ごろでございます。今度は庁舎6

階建設部長室におきまして、 2件目の事件が発生をしたわけでございます。

その状況につきましては、下野地区道路舗装工事に係る工事指名に関連す

る事件でございますが、先ほど申し上げましたS業者が、建設工事入札の

参加資格審査申請書というのがございます、これを道路課長から受け取る

ゃ、これを引き裂き、この公文書を毀棄した上、同課長の足を 1回けると

ともに、同課長の頭部を手拳で 2回殴打したということが、その概要でご

ざいます。

そこで、私どもといたしましては、直ちにこの 7月に設置をいたしまし

た「暴力行為等対策幹事会」を、初めて緊急に招集をさせていただきまし

た。事態の概要を説明をいたしますとともに、この事件の取り扱いについ

て協議をいたし、暴力行為に対しては、当然のことながら毅然とした態度

で適切な措置を行うということ、及び、この処分決定に当たりましては、

指名業者にかかわる事件であるわけでございますから、指名審査会におい

ても、その処分方法、処分内容等を審議するということを決定いたしまし

た。同時に、関係者を四日市南署の方に出頭をさせて、寧件概要を説明さ

せたということでございます。

それから 9月24日でございますが、朝 9時より指名審査会を開催をしま

した。本件の取り扱いについて協議をして、指名停止処分が相当であると

いうことを、まず決定をさせてもらいました。これは、この間におきまし

ても、関係法令等の解釈等の問題もありまして、顧問弁護士にも相談をし

ながら、市が暴力行為を認めた時点で処分は可能であると、判断が示され

たことにもよるわけでございます。

さらに同日でございますが、夕方から停止期間について協議をさせてい

ただいたわけでございます。停止基準から判断しまして、その期間につい
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ては、 3カ月から 1年以内の範囲内でその期問を設定するということの規

則があるわけですが、それを会長に一応一任をするというふうな形でとり、

まして、さらに昨日でございますが、 9月25日指名審査会を再開して、そ

の辺の審議をし、 6カ月が妥当であるということで、全会一致で決定をさ

せていただいたところでございます。

その他の処置につきましては、既に発送済みとなっております9月29日

入札の指名通知書に・つきましても、それぞれ当該業者の関連もございます、

これを取り消す処分とさせていただいたところでございます。

さらにその他の業者についても、明日 9月27日でございますが、片岡助

役と私で関係者を呼びまして、事情聴取をするというふうな形でございま

す。

また当該事件にかかわる古城川河川改修工事の事業につきましては、当

分入札を延期をいたしますとともに、さらにこの指名につきましては、指

名審査会の再議に付するというふうな形になろうかと思います。

これで今日26日でございますが、 11時半から指名審査会の審議結果を踏

まえて、暴力行為等対策幹事会を開催をさせていただきまして、そこにこ

の内容を報告し、これを一応了として、その取り扱いにつきましては、両

課長は当然に公人としての立場であるわけでございますから、これを支え

る必要があるというふうなことから、同幹事会におきましても、上申書を

警察に提出するというふうなことを、決定をさせていただいたわけでござ

います。

以上がその経過概要でございます。

この事件は、既に司直の手に委ねられておるところでございまして、刑

事事件につきましては、その推移を見守るというふうなことになろうかと

思いますけれども、本市の行政処分につきましては、本市独自の判断によ

り行うものであります。また、いろいろと私どもの不慣れな点もございま

す。今後、これを機に、この事例を生かしながら反映をさせていきたいと
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いうことで、それぞれの各部局に対しまして、既に配置しております暴力

行為等対策推進員等もございます、その職員に対しても、この事件を事例

として、教育を徹底してまいりたいというふうに考えております。以上が

報告でございます。

〇議長（訓覇也男君） 市長。

〔市長（加藤寛嗣君）登壇〕

〇市長（加藤寛嗣君） 去る 9月18日及び19日に発生をいたしました暴力

事件、まことに遺憾な事件でございます。

私どもは、 58年12月に既に暴力追放都市宣言を行っておりますし、暴力

事件ということについて、とかく役所の内部でそういうことが間々あると

いうことを聞いておりましたので、本年 7月に「四日市市職員に対する暴

カ行為等の対策に関する要網」というものを定めて、暴力追放をしようと

いうことで、今日まで臨んできたわけでございます。

しかるに、このような事件が起きました。大変遺憾なことでございます

が、私は、こういった事件に対しては、毅然たる態度で臨んでまいりたい

というふうに思っておるところでございます。

なお、この事件の背景、土壌といいますか、元来この請負関係に関する

事件でございまして、今日の時点で請負の業者が市内に非常に多いという

こと、さらにそれに対する発注量というものが限界がございます。したが

いまして、各業者の思惑と実際発注をされた指名との間に段落があるとい

うことが、基本的には、その背景、原因ではないかというふうに思ってお

りますが、そういった中で、一部の業者の方々と他の業者の方々との間の

悶着等もございます。そういったようなことが、勢い役所が発注をする仕

事に対して、種々不満がうっせきしておる。ただ、それはそれなりに不満

があれば、その不満については役所へ申し出ろということになっておりま

して、これは既に業界に対して通知が出してあったわけでございます。した

がって、そういった役所側の、発注者側の意図を無視したこういった行為
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ということは、まことに遺憾だと。私どもは、今後こういった問題が起き

ないように努力をしてまいりたい。

おおよその、私が承知をしております本事件に対する背景といいますか、

原因といったようなものは、以上でございます。

（私語する者あり〕

〇議長（訓覇也男君） 前川辰男君。

（前川辰男君登壇〕

〇前川辰男君 実は私、ここで市の方の説明を聞くだけにしておきたいと

思ってたんです。適切な措置をされれば、それで私たちは市民にこたえる

ことができるわけです。ですから、そう追求するつもりでなかったんです

が、非常に残念ですけれども、今の市長の答えでは、私は答えになってな

いと思う。

なぜならば、業者側の問題にしているんですよ。市はこういうふうにこ

ういうやり方をやってます。通知もしてあります。業者が過密化してこう

いうふうになってます。確かにそれも一つの原因かもしれませんが、私が

最初聞いたときに、背景とか土壌ということを言ったはずなんです。こち

ら側にはないんですか。市の方は全く悪いものは何もありませんか。ない

んですね。それ言い切れますか。

かつて過去の議会におきまして、この席で、坂口議員が暴力行為につい

て、注意を喚起したことがあると思うんです。こういうことがあってはな

らないから、彼はここで発言したと思います。

まことに不幸なことだけれども、それが的中したということで、残念で

すけれども、私は今の市長の態度であれば、まだまだもっと起こる可能性

があると思うんです。

どこのだれという、そういうことは抜きにいたしまして、基本的に公平

敢正でなければならない市というものが、暴力に対して容認をしていると

いうか、まあまあというふうな考え方を持ってきた。それが暴力行為を増
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長させた大きな原因ではなかろうか。この背景というものを、1~9まっきり市

長が認めてなければならないじゃないですか。それでなかったら、こうい

うものは直らないですよ。ますます増長するだけです。

だから、私が聞きたかったのは、どう市自体が反省をして、何も反省し

てないじゃないですか。業者が悪いんだと。そんなとんでもないことです

ょ、これは。

そのほかたくさんあります。例えば18日に起こり、さっきの総務部長の

説明では、もう一つあったというんでしょう。そういうのが繰り返されて

行われておって、 22日に警察に届けた。この間少しの時間がありますね。

それから、もう一つ、中部読売新聞だけが発表しておって、ほかの新聞

社が発表してないというのは、市は、これは隧ぺいしようとしたというふ

うな疑いを持たれても、仕方がないと思うんです。

そういうふうに、私はたくさんこの問題で質問をしたいことがあります

が、今ここでそれをやっていいのか、あるいは私はやはりこれは非常に時

間がかかることだと思いますから、関係常任委員会、例えば調達契約課を

担当する総務委員会、それからまた建設関係の建設委員会、これらの委員

会が、先ほどの議長からの提案にありましたように、閉会中の調査項目「

行政改革について」、あるいは「道路整備について」、こういう項目に該

当すると思いますから、もっともっとたくさん言いたいことがありますけ

れども、これは一応省略いたしまして、その中で十分に審議をし、そして

市民の信頼を得る市役所になってもらいたいと、こう思います。

それから最後に申し上げておきますが、要は、市長の態度だと思います。

市長がしっかりした考え方と決意を持てば、瞭員はそのように生き生きと

してきます。が、残念ながら、現在、今私が市の体制を褒めるような状態

でないと思いますので、それを市長は十分腹に据えて、市長としての我々

の信頼を回復し、市民に尊敬される市長になっていただきたいと思います。

あとは各委員会で十分に、この点につきまして、今後絶対に起こらない
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ようにご検討いただき、また方向を正しく出していただくことを望みまし

て、これで質問を終わります。

〇議長（訓覇也男君） これをもって、前川辰男君の緊急質問を終了いた

します。

〇議長（訓覇也男君） 以上で、今定例会の日程はすべて終了いたしまし

たので、会議を閉じ、昭和61年 9月四日市市議会定例会を閉会いたします。

連日にわたりご苦労さまでした。

午後3時28分閉会
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地方自治法第 123条第2項の規定に基づき署名する。
1. 会期日程

2.議会運営委員会決定事項

3.議決事件等一覧表

4. :__般質問通告一覧表

四日市市議会議長 訓 覇 也 男 5. 議案質疑通告一覧表

6. 付託議案一覧表
- A i 

四日市市議会副議長 山 路 剛 7. 常任委員会の閉会中の調査報告について

8.常任委員会の閉会中の継続調査項目

署 名 議 員 伊 藤 雅 敏

署 名 議 員 森 安 吉

-224-



9月11:日（木）

昭和61年9月定例会会期日程

午前10時開会

議案上程…説明
I 
，＇ 

休|

|

 

⑤

①

①

R

g

 

日

日

日

日

日

1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
 

17日（水）

18日（木）

19日（金）

20日（土）

21日（日）

午前10時開議

一般質問

午前10時開議

一般質問

-午前10時開議

一般質問-

議案質疑…委員会付託
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26日（金） 午後2時開議

委員長報告…質疑、討論、採決テ ＇` 

追加議案上程…説明…質疑、討論、採決）

緊急質問

. ・. (.' 
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議会運営委員会決定事項

◎ 9月定例市議会について

1 会期日程 別紙のとおり

2 発言通告等の期限

(1)一般質問

(2)議案質疑

(3)請願

(4) 討論•その他

3 発言順序

(1)一般質問

9月11日（木）

9月16日（火）

9月16日（火）

9月24日（水）

①日本共産党 ②市民クラプ

④新風クラプ ⑤新政クラブ

⑦政友クラプ ⑧自由クラプ

(61.9.4) 

午後2時まで

午後4時まで

午後4時まで

正午まで

③公明党

⑥清風会

(2)議案質疑 通告時にくじにより決定

4`  発言時間

(1)一般質問 （答弁を含む）

市民クラプ 2時間20分 新政クラプ 2時間20分

自由クラプ 2時間 清風会 2時間

新風クラブ 2時間 公 明 党 1時間40分

政友クラプ 1時間20分 日本共産党 1時間

(2)関連質問 5分以内 （答弁を含まない）

(3)議案質疑 15分以内 （答弁を含む）

(4)討 論 15分以内

※ 一般質問の要領

① 一般質問は、一定例会議員 1人当たり答弁を含め20分を基準と

し、所属議員数に応じ各会派に時間配分する。なお、一定例会
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における議員 1人当たりの発言時間は、答弁を含め 1時間以内

とする。

② 各質問者は、通告に際して自己の持ち時間（答弁を含む）を会

派内で調整の上、質問通告書に記載する。

③ 各質問者は、自己の持ち時間を超えて発言しない。

※ 関連質問の要領

① 一般質問に限る。

② 同一会派の議員で発言通告をしていない議員 1人に限る。

③ 発言の時期は、各質問者の質問が終了した直後とする。

④ 発言時間は5分以内とする。ただし、答弁は含まない。
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議決事件等一覧表

〔市長提出議案〕 （25件）

．＇，、、、

議 案 名 議決結果

議案第70号 昭和60年度四日市市立四日市病院事業決算認

定について 至n刃a 定

議案第71号 昭和60年度四日市市水道事業剰余金処分並び 認 定

に決算認定について 原案可決

議案第72号，昭和60年度四日市市農業共済事業剰余金処分 認 定

並ぴに決算認定について 原案可決

議案第73号 昭和61年度四日市市一般会計補正予算

（第2号） 1原案可決

議案第74号 昭和61年度四日市市国民健康保険特別会計補

正予算（第 1号） 1原案可決

議案第75号 昭和61年度四日市市公共下水道特別会計補正

予算（第 1号） 1原案可決

議案第76号 昭和61年度四日市市土地区画整理事業特別会

計補正予算（第 1号） 1原案可決

議案第77号 昭和61年度四日市市老人保健医療特別会計補

正予算（第 1号） I原案可決
議案第78号 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助

料支給条例等の一部改正について l原案可決
議案第79号 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例の一部改正について 1原案可決

議案第80号 四日市市東橋北住環境整備基金条例の制定に

ついて 1原案可決
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議案第81号 四日市市印鑑条例の一部改正について 原案可決

議案第82号四日市市国民健康保険条例の一部改正につい

て 原案可決

議案第83号 四日市市霊園条例の一部改正について 原案可決

議案第84号 四日市市自転車放置防止条例の制定について 原案可決

議案第85号 市道路線の廃止について 原案可決

議案第86号 市道路線の認定について 原案可決

議案第87号 委託契約の締結について 原案可決

議案第88号 三洒農業共済事務組合の設立に関する協議に

ついて I原案可決
議案第89号 四日市市と菰野町との境界の一部変更につい

て 原案可決

議案第90号 町の区域の変更について 原案可決

議案第91号 町及び字の区域の変更について 原案可決

議案第92号 字の区域の変更について 原案可決

議案第93号 字の区域の変更について 原案可決

議案第94号 土地の取得について 原案可決

〔議員提出議案〕 （1件）

議 案 名— 議決結果

発議第6号 公的年金等の課税強化反対に関する意見書の

提出について 原案可決

〔請願〕 （6件）
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係るスパイ行為等の防止に l弁護士 松葉謙三
件 名 請願者の住所・氏名

番号1--~ ---;-------~---------------『;-----~--~ --;----~-1 審査結果
紹介議員付託委員会

1 8 I関する法律案）に反対する

意見書の提出について

小井道夫

ほか 2名 I継 続

総務委員会

61.9.16受理 四日市市昌栄町21-10

公的年金の課税強化反対に 三洒地区労働者福祉協

7 I関する意見書提出について議会 1採 択

会長西城 薫

金森 正 教育民生委員会

60.12.6受理 四日市市昌栄町21-10

「パートタイマー等退職金 三洒地区労働組合協議

共済制度」制定について 会 61.9.18 

1 9 I 議長小林憲二郎取り下げ

ほか 2,044名

61.9.16受理

国民健康保険料値上げの中

8 I止と給付の改善を求めるこ

とについて

小井道夫

四日市市泊町5-17

青山幸博

ほか 1,833名 1不採択

教育民生委員会

（前回から継続のもの）

60.12.6受理

「国家秘密に係るスパイ行

為等の防止に関する法律案

2 I I」 （スパイ防止法案）に反

対する意見書の提出につい

て

件 名 請願者の住所・氏名

喜多野等 産業公営企業委員会

番号

紹 介 議 員 付託委員会

毛利道哉

四日市市新浜町11番

7号

舘 秋太郎

総務委員会

継続

審査結果

60.9.17受理 1四日市市本町1-10

国家秘密法案（国家秘密に 山本ピル 3階

61.3.10受理

国家秘密法案（国家秘密に

係るスパイ行為等の防止に

3 I関する法律案）に反対する

四日市市新町2-9

小林けい子

ほか76名
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意見書の提出について 一般質問通告一覧表

小井道夫 総務委員会 順序 氏 名 要 旨 ページ

1 老人・障害者施設入所負担

(9月16日）

日本共産党 金について

1 水 野 和一子 2 非核平和都市宣言を実効あ 20 

（発言時間25分） るものにするために

3 嘱託職員の労働条件につい

て

日本共産党 1 円高不況対策について

2 佐 野 光 信 2 第三セクター問題について 28 

（発言時問35分） 3 工業高校跡地問題と駅東の

活性化について

1 花火大会の実施と地域に対

する影響について

市民クラプ 2 広報・回覧文書の取り扱い

3 豊 田 忠 正 について 42 

（発言時問60分） 3 産業廃棄物並びに一般ゴミ

処理について

4 四日市工業高校跡地利用の

進捗状況について

1 新しい変動の時代を迎えて

(1) 21世紀へのスタート地点
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(2) 円高による経済大国と生

活小国

公 明 党 (3) 求められる政策転換・後

4 田 中 基 介 追いから先取りへ

（発言時間60分） 2 中部地区市民セ｀ノターと婦

人会館について

3 末永•本郷地区新しいまち

づくり推進協議会について

4 コミュニティマート構想と

商店街再開発について

1 加藤市政について

新風クラブ (1) 北勢バイパス問題

5 谷 ロ 廣 睦 (2) 川越高校地元負担金

（発言時間60分） (3) 市営住宅政策

(4) 身障者施設の費用徴収

1 21世紀をめざして、町づく

りの課題

新風クラプ (1) 市民広場

6 中 村 信 夫 (2) 緑豊かな町をめざして

（発言時間60分） (3) 区画整理事業

(5) 行政改革

(5) 西南部開発

(6) 中小企業対策

＾ 
1 北部埋立処分場跡地の利用
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52 

70 

81 

9月ー日Li 

7 

8 

l 

， 

新政クラプ

古 市 尤~ 一

（発言時間60分）

新政クラプ
ヽ

山 本 勝

（発言時間60分）

清風会

JI l ロ 洋 一

一

（発言時間60分）

計画と清掃工場への進入道

路の整備について（県道四

日市鈴鹿環状線の未整備箇

所） 104 

2 国鉄の分割•民営化による

余剰人員の受け入れについ

て

3 大矢知地区市民セ‘ノターに

ついて

1 三重地区内の諸問題の解決

促進について 119 

1 桜イソターチェソジについ

て

2 図書館について

3 教育問題について

(1) PTAの決算書から

(2) スポーツの指導

(3) 校内に発生する事故 134 

4 テレビ・ビデオの活用につ

いて

5 行政施策を進める手法に一

考を

6 62年度事務職採用なしに関

連して
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日

8
 

9

月

ー

‘̀-

清風会 1 渉外関係について

10 伊 藤 信 ↑ 156 

（発言時間60分）

政友クラプ 1 国の補正予算3兆円に対す

1 1 永 田 正 巳 る当市の取り組みについて
163 

（発言時間60分） 2 近鉄四日市駅東商店街の活

性化対策について

自由クラプ 1 防災体制の強化について

12 堀 新兵衛 2 農業の促進について 172 

（発言時間60分）

議案質疑通告一覧表

順序 氏 名 件 名 ページ

議案第71号 昭和60年度四日市市水

道事業剰余金処分並び

に決算認定について

1 日本共産党 議案第74号 昭和61年度四日市市国
181 

小井道夫 民健康保険特別会計補

正予算（第 1号）

議案第82号 四日市市国民健康保険

条例の一部改正につい

て
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付託議案一覧表

〇 総務委員会

議案第73号 昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第 2号）

第 1条 歳入歳出予算の補正

歳入全般

歳出第 1款議会費

第2款総務費

第4款衛生費

第 9款消防費

第2条債務負担行為の補正

第 3条地方債の補正

議案第78号 四日市市吏員退隅料、退職給与金、遺族扶助料支給条例等

の一部改正について

議案第79号 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例の一部改正について

議案第81号 四日市市印鑑条例の一部改正について

議案第83号 四日市市霊園条例の一部改正について

議案第89号 四日市市と菰野町との境界の一部変更について

議案第90号 町の区域の変更について

議案第91号 町及ぴ字の区域の変更について

議案第92号 字の区域の変更について

議案第93号 字の区域の変更について

0 教育民生委員会

議案第73号 昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第2号）

第 1条 歳入歳出予算の補正

歳出第 3款民生費
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第10款教育費

議案第74号 昭和61年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算

（第 1号）

議案第77号 昭和61年度四日市市老人保健医療特別会計補正予算

（第 1号）

議案第82号 四日市市国民健康保険条例の一部改正について

0 産業公営企業委員会

議案第70号 昭和60年度四日市市立四日市病院事業決算認定について

議案第71号 昭和60年度四日市市水道事業剰余金処分並びに決算認定に

ついて

議案第72号 昭和60年度四日市市農業共済事業剰余金処分並びに決算認

定について

議案第73号 昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第 2号）

第 1条 歳入歳出予算の補正

歳出第 5款第 2項労働諸費

第 6款農林水産業費

第 7款商工費

第13款第 1項 農林水産施設災害復旧費

議案第88号 三洒農業共済事務組合の設立に関する協議について

〇 建設委員会

誤案第73号 昭和61年度四日市市一般会計補正予算（第 2号）

第 1条 歳入歳出予算の補正

歳出第 5款第 1項失業対策費

第 8款土木費

第13款第2項 土木施設災害復旧費
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議案第75号 昭和61年度四日市市公共下水道特別会計補正予算（第 1号）

議案第76号 昭和61年度四日市市土地区画整理事業特別会計補正予算

（第 1号）

議案第80号 四日市市東橋北住環境整備基金条例の制定について

議案第84号 四日市市自転車放置防止条例の制定について

議案第85号 市道路線の廃止について

議案第86号 市道路線の認定について

議案第87号 委託契約の締結について

議案第94号 土地の取得について
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常任委員会の閉会中の調査報告について

常任委員会の閉会中の調査について、会議規則第98条の規定により別紙

のとおり報告します。

昭和61年9月26日

四日市市議会

総務委員長

教育民生委員長

産業公営企業委員長

建設委員長

議長訓覇也男殿

総務委員会

0 行政改革について

佐野光信

大島武雄

森 真寿朗

川口洋二

最近の本市における行財政改革への取り組みは、昭和60年 9月の「行財

政改革大綱」の制定の下に、昭和61年 3月には「第二次行財政改革整備計

画」を取りまとめ、その実施に向け取り組んでいるところである。

当委員会は、その改善項目の一つである「第三セクターの設立問題」に

ついて及び「消防分署の新設に係る諸問題」について論議したところであ

る。

1 第三セクターについて

(1) 新公社設立への背景

公共下水道区域の拡大と集中浄化槽の普及に伴い、し尿汲み取り区域

が減少する傾向の中で、し尿収集業者への対応が全国的な課題となって

いる。

本市においても、新たな行政需要に対応するため簡素な効率的な行財

政運営を図る必要があり、また、職員数の適正化を図る観点から現業退
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職職員の不補充が当面の課題であり、新しい行政運営方式を模索する必

要がある。

(2) 新公社設立への趣旨

市民生活に直結した清掃事業、下水道事業、公園施設等の管理業務は、

公共性が要求され、今後とも、市民サービスを保持していかなければな

らず、限られた財源の中でコストの軽減、効率化を図る必要がある。

このような状況下で、行政の責任範囲を踏まえながら、従来の方式に

「発想の転換」を行い、民間経営の持つ効率性・弾力性を期待し、都市

経営という観点に立った新しい行政運営方式である公社制、第三セクタ

ーを設立するものである。

(3) 新公社の運営

新公社設立への民間からの資本参加は、市のし尿収集委託業者と浄化

槽清掃許可業者である 4業者とする。出資割合は、市40%、民間業者60

％とし、独立採算性の堅持を基本とする。

なお、業務内容は、当面、市直営の業務と競合することになるので、

公社への移行は段階的に行うが、委託業務は清掃、下水、公園関係等の

維持管理部門だけでなく、徐々に拡大していく。

(4) 委員会の考え方

新公社の設立は、民間の良い点を導入し、経営効率を高め、行政の代

行機関としての役割を担うものであり、当委員会は、その早期実現に積

極的な取り組みを強く要望するところである。

しかしながら、市における新公社設立への取り組みは、総体的に漸進

的であり、厳しさに欠ける感があり、民間活力の導入を図るという見地

から十分ではないと考える。

新公社の運営については、新たに株式会社を設置し委託する以上、市

としても相当の決意で臨みく市行政に多大の貢献が図られるよう積極的

な取り組みを強く求めるものである。
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2 消防分署について

消防分署の設置については、消防力の最適配置場所について専門機関に

調査委託し、科学的データに甚づいて桜地域が有効であるとの結論を得た

ところである。

当委員会は、新分署の設置により、消防車の到着時間が短縮され、 15分

以上の地域が解消されることは評価するところであるが、本市の人口過密

地帯である市中央部の住宅団地への波及効果は乏しく、今後この区域にど

のように対応しようとするのか、将来の工業団地等の開発計画を考慮しな

がら、消防分遣所のあり方を含め、効率的な消防・防災活動について積極

的な取り組みを要望するものである。

教育民生委員会

0 スポーツの振興について

市民が豊かな生活を送る上で、健康と体力は欠かすことができない基本

であり、スポーツの果たす役割はきわめて大きいと考える。

スポーツ振興法は、 「地方公共団体は、ひろく国民があらゆる機会とあ

らゆる場所において自主的にその適性及ぴ健康状態に応じてスポーツをす

ることができるような諸条件の整備に努めなければならない」、また、

「地方公共団体は、わが国のスポーツの水準を国際的に高いものにするた

め、必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と地方自治体の責務

を規定している。

当委員会は、本市のスポーツを一層振興させるため、中央緑地陸上競技

場、中部西小学校屋外運動場の視察を行うとともに、スポーツ活動の基盤

となる体育施設の整備、指導者の確保などについて、論議を行った。その

概要は、次のとおりである。

(1) スポーツ施設について

・ 市民が、生涯スポーツとして、多種多様のスポーツに親しむ時代で
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あり、スポーツ人口の増加に対して、スポーツ施設の設備充実が遅れ

ているため、なお一層の整備充実に努力すべきである。

・ 中央緑地陸上競技場は、速やかに全天候型トラックに整備すべきで

ある。

・ 公立スポーツ施設を全面的に見直し、各種大会を積極的に開催でき

る施設とするなど、北勢地域の中核都市としてふさわしい内容に、計

画的に整備することが望まれる。

・ 公立スポーツ施設の利用にあたっては、施設本来の使用目的に沿っ

て利用が行われるよう配意し、施設の維持管理に努めることが必要で

ある。

・ 学校の屋外運動場については、雨天後もすぐに使用できるよう、排

水面に十分配意するとともに、運動により適した土質に整備していく

ことが望まれる。また、小学校においては、健康づくりの観点から、

はだしによる運動を取り入れるべきである。

「いつでも、どこでも、誰でも」という地域スポーツの観点から、

日常、市民が気軽に運動できる場所をさらに確保することが必要と思

われる。従来、市の一部補助により、地区運動広場の整備が行われて

いるが十分ではなく、この際、市は、各地域に存する民間企業の従業

員福利厚生用スポーツ施設を地域住民も十分に利用できるよう、民間

企業の理解・協力を求めるとともに、土取り場等市内の空き地を借り

るなど場所の確保に積極的に努めることが必要である。

・ 市民は、とりわけ休日・夜間にスボーツ施設を利用することが多い

ため、今後は、施設のナイター化の推進について、検討することが必

要である。

(2) 指導者の確保について

・ 現在、本市には約 100人のスポーツリーダーバソクの登録がなされ

ているが、ほとんどが水泳の種目である。今後、県において、スポー
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ツ振興の一環として「スポーツ・レクリェ ーショソ指導員及び審判員

名簿」が作成されたこともあり、市としてもリーダーバソクの再検討

を行い、市民のスポーツに対するニーズに応えるためにも指導者の養

成確保に努め、その活用をはかることが必要である。

・ 毎年、各種目におけるレペルの高い著名な指導者を招き、市民のス

ポーツヘの関心を高めるとともに、本市における指導者のレベ｝レ向上

をはかるべきである。

• 各地区市民セ‘ノターに、体育面の指導者を嘱託として配置するなど、

地区市民セソターの地域スポーツの拠点としての役割を検討する必要

がある。

(3) スポー；ソ振興基金について

・ スポーツ振興基金は、：各種大会への選手の参加助成等広くスポーツ

の振興に活用できると考えられる。設置方法・果実の使途等について

十分検討を行い、広く市民の理解を求め、設置について努力すべきで

ある。 ｀ 

産業公営企業委員会

0 バート労働者の実態について

当委員会は、昨年12月議会に提出され、継続審査してきた請願第19号

「パートタイマー等退職金共済制度」制定についてに関連して、市内のパ

ート労働者の実態及ぴ中小企業退職金共済制度について調査研究を行った。

1. パート労働者の実態について

市は、昭和60年度雇用実態景気動向調査の中で、初めて本格的にパー

卜労働者の実態についてアソケート調査を実施した。

調査は、市内の従業員20人以上の全事業所と無作為抽出の従業員10~

19人の60事業所が対象で、回答があったのは 512社、回答率は57.5％で

あった。
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(1) パート労働者雇用率

47.9％の事業所が、パート労働者を雇用しており、業種別では、製

造業 (58.4%)、卸・小売業 (50.9%)、サーピス業 (50.0%）が高

率を示している。

また、労働者の11.8％がパート労働者であり、内89.4％が女子、 10.6

％が男子である。

(2) 勤続年数

パート労働者の47.9％が 3年以上勤続しており、パート労慟者の勤

続年数が長期化していることがうかがえる。

(3) 賃金と賞与

パート労働者の平均時間給は 576円である。また、 73.1％の事業所

がパート労働者に賞与を支給しており、年間支給額は10万円未満が90.1

％を占めている

(4) 退職金

パート労働者に退職金を支給している事業所は11.0％で、支給対象

は、 「勤続3年以上」が61.5％を占めている。

(5) 年次有給休暇

27.3％の事業所がパート労働者に年次有給休暇制度を採用しており、

事業所の規模が大きくなるほど採用率が高い。

2. 中小企業退職金共済制度について

本制度は中小企業を対象にした国の制度であり、従業員一人ひとりに

ついて掛金額を決めて、掛金全額を事業主が負担するものである。

本年4月に本制度の改正が行われ、本制度への加入促進及び掛金額の

増額促進のため、新規加入及び掛金増額変更の場合、国の補助により事

業主の掛金負担軽減を行うことになった。また、最低掛金及び最高掛金

についても引き上げが行われた。

さらに、本制度が全従業員を加入させる包括加入を前提としているた
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め、今までパート労働者だけでの加入が抑制されてきたが、今回同時に、

パート労慟者だけでの加入も可能であるとの解釈がなされ、パート労働

者の本制度への加入に大きく道を広げた。

全国的にパート労慟者は増加しており、正社員の採用よりパートタイ

マーの雇用調整で対応する傾向は今後も続くものと思われる。

しかし、今回の調査でもパート労働者に退職金を支払っている事業所

が1割に過ぎないなど、パート労働者を取り巻く労働条件は非常に悪い

状況である。

パート労慟者の労慟形態は多種多様であり、すべてのパート労働者の

労働条件を整備することは困難であるが、今回、中小企業退職金共済制

度が改正されたのを機に、市行政としても、中小企業の常用従業員はも

ちろん、パート労働者についても、福祉の増進と属用の安定を図るため、

本制度への加入について積極的にPRする必要があると考える。

建設委員会

0 都市計画道路の整備促進について

近年の自動車交通のめざましい発達は、交通運輸体系の中における道路

交通の比重をますます高めている。しかし、それに対応する道路網の整備

は十分になされているとはいえず、本市においても、主要幹線において渋

滞が見られており、その整備促進が強く望まれている。

当委員会は、道路網の中で、特に基幹となる都市計画道路について、現

地視察を実施し、交通渋滞のネックとなっている箇所の指摘を行うととも

に、ネック箇所の解消及び整備促造を図るための手法について調査研究を

行った。

各委員から出された主な意見は次のとおりである。

・ 用地国債、工事国債等の都市計画道路を整備促進するための手法の

導入について、積極的に検討を行うこと
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・ 道路行政の基礎資料となる交通混雑度調査について、調査時間・方

法の見直しを行い、より精確に現況を把握し、効果的に対処すること

・ 渋滞の激しい国道 1号、 23号について、バイパスの建設を早期に実

現すること

・ 区域・時間を区切った一方通行の導入等、思い切った施策を取り入

れること

・ 道路公社の設立やプロジェクトチームの設置により、効率的に事業

を推進すること

・ 面的整備である区画整理事業を積極的に推進すること

• ここ数年来据え置かれている道路事業費の増額を図ること

理事者からは、 「本市の都市計画道路の総延長は約 164kmで、この整備

率は、昭和60年度末で48.0％となっており、整備率においては、全国平均

をやや上回っている状況である。ネック箇所の整備については、昭和60年

1月の建設委員会においても指摘を受けており、順次整備を図っているが、

今後とも道路交通に関する諸問題については、国、県等関係機関と定期的・

に協議を行い、その解決を図っていく考えである。また、都市計画道路を

整備促進するための手法についても検討を重ねていきたい」との説明があ

った。

当委員会は、ネック箇所の解消、都市計画道路を整備促進するための手

法について、各委員から出された意見を十分踏まえ、さらに検討を継続す

るとともに、他部局との調整を図りながら、全庁的な取り組みを行い、大

局的な視野に立った道路行政の推進を図るよう強く望むものである。
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常任委員会の閉会中の継続調査項目

総務委員会

行政改革について

教育民生委員会

学校内における事故防止対策について

産業公営企業委員会

「大四日市まつり」・「四日市花火大会」・「なんでも四日の市」

について

建設委員会

道路整備の促進について
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